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 開  会

 議  長  おはようございます。

 ただ今の出席議員数は、９名です。

 定足数に達しておりますので、令和元年第４回東峰村議会定例会を開会いたしま

す。

 （９時３０分）

 開  議

 議  長  本会議に先立ち、議長の諸般報告を行います。

 報告は、お手元にお配りしております議案書の最後のページの、議長諸般報告をも

って代えさせていただきます。

 それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。

 日程第１

 議  長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、

７番 長澤貞義議員、８番 大蔵久徳議員を指名いたします。

 日程第２

 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。

 議会運営委員会委員長に、議会運営委員会の報告を求めます。

９番 伊藤均議員

 ９  番  今期定例会の議会運営にあたり、議会運営委員会の協議の結果について、ご報告を

申し上げます。

 本日招集に係る令和元年第４回東峰村議会定例会の運営につきましては、６月１０

日に議会運営委員会を開きました。

 まず、議案につきましては、条例の制定が３件、指定管理者の指定が１件、村道認

定が１件、補正予算が１件、報告が２件、同意が１件、請願が１件、発議が１件、予

定されています。

 会期につきましては、慎重に審議をいたしまして、本日１８日から２５日までの８

日間と決定いたしました。

 会期日程につきましては、お手元に日程表を配布しております。

 まず、議案上程後、村長のあいさつ及び提案理由の説明を聴取し、各課長の補足説

明の後、通告順に一般質問を予定しております。

 １９日には、引き続き一般質問を行い、２０日には、議案の審議、質疑、討論、採

決を予定いたしております。

 以上、簡単でありますが、議会運営委員会の協議の概要であります。

 本定例会が円滑に運営されますように、特段のご協力を賜りますよう心からお願い

いたしまして、報告といたします。

 議  長  ただ今、議会運営委員長より報告がありました。

 本定例会の会期は、本日１８日から２５日までの８日間といたしたいと思います。

 お諮りいたします。

 これに、ご異議ありませんか。

 （異議なし）

 議  長  異議なしと認め、会期は、６月１８日から６月２５日までの８日間と決定をいたし

ました。

 日程第３

 議  長  日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。

事務局長



2 

（事務局長議案上程報告）

 議  長  事務局長から議案の上程報告が終わりました。

 日程第４

 議  長  日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を、お願いします。

村長

 村  長  皆さん、改めましておはようございます。

 本日ここに、令和元年第４回東峰村議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位におかれましては、公私ともにお忙しい中、ご参集を賜り誠にありがとうございま

す。

 さて、一昨年７月の痛ましい九州北部豪雨災害から、やがて２年目を迎えようとし

ております。この間、多くの皆様のご支援並びにご厚情により、村民の皆様が苦難を

乗り越え、元気に頑張っている姿を見るたびに、改めて甚大な被害の大きさに心を動

かされます。

 今年も、未だに九州北部は梅雨入りの発表もなく、一昨年と酷似した気象状況に大

きな不安を感じる次第です。今年も１人の犠牲者も出さず、この梅雨を乗り切るため

に、万全な体制で防災対策を行い、村民の皆様が安全・安心で梅雨を乗り切れる対策

に全力を挙げて取り組む決意ですので、議員の皆様にもご協力をよろしくお願いする

次第です。

 また、日田彦山線の復旧に関しても、鉄道での復旧を求める村民の心からの願いに

対し、ＪＲ九州は、民間会社になったということで、利益追求の姿勢を露骨に表し、

継続的な運行を盾に、私たちの声には耳を塞ぎ、鉄道での復旧をないがしろにしよう

としております。

 いずれにいたしましても、村民の皆様方が、住んでよかったと思える村づくりに、

今後ともご協力をよろしくお願いをする次第です。

 それでは、本定例会に執行部から提案をしております各議案について、説明を申し

上げます。

 本定例会には、条例の制定について３件、指定管理者の指定について１件、村道認

定１件、補正予算について１件、報告について２件、同意案件について１件、合計９

件の議案を提案申し上げ、ご審議をお願いする次第であります。

 議案第２２号、東峰村森林環境譲与税基金条例の制定につきましては、森林環境譲

与税の創設に伴い当該譲与税を基金として積み立て、適正に管理し、運用するために、

東峰村森林環境譲与税基金条例を制定するものです。

 議案第２３号、東峰村定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定につきまして

は、定住促進住宅として中原団地を新規に設置するため、東峰村定住促進住宅条例の

一部を改正するものです。

 議案第２４号、東峰村簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして

は、東峰村簡易水道事業の事業経営変更認可に伴い、計画給水人口等に変更が生じた

ため、東峰村簡易水道設置条例の一部を改正するものです。

 議案第２５号、東峰村特産物加工施設の指定管理者の指定につきましては、東峰村

特産物加工施設の指定管理者が、指定期間の満了前の平成３１年３月３１日で指定の

取り消しを申し出たことにより、新たに指定管理者を指定するものです。

 議案第２６号、村道路線の変更につきましては、平成２９年九州北部豪雨により橋

梁が被災を被ったことに伴い、その区間を除いて、道路法第１０条に基づく路線の変

更に伴い、同法第８条第２項の規定に基づき、村道路線変更となることから、議会の

議決を求めるものです。

 議案第２７号、令和元年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第１号）につきまし
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ては、歳入歳出それぞれに８，９５８万８千円を追加し、歳入歳出総額を５３億６，

６６４万６千円とするものです。うち災害関係は、５，００８万８千円となっており

ます。

 歳出では、災害関連として、被災した光ケーブルの移設事業７７１万３千円、公共

土木災害復旧４，２３７万５千円を計上しております。

 また、災害関連以外としては、伝説の桜公園銘板設置９９万８千円、電算業務委託

８０８万９千円、消費税増税対応のためプレミアム付商品券事業４２７万円、排水路

工事４５２万６千円、荒廃森林再生事業８４３万円、商工振興対策のためのプレミア

ム付商品券事業２７４万円、中原団地建設工事６９４万５千円、などを計上しており

ます。

 歳入としては、森林環境譲与税、分担金、繰入金、村債を計上しております。

 報告第１号、平成３０年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告につきましては、平成

３０年度東峰村繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第１４６条第２項

の規定により報告をするものです。

 報告第２号、平成３０年度東峰村事故繰越し繰越計算書報告につきましては、平成

３０年度東峰村事故繰越し繰越計算書について、地方自治法施行令第１５０条第３項

の規定により報告するものです。

 同意第１号、東峰村教育委員会委員の任命につきましては、東峰村教育委員会委員

の任期満了となるが、引き続き和田亜矢子氏を東峰村教育委員会委員に任命すること

について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議

会の同意を求めるものです。

 以上、提案理由の概要を申し上げましたが、いずれも今後の村政推進上重要な案件

でありますので、皆様方には十分なるご審議を賜り、ご議決等いただきますようお願

いを申し上げます。よろしくお願いいたします。

 議  長  村長の提案理由の説明が終わりました。

 日程第５

 議  長  日程第５ 一般質問につきましては、日程第６から日程第１４までの補足説明終了

後に行います。

 日程第６

 議  長  日程第６ 議案第２２号「東峰村森林環境譲与税基金条例の制定について」

 補足説明を担当課長に求めます。

農林観光課長

農林観光課長  議案書の１３ページをお願いいたします。

 議案第２２号「東峰村森林環境譲与税基金条例の制定について」

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。

 令和元年６月１８日提出、東峰村長名です。

 提案理由といたしましては、森林環境譲与税の創設に伴い、当該譲与税を基金とし

て積み立て、適正に管理し、運用するために、東峰村森林環境譲与税基金条例を制定

するものでございます。

 次のページをお願いします。

 １４ページが、基金の条例の案でございます。

 東峰村森林環境譲与税基金条例

 第１条は、設置目的で、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林

の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、地方自治法第２４１条第１項

の規定に基づき、東峰村森林環境譲与税基金を設置する。

 積立て、第２条ですが、基金として積み立てる額は、森林環境税及び森林環境譲与
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税に関する法律第２７条の規定により譲与される額とし、一般会計歳入歳出予算で定

める。

 この財源につきましては、森林経営管理法に対応する財源に充てるところでござい

ます。

 金額につきましては、補正予算に出てまいりますので、その中で説明を行いたいと

思います。

 それから、第３条から第７条につきましては、他の特定目的基金条例と同様の条文

となっておりますので、説明は省略させていただきます。以上です。

 日程第７

 議  長  日程第７ 議案第２３号「東峰村定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」

 補足説明を担当課長に求めます。

建設水道課長

建設水道課長  １６ページ目をお願いいたします。

 議案第２３号「東峰村定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定について」

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。

 令和元年６月１８日提出、東峰村長名でございます。

 提案理由、定住促進住宅を新規に設置するため、東峰村定住促進住宅条例の一部を

改正するものでございます。

 １７ページ目をお願いいたします。

 東峰村定住促進住宅条例の一部を改正する条例

 東峰村定住促進住宅条例の一部を次のように改正する。

 下に新旧対照表を付けておりますけども、変わっているところだけご説明さしあげ

ます。

 入居の手続き、第９条第３項、村長は、入居決定者が前２項の規定する期間内に第

１項の手続きをしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

ただし、応急仮設住宅東峰村団地から入居した者は、この限りではない。

 家賃の決定及び変更、第１２条第３項、村長は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、基準家賃を変更することができる。

 第４号、平成２９年７月九州北部豪雨により被災し、応急仮設住宅東峰村団地に入

居した世帯の主な世帯員。

 表、第３条関係でございます。

 中原団地、所在地、東峰村大字宝珠山２６３番地の１、１棟から５棟、全１６戸を

記載しております。

 備考のほうに、中原団地につきましては、応急仮設住宅東峰村団地から入居した者

は、この限りではないというふうにですね、条例を改正したいと思っています。以上

で終わります。

 日程第８

 議  長  日程第８ 議案第２４号「東峰村簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」

 補足説明を担当課長に求めます。

建設水道課長

建設水道課長  ２０ページ目をお願いいたします。

 議案第２４号「東峰村簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について」

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。

 令和元年６月１８日提出、東峰村長名でございます。



5 

 提案理由、東峰村簡易水道事業の事業経営変更認可に伴い、計画給水人口等に変更

が生じることから、東峰村簡易水道設置条例の一部を改正する必要が生じたためでご

ざいます。

 前回、平成２６年度に小石原浄水系統の拡張計画に伴い一部変更しておりました

が、今回、平成２９年災害を受けて、竹浄水場系統の水源を変更することに伴うもの

でございます。

 ２１ページ目をお願いいたします。

 東峰村簡易水道設置条例の一部を改正する条例

 東峰村簡易水道設置条例の一部を次のように改正する。

 新旧対照表を付けております。

 変わっている部分だけご説明さしあげます。

 表、第２条関係。

小石原浄水場系統、計画給水人口５５０人、計画１日当たり給水量４００ 。

 ２２ページ目をお願いします。

鼓浄水場系統、計画給水人口１５５人、計画１日当たり給水量８０ 。

千代丸浄水場系統、計画給水人口１，０８６人、計画１日当たり給水量７３０ 。

 竹浄水場系統、計画給水人口１８２人、計画１日当たり給水量９１ でございます。

以上でございます。

 日程第９

 議  長  日程第９ 議案第２５号「東峰村特産物加工施設の指定管理者の指定について」

 補足説明を担当課長に求めます。

農林観光課長

農林観光課長  ２４ページになります。 

 議案第２５号「東峰村特産物加工施設の指定管理者の指定について」

 次のとおり、東峰村特産物加工施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法第

２４４条の２第６項及び東峰村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する

条例の規定により、議会の議決を求める。

 令和元年６月１８日提出、東峰村長名です。

 指定管理施設の名称及び所在ですが、名称は、東峰村特産物加工施設です。

 所在は、東峰村大字宝珠山４０２９番地２、岩屋駅の横にあるものでございます。

 指定管理者、福岡県朝倉郡東峰村大字福井２９９４番地、農事組合法人 東峰村農

業生産組合 代表理事 室井勉でございます。

 指定期間は、令和元年７月１日から令和６年３月３１日までの約５年、正確には４

年と９カ月になります。

 提案理由といたしましては、東峰村特産物加工施設の指定管理者が、元ＪＡ筑前あ

さくら宝珠山支店でございます。指定期間の満了前の平成３１年３月３１日で、指定

の取り消しを申し出たことにより、新たに指定管理者を指定するものです。

 この件につきましては、４月２２日から５月１７日の間公募を行いまして、東峰村

農業生産組合より応募があっております。

 そして、６月６日の日に指定管理者選定委員会を行いまして、承認を得ているもの

でございます。以上です。

日程第１０

 議  長  日程第１０ 議案第２６号「村道路線区域の変更について」

 補足説明を担当課長に求めます。

建設水道課長

建設水道課長  ２５ページ目をお願いいたします。
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 議案第２６号「村道路線区域の変更について」

 村道路線の区域を下記のとおり変更したいので、道路法第１０条第３項で準用する

同法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。

 令和元年６月１８日提出、東峰村長名でございます。

 提案理由、平成２９年九州北部豪雨により橋梁が被災等被ったことに伴い、その区

間を除いたので、道路法第１０条に基づく路線の変更に伴い、同法第８条第２項の規

定に基づき村道区域変更として認定するため。

 １、村道路線区域を変更する路線

 路線番号３１、下鶴・栗木野線、起点 東峰村大字宝珠山３６９４地先、終点 東

峰村大字宝珠山３７５６－２地先。

 今回変更に伴いまして、起点 東峰村大字宝珠山３７０９－５地先、終点 東峰村

大字３７５６－２地先。

 路線番号３６７、砥石渡橋線、変更前、起点 東峰村大字福井３３１－１地先、終

点 東峰村大字福井２６４３－１地先。

 変更後、東峰村大字福井３３１－１地先、終点 東峰村大字福井２６３８－２地先。

 参考までにですね、Ａ３版で１枚、図面をお配りしております。

 裏表で付けておりまして、下鶴・栗木野線の変更図でございまして、変更後の起点

が変わってございます。

 位置につきましては、下鶴・栗木野線につきましては、阿弥陀堂橋、宝珠山川の阿

弥陀堂橋の下流に位置しておりました下鶴橋に伴うものでございます。

 裏をご覧ください。

 こちらのほうは砥石渡橋線の変更図でございまして、こちらにつきましては、大肥

川の国道２１１号に架かる砥石渡橋の被災に伴いまして、こちらも落橋に伴うもの

で、区間の減と言いますか、その分の変更になってございます。以上で終わります。

日程第１１

 議  長  日程第１１ 議案第２７号「令和元年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第１

号）」

 補足説明を担当課長に求めます。

総務課長

 総務課長  議案の２６ページをお願いいたします。

 議案第２７号「令和元年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第１号）」

 元号を改める政令の施行に伴い、平成３１年度東峰村一般会計歳入歳出予算の名称

を令和元年度東峰村一般会計歳入歳出予算とし、元号による年表示についても「令和」

に読み替えるものとする。

 令和元年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，９５８万８千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億６，６６４万６千円とする。

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことかできる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債の補正」

による。

 令和元年６月１８日提出、東峰村長名でございます。

 ２７ページをお願いいたします。

 第１表、歳入歳出予算補正でございます。



7 

 歳入につきましては、地方譲与税、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、繰

入金、村債において、合計８，９５８万８千円の補正額を計上させていただいており

ます。

 詳細につきましては、事項別明細書の中で説明させていただきます。

 ２８ページをお願いいたします。

 歳出でございます。

 総務費、農林水産費、商工費、土木費、教育費、災害復旧費において、総額８，９

５８万８千円の補正の計上を行っているところでございます。

 ２９ページをお願いします。

 第２表、地方債の補正でございます。

 地方債の補正につきましては、起債の目的、補正前の限度額、補正後の限度額つい

てご説明を申し上げます。

 方法、利率につきましては、変更がありませんので省略をします。

 過疎対策事業債、補正前が３，０２０万円、補正後が３，４３０万円、これにつき

ましては、光情報通信関係の光増幅工事の２００万円、商工のほうのプレミアム商品

券で２１０万円の変更をしております。

 合併特例事業債、補正前２億２，７５０万円、補正後２億３，４００万円、６５０

万円ですね、公営住宅、定住促進住宅の補正の予算につきまして、起債の限度額の変

更をしております。

 一般補助施設整備等事業債、補正前で１，６９０万円、補正後で１，８５０万円、

１６０万円について、竹地区の農産加工場と岩屋キャンプのコテージ分についてです

ね、設計費が起債の対象になるということでございましたので、その分について限度

額を増額しているものであります。

 ３０ページをお願いします。

 災害復旧事業債１億５，６６０万円、補正後が２億２，８９０万円、７，２３０万

円の増になっております。これにつきましては、公共債のですね、設計費等について、

当初予算で起債の協議ができておりませんでしたが、起債の協議が整いまして、今回

６月補正でですね、７，２３０万円という起債の額をですね、増額で計上をさせてい

ただいているものでございます。

 ３３ページをお願いいたします。

 事項別明細書の詳細について、まず歳入からご説明申し上げます。

 歳入、２款４項１目森林環境譲与税４２１万５千円につきましては、先ほど基金条

例のですね、提案がございました。これに基づく、今年度からですね、創設される森

林環境譲与税の項目でございます。

 ９款１項１目農林水産業費分担金１０万円、農村環境整備事業、６款１項６目農村

環境整備事業の事業に充てる分担金でございます。

 １１款２項１目総務費国庫補助金、プレミアム付商品券事業補助金４２７万円、こ

れは、消費税１０％に対応します低所得者層、子育て世代層への支援策として、プレ

ミアム付商品券事業を行うにあたっての、国の補助金になっております。

 ６目土木費国庫補助金、土木費国庫補助金４８万７千円、社会資本整備総合交付金、

がけ地近接の事業を歳出で計上させていただいております。この分の国庫分で、２分

の１になっております。

 １２款２項４目農林水産費県補助金、農業費県補助金２３０万８千円、農村環境整

備事業補助金２２６万２千円、これにつきましては、排水路工事が農業費のほうで計

上されておりますので、それに係る県の補助金でございます。

 戸別所得補償制度推進事業費補助金４万６千円、６款１項４目農業振興対策費の事
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業に充てる県の補助金でございます。

 ６目土木費県補助金、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金２４万３千円、これに

つきましては、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金に対し、県費としてですね、４

分の１が入ってくるものでございます。

 １２款３項７目教育費県委託金、教育費県委託金４０万円、福岡県道徳教育推進事

業委託金、これは、１０款１項８目小中一貫教育推進事業費に充てる県の補助金でご

ざいます。

 １５款２項１目財政調整基金繰入金、減の１，１１５万円になっております。

 ３４ページをお願いいたします。

 ２１目森林環境譲与税基金繰入金４２１万５千円、森林環境譲与税基金繰入金、こ

れにつきましては、先ほど譲与税の中でですね、入りました森林環境譲与税につきま

して、一旦基金に繰り入れるという形で、今回計上をさせていただいております。

 １８款村債、１項村債、１目総務債３６０万円、光地域情報通信設備整備事業２０

０万円、一般補助施設整備等事業１６０万円、５目商工債２１０万円、プレミアム付

地域商品券事業、６目土木債６５０万円、公営住宅建設事業、中原団地分でございま

す。

 災害復旧事業債で７，２３０万円、これは、先ほど説明しました公共災のですね、

設計費等の分に係る分の歳入の計上でございます。

 ３５ページをお願いいたします。

 歳出につきましては、総務課の所管の部分を説明させていただきます。

 ２款１項５目財産管理費９９万８千円、伝説の桜公園銘板設置工事、これにつきま

しては、いずみ館の川の反対側ですね、東峰自然公園に２８年から２９年にかけて、

いろんな国内外の有名人の方から桜の苗木を寄附していただいて、それを植樹した部

分で、一応仮設の簡易な表示板はついていたんですが、きちんといたものを付けると

いうことの事業として考えていたんですが、災害等がありましてちょっと取りかかり

が遅くなっておりまして、今回ですね、９９万８千円という形で、材質としてはステ

ンレスの銘板を桜の箇所と入り口に、ちょっと大きめの銘板を付けようということ

で、予算を計上しております。

 １４目電算事務費８０８万９千円、これについては、子育て支援の関係の幼児教育

の無償化に係るシステムの改修分と、もう１つが、住基ネットのですね、番号制度等

も絡んでおりますが、住基ネットのサーバーの入れ替え時期が来ているということ

で、その２つの事業についてですね、今回補正予算で計上をさせていただいているも

のでございます。

 総務課の関連につきましては、以上です。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  ３５ページをお願いいたします。

 ２款１項２２目光地域情報通信費９７９万２千円の補正でございます。

 まず、光増幅器取付工事、これは、東峰村ケーブルテレビの視聴で、４Ｋ対応機種

の更新工事を当初予算で計上しておりますが、この工事に伴いテレビ視聴の出力レベ

ルが低下し、テレビが視聴できなくなる地域が発生する恐れがあるということで、そ

の対応策として、光出力レベルの増幅器を設置するものです。

 次に、東峰村ケーブルテレビ災害３期工事、九州北部豪雨災害により被害に遭った

光ケーブル施設の復旧工事です。現在仮設しているものを本復旧するものでございま

す。

 次に、宝珠山駅前橋梁架替に伴う光ケーブル移設工事でございますが、これは、架

け替え工事に伴う光ケーブルの移設工事ということで、工事につきましては、県より



9 

規定に基づいて補填される予定でございます。

 次に、２８目まち・ひと・しごと創生事業費、これは地方債、一般財源の財源の組

み替えでございます。設計監理業務でございます。以上です。

 議  長  住民税務課長

住民税務課長  ３５ページをお願いいたします。

 ２款１項３１目プレミアム付商品券事業につきましては、１０月からの消費税、消

費税率等の１０％引き上げが低所得者、子育て世代の消費に与える影響を緩和すると

ともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として、プレミアム付商品

券を１０月から販売を行うための準備に必要な経費を、補正を行うものでございま

す。

 また、この事業は、国からの全額補助で行うものでございまして、プレミアム付商

品券の購入限度額は、該当者１人当たり、額面としまして２万５千円の販売額が２万

円。プレミアム付与額が５千円の２０％の付与となっております。

 １３節の委託料の１６２万円は、プレミアム付商品券事業に対するためのですね、

電算システムの改修費、それと１９節負担金、補助金、交付金の２６５万円につきま

しては、プレミアム付商品券の作成また販売を東峰村商工会で行っていただきたいと

いうふうに考えておりまして、その経費の補正を行うものでございます。以上です。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  同じく３５ページですが、６款１項４目農業振興対策費です。

 経営所得安定対策等事業費ということで４万６千円です。これは、推進事業費に事

務費が一部上乗せされたことによりまして、４万６千円補正するものでございます。

 同じく６目の農村環境整備事業ですが、これは、栗松地区の尾崎水路でございます。

県道八女香春線の改良工事以降、豪雨時には排水路がですね、毎年越流しているとい

うことで、排水路を広げるものでございます。排水路と申しますか、用排水路でござ

います。

 次に、２項の８目荒廃森林整備事業ですが、委託料として４２１万５千円、積立金

４２１万５千円ですが、これは、森林環境譲与税によるもので、一旦基金に積み立て

まして繰入を行った後、委託料として支出するものでございます。これは、森林経営

管理法に基づく事業に、東峰村としては充当する計画でございます。

 参考までに、この森林環境譲与税の金額について、補足いたしますと、森林環境譲

与税は、市町村の森林面積によるものが１０分の５、農林業センサスによる林業就業

者によるものが１０分の３、国勢調査による人口によるものが１０分の２の割合で、

配分率が決められております。

 今回、令和元年から令和３年までが４２１万５千円という算定になっております。

 それ以降につきましては、令和４年から令和６年が６３２万３千円、約１．５倍に

なります。それから、令和７年から令和１０年が８９５万８千円ということで、さら

に１．４倍ほどになります。そして、令和１１年から令和１４年が１，１５９万３千

円、令和１５年以降が１，４２２万７千円ということで、譲与されるところでござい

ます。

 次に、３６ページをお願いいたします。

 ７款１項１目商工振興費ですが、２０１９年度プレミアム商品券の助成金でござい

ます。発行総額は３，３００万を予定しております。

 プレミアムの３００万円のうち１０％あるわけですが、７％が村の負担となりま

す。３％が県の補助金で入ってまいります。その額が２１０万円でございます。

 それから、事務費につきまして６４万円ですが、これは、商工会に委託する金額で

ございます。前年と同額となっております。



10 

 それから、プレミアム商品券の利用期間ですが、これは、本年の１０月から翌年の

３月までとするものでございます。

 理由といたしましては、１０月から消費税が上がるわけでございますが、消費増税

前の駆け込み利用を防ぐためと、そういった目的で１０月からの利用ということでご

ざいます。以上です。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  ３６ページ目をお願いいたします。

 ８款土木費、土木総務費、補正額９７万５千円、１９節負担金補助及び交付金９７

万５千円、これにつきましては、先ほど歳入のほうでもご説明ありましたけれども、

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金という形でですね、なるものでございまして、

こちらにつきましては、がけ崩れなどの危険がある区域にお住いの既存の住宅を除去

しまして、安全な場所に移転する人に対してですね、国、県及び市町村が一体となっ

て移転費用の補助を行うものでございます。国が２分の１、県が４分の１、自治体が

４分の１となってございます。

 ８款土木費、２目住宅建設事業費でございますけども、こちらにつきましては、補

正額６９４万５千円、１３節委託料で６９４万５千円となってございます。

 こちらにつきましては、補足説明の、１枚資料をお手元に配布しておりますので、

そちらも合わせてご説明さしあげたいと思っております。

 右肩のほうに令和元年６月第４回東峰村議会建設水道課参考資料というものが、１

枚配布させていただいております。

 一番上段につきましては、２０１８年度予算額、２０１９年度予算額ともに当初合

わせてかせていただいておりまして、２０１８年度当初予算が２億２，９６６万４千

円、２０１９年度当初予算が２億３，９４９万１千円で進めているところでございま

す。こちらにつきましては、定住促進住宅１６戸を整備するとしてですね、いただい

ております。

 これを合わせて当初協定締結としまして、２番目の表でございますけども、２０１

８年９月に協定を結びまして、２０１８年度が２億２，６７１万３千円、２０１９年

度が２億３，８６１万９千円の、合わせて４億６，５３３万２千円でですね、当初協

定を福岡県と結んでいるところでございます。

 それ以降、埋蔵文化財の調査等の変更協定をしまして、最終的に２０１８年度精算

協定変更ということで、上から４つ目の表でございますけども、２０１８年度工事請

負がですね、１億８，７５０万６，０６８円ということでですね、こちらにつきまし

ては、備考欄に書かせていただいておりますけども、施工業者へのですね、前払い減

等のですね、出来高精算による変更が伴いまして、減となってございます。

 それと併せて、今回６月時点でございますけども、２０１９年度の工事請負のほう

でございますけども、こちらのほうが、前年度

 議  長  ちょっと説明の途中ですが、高倉議員。

建設水道課長  すみません。失礼しました。

 ２０１８年度の分のですね、精算変更に伴ってですね、今回６月時点としましては、

２０１９年度、備考欄に書いておりますけども、施工業者への支払い精算の見込みを

ですね、反映した形になってございまして、工事請負が２億４，０９４万５６０円、

となってございます。

 一番下段の、下から２行目でございますけども、２０１９年６月補正額としまして

は、計上させていただいています６９４万５千円をですね、計上させていただきたく

思っております。

 なお、当初想定事業費との比較と書いておりますけども、当初協定を結んだ時点で
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の金額４億６，５３３万２千円に対しまして、約３，０００万弱のですね、コスト縮

減と言いますか、今進めているということもご報告させていただきます。以上でござ

います。

 議  長  災害対策室長

災害対策室長  同じく３６ページの下段、１１款１項２目公共土木施設災害復旧費、１３節委託料、

測量設計委託料としまして、単災・小規模災害４，２３７万５千円の増でございます。

 こちらにつきましては、平成２９年災のものすべてでございまして、今年度実施分

となります。

 中ほどのですね、財源の内訳のところ、地方債７，２３０万円、それから一般財源

２，９９２万５千円の減、補正のですね、財源の地方債の補正の説明等で、財源の組

み替えということになっております。以上です。

 議  長  教育課長

 教育課長  ３６ページをお願いいたします。

 １０款教育費、１項教育総務費、小中一貫教育推進費ですが、これは、東峰学園が

福岡県の道徳教育推進事業の指定校となりまして、今年度推進事業を行うものです。

 歳入のほうで、３３ページのほうで、県支出金で教育費県委託金ということで、４

０万を上限に補助金が来るもので、それに伴います歳出を組んでいるところです。

 ８の報償費ですが、これは、外部講師の謝金です。

 ９の旅費につきましては、先進地視察の分です。

 需用費につきましては、印刷製本費としまして、報告書印刷費です。

 あとは消耗品として１万９千円上げております。以上です。

日程第１２

 議  長  日程第１２ 報告第１号「平成３０年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告」

 補足説明を担当課長に求めます。

総務課長

 総務課長  ３７ページをお願いいたします。

 報告第１号「平成３０年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告」

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、平成３０年度東峰村繰越明許費

繰越計算書を、次のように報告する。

 令和元年６月１８日提出、東峰村長名でございます。

 以下に表がございます。

 表につきましては、款、項、事業名、また、その横にですね、繰越明許費設定額と

あります。ここにつきましては、３０年度の補正予算において、繰越明許費として設

定をさせていただいた額になっております。

 すみません、この中で１０款教育費の文化財費、文化財事業費につきまして、設定

についてはですね、補正予算では１３９万５千円となっておりましたので、１００万

分をですね、ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。繰越しの額等につきま

しては、また、ご説明をさせていただきます。

 その横の列が翌年度繰越額、ここにつきましては、最終的に令和元年度にですね、

繰り越す予算額でございます。

 その右につきましては、左の財源内訳、翌年度繰越額の財源内訳になります。

 既収入特定財源につきましては、既に３０年度で分担金等を収入している場合に、

ここに計上がありますが、今回の繰越しの計算書につきましては、全項目ですね、既

収入の特定財源はございません。

 あと、未収入特定財源については、それぞれ国県支出金、村債、その他について、

事業を執行したときに繰越明許費としてですね、令和元年度事業執行したときに特定
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財源として収入が見込まれる分の予算額でございます。

 その最後の、右の一般財源については、必要な一般財源を数字として計上させてい

ただいております。

 内容につきましては、まず、２款１項総務管理費、大行司駅舎新築工事、これにつ

きましては、繰越明許費設定額１，６９４万円でございましたが、設計が終了したこ

とによる出来高払いを１０７万２千円行っておりますので、最終的な繰越額として

１，５８６万８千円をですね、令和元年度に繰り越しているものでございます。

 次、総務費のまち・ひと・しごと創生事業、これは、ゲストハウスと農家レストラ

ン等に係る部分で、これは、設定額と繰越額が変わっておりませんので、繰越額のみ

ですね、１億２，４５６万５千円の繰越しを行っております。

 ７商工費、復興支援地域商品券発行事業、これも３６１万２千円を繰り越しており

ます。

 ８款水源地域整備事業一般経費、これは、共同利用施設の建設事業でございますが、

２，６１８万９千円を全額繰り越しております。

 土木費、村道改良舗装事業、奥竹線に関する分ですが、これについても１，２００

万円をですね、翌年度に繰り越すという形になっております。

 続いて土木費、河川管理一般経費、これは、河川改良の設計等を数カ所行っており

ますが、これについても１，３００万円、設定額の全額を繰り越しております。

 次、土木費の公営住宅補修費、猿喰第２住宅が被災を受けたところの建て替えてい

る事業でございますが、これについても２，４００万円、全額繰り越しております。

 ９款消防費、屋椎地区防火水槽整備事業１，０００万円、教育費、東峰学園空調設

備設置工事４，７３０万円の全額繰越しでございます。

 １０款文化財事業費、これにつきましては、設定額は１３９万５千円でございまし

たが、１００万円ですね、次郎坊・太郎坊の磨崖仏群史跡整備工事の部分が、年度内

に完了いたしましたので、その分については翌年度に繰り越しませんので３９万５千

円、地がけ単県の起債事業になりますが、この部分についてですね、翌年度に繰り越

すものでございます。

 １１款災害復旧費、公共土木施設災害復旧事業、これは、１３億円の設定額でござ

いましたが、一部前払い金等をですね、お支払いしている分がありますので、９億５，

０３４万２千円を翌年度に繰り越すものでございます。

 続いて災害復旧費、農地・農業用施設災害復旧事業、２億円の設定費に対しまして、

１億９，７０５万円の繰越しを行うものでございます。

 災害復旧費、林道施設災害復旧事業、５，１００万円の全額を翌年度に繰り越すと

いう形になっております。

 総計、一般会計の計として、繰越明許費の設定額、これがですね、１８億３，００

０万１千円という形になります。

 翌年度繰越額が１４億７，５３２万１千円、この金額がですね、平成３０年度から

令和元年度に繰越明許費という形で繰越しをするものでございます。

 すみません、繰越明許設定額の一番最後の、先ほどの合計ですね、これが１００万

円が足されるということで、訂正をお願いするもので、１８３０００１０００ですね、

金額に訂正方をよろしくお願いいたします。

 説明は以上です。

日程第１３

 議  長  日程第１３ 報告第２号「平成３０年東峰村事故繰越し繰越計算書報告」

 補足説明を担当課長に求めます。

総務課長
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 総務課長  ３８ページをお願いいたします。

 報告第２号「平成３０年度東峰村事故繰越し繰越計算書報告」

 地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、平成３０年度東峰村事故繰越し

繰越計算書を、次のように報告する。

 令和元年６月１８日提出、東峰村長名でございます。

 平成３０年度東峰村事故繰越し繰越計算書につきまして、下に表がございます。

 表につきましては、款、項、事業名、その横に支出負担行為額、これは、３０年度

に支出負担行為を起こした金額になります。

 その中から内訳として、３０年度内に支払いをしたもの、支出済額、その残額です

ね、支出未済額、次に支出負担行為予定額、これは、繰り越した後にですね、特に災

害等は、変更設計とか追加の部分がありますので、その部分について、負担行為の予

定額、あくまで予定額ということで計上させていただいています。

 その横が翌年度の繰越額、これが平成３０年度の明許繰越等から令和元年度の事故

繰越しの予算にですね、繰り越す額でございます。

 その額の財源内訳として、左の財源内訳で、内容につきましては、先ほどの表と同

じ読み方でございます。

 あと最後に説明、事故繰越しの説明を記載しているところでございます。

 ２款総務費、旧大蔵邸解体工事につきましては、負担行為で１２５万７，６６０円

の負担行為でございます。その中で、翌年度に繰り越す額、翌年度繰越額につきまし

ては、村として千円単位で行っているという事情がございまして、翌年度繰越額につ

いては１２５万８千円の繰越しを行うところでございます。

 説明で、理由といたしまして、土地・家屋等の移転登記手続きのときに抵当権等が

入っておりまして、それの処理等に想定以上の時間を要しまして、ちょうど年度内に

完成が、完了ができなかったということで、事故繰越しとして手続きをしているもの

でございます。

 １１款以降は災害復旧費になります。

 農地・農業用施設災害復旧費、負担行為額が２，０２５万円、支出済額が８０９万

９，８００円、支出の未済額は１，２１５万２００円、負担行為の予定額で３００万

８００円で、翌年度繰越額が１，５１５万１千円の繰越しを行っているところです。

 理由といたしましては、災害復旧費につきましては、同じ理由にはなりますが、２

９年災、災害復旧工事の工期の遅れによる事故繰越しの手続きをしているものでござ

います。

 次に、林道施設災害復旧事業、負担行為額が９，１３５万６千円、支出はございま

せんので、支出未済として９，１３５万６千円、行為予定額として１，５４６万５千

円、翌年度繰越額１億６８２万１千円の繰越しの計算をしているところです。

 地域防災がけ崩れ対策事業、負担行為額２億６，０８３万５，１２０円、支出済額

として８，６５０万７千円、支出未済として１億７，４３２万８，１２０円、支出負

担行為予定２，０６７万１，８８０円、翌年度繰越額２億２，５００万円の繰越しで

ございます。

地がけ等につきましては、事故繰越しのですね、補助金等の協議があっております

ので、それの同額をベースにですね、翌年度に繰り越しておりますので、この金額が

実際には令和元年度で、概ねこの数字で推移すると思いますが、あと変更契約等があ

りましたら、その中で負担行為の増額を行って、事業を行うという形になっておると

ころでございます。

 一般会計の計で支出負担行為額３億７，３６９万８，７８０円、支出済額が９，４

６０万６，８００円、支出未済額２億７，９０９万１，９８０円、予定額で６，９１
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３万７，６８０円として、最終的な翌年度の繰越額が３億４，８２３万円を３０年度

から令和元年度に事故繰越しという形で、予算の繰り越しを行ったものでございま

す。

 説明は、以上です。

日程第１４

 議  長  日程第１４ 同意第３号「東峰村教育委員会委員の任命について」

 補足説明を担当課長に求めます。

教育課長

 教育課長  同意第３号「東峰村教育委員会委員の任命について」

 下記の者を、東峰村教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

 令和元年６月１８日提出、村長名でございます。

 住所 朝倉郡東峰村大字小石原鼓２４４３番地

 氏名 和田亜矢子

 生年月日 昭和４９年３月７日

 任期 令和元年６月２５日から令和５年６月２４日まで

 理由 東峰村教育委員会委員の任期満了となるが、引き続き和田亜矢子氏を東峰村

教育委員会委員に任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものです。以上です。

 略歴書は、４０ページのとおりでございます。

 議  長  補足説明を終了します。

 休  憩

 議  長  １０時５０分まで休憩いたします。

（１０時３５分）
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 再  開

 議  長  休息前に引き続き、再開します。

（１０時５０分）

 日程第５

 議  長  日程第５ 一般質問を行います。

 一般質問は、６名の議員より申し出があっております。

 なお、一般質問に際し、会議規則において、質問者は質問、答弁者の時間を含め６

０分以内となっております。

 通告に従いまして、順次一般質問をお願いいたします。

 答弁者、村長以下執行部の皆さんの明瞭、明確な答弁を期待をいたしております。

 なお、泉議員のほうから水の持ち込みの申し出があっておりますので、これを許可

いたしております。

 それでは、質問に入ります。

 ４番 泉守議員の質問を認めます。

４番 泉 守議員

 ４  番  質問時間１時間ということでございますので、執行部の方には簡単に、私がお尋ね

したことだけのみを発言していただきたいと思います。

 まず、１番にですね、村長にお尋ねしますが、村長になってから、村長、村民のた

めに一生懸命やろうという気持ちが今でもございますか。

 議  長  村長

 村  長  村民のために一生懸命やろうと思って頑張っておりますが、まだまだ不十分なとこ

ろがあるかと思っております。今後とも頑張っていきたいと思っております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  村長と同じ質問でございますが、総務課長にお尋ねしますが、総務課長もやはり村

民のために一生懸命やろうと思っておりますかね。

 議  長  総務課長

 総務課長  そうですね、村の職員といたしまして、村長の下村民のため、村のためにですね、

自分のできる職務の中で一生懸命頑張っておりますし、また、今後とも頑張っていき

たいと思っておるところでございます。以上です。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  村長、総務課長、議員、私ども共々ですね、やはり公務員としての奉仕の心でです

ね、汗を流しながら村民のためにならなければならないというふうに思っておりま

す。後で、そのことについては質問をいたしたいと思いますが。

 今回ですね、道の駅の横の第２の展示場につきましてはですね、貸しておられます

が、これについては、村民に対してどのように説明があり、公募されたのか、総務課

長にお伺いをしたいと思います。

 議  長  総務課長

 総務課長  第２販売所の件につきましては、当初ですね、道の駅の第２販売所という形で公募

したという形では伺っております。

 今回の議員質問に件についてはですね、その部分で経緯といたしまして、道の駅の

第２販売所については、元々ですね、地元食材や地域特産物等の販売を希望する個人

または法人として公募いたしたという経緯はございます。

 その中で、結果的に出店者の決定には至らなかったというところは伺っているとこ

ろでございます。

 その後ですね、村長をはじめ村内各団体に対しまして出店の打診等も行ったという

ことではございますが、希望者がなかったということになっております。
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 その建物の活用を考えている状況の中で、被災直後から復興支援として、村内で憩

いの場所を提供していただいておりました事業者からですね、第２販売所敷地全体を

カフェや情報発信拠点として借用したいという旨の申し出があったところでござい

ます。

 これにつきまして執行部、村長はじめ村等でですね、内部で協議を行いまして、そ

れの事業につきまして事業内容等の提案を受け、小石原地区及び道の駅周辺にとって

の活性化のための事業であるというところを踏まえ、その提案を受け入れて、道の駅

第２販売所について賃貸借契約と言いますか、お貸しをしたという経緯でございま

す。以上です。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  この元々ですね、道の駅の第２店舗につきましてはですね、農林観光課長が説明し

たときにはですね、第２販売所においてのこの趣旨を、道の駅があるんですけどね、

道の駅が発展をしておると。それで、この道の駅の趣旨に鑑み、村内外の来訪者のく

つろぎの場として、また、地元食材の地域特産品販売の地域産業振興にするため、そ

の出店を募集をいたしますということであったんですね。

 これはもう村長も、私は出店の会を申し込んでおったから、説明会をいただきまし

て、村長もおりました。担当課長５、６人おったんですがね、これはですね、まさに

ですね、借り賃は２万４千円なんですね、借地代の今度新しいのは２万４千円ね。

 これにね、３０万円ね、３０万円、売り上げ上げても上げんでも３０万があるから

５万２千円ぐらいになりゃせんですか。３０万円の１０％ですね、３万円ですね。３

万円と２万４千円です。そして、全くテナントの前は使っては、車置くことはできな

い、中も火を使ってはいけないし、洗うだけならいいけどね、できないと。

 こういう中でね、ちょっと５万何千円でテナントの前も使えん、車持ってくるとも

上げられん、あそこはですね、テントをですね、３棟張るようにしておると。テント

を３棟張ると。テントはですね、１棟が１万円、１張りが１万円、そして３万円ので

すね、３％。こういうものは検討をされたんですかね。

 議  長  総務課長

 総務課長  この辺りにつきましては、最初道の駅のほうから村のほうに移管と言いますか、村

のほうがお貸しするという話のときにですね、元々の流れが、道の駅については、出

品ですね、道の駅に出すときの手数料があるということで、売り上げについても道の

駅のほうとの協議の中で、歩合という形で売り上げの１０％を道の駅のほうに納める

という形で、募集をかけたというふうには聞いております。

 今回の総務課のほうでお貸しした分につきましては、元々がそういう村の観光発信

等の機能も非常に持ち合わせるということで、小石原地域全体のＰＲ等にもなるので

はないかということで、この分についてですね、村が歩合という形で、そういう金額

を徴収ということは通常やっておりませんので、建物の賃貸の料金のみで契約を結ん

だという形で、その辺りの経緯でそういう形になっております。以上です。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  今、総務課長さんからね、道の駅に検討したと言われますけどね、１回も検討して

ないんですよ、道の駅にやるからね、管理はできますかと言われた。

 だから、何も話は聞かないからですね、管理がどういうものか分からんから、管理

は分からんから要らないということで、お金が要らないんじゃないんですね。管理が

どの程度かと言って分からないんです。

 そして、私が仮に村長ね、道の駅の森山社長、阿波駅長、そして担当課長、そして

泉担当課長補佐ですかね、これだけ説明されたんです。

 そういう中でね、例えば、ぐるっとまる１８０度変わっているじゃないですか、そ
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のやり方が。道の駅やらんならやらんで本体だけをやるということは、村民に対して

ですね、村民に対してチラシを配って、たとえ借り手がないとするなら、第三者を入

れておりますけど、趣旨と全く違う方向はどういうことですか。

 議  長  総務課長

 総務課長  元々の道の駅から借りる部分につきましては、ちょっと私詳細は存じ上げておりま

せんので、回答のしようがございませんが、１８０度変わったというところについて

は、ちょっとそこについては、自分の理解のほうが足りないのかなというふうには思

いますが、と言いますか、普通財産という形で村の財産をお貸しするときに、これま

でいろんな施設をいろんな団体にお貸ししておりますが、それについては公募という

形を、これまでも取ったことはないということが事実でございます。以上です。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  そういうことがなかったと言われますけどね、ないことはありませんよ。

 それはね、今先ほども聞いた。あなた方は村民のために汗を流してやる気があるか

と聞いたんですよ。全然ないじゃないですか、ね。

 道の駅建てた、最初は道の駅小石原に貸す、小石原の住民に貸して小石原の物を売

るというのが前提じゃないですか、ね。

 それをね、そういうことで最初は出した。全く１８０度変わったやり方、これは住

民に知らせないかんと思いますが、もう一度総務課長、答弁を願います。

 議  長  総務課長

 総務課長  目的につきましては、先ほど泉議員も申しましたが、道の駅小石原等でですね、東

峰村の基幹産業である窯業及び農林業の発展と地産地消の推進、また、観光立地とし

ての魅力をアップさせることを目的に設置したという部分で、観光立地についてはで

すね、この部分で合致するのではないかなというふうには思っております。

 住民の方にですね、これの施設について知らしめたかという話につきましては、も

うそれまでの状況の中で公募していたという話と、ちょっと公募していたときの状況

と、今村がお貸ししている状況が変わった部分というのはご理解いただいていると思

うんですが、その中で、その村が、団体が申し入れがあったときに、そういったとき

に広く知らしめていなかったことについて、質問をいただいていると思っております

が、先ほどのお答えの繰り返しになりますが、これまで普通財産をお貸しするときに、

そういう公募という形で手続きを取った例は、自分の記憶の中にはございませんの

で、この手続きについてはですね、そういう形で総務課のほうで進めさせていただい

た。

 その最終的な判断につきましては、課の中ではできませんので、村長等の協議の中

で方針を決めたということになっております。以上です。

 議  長  村長

 村  長  補足説明をさせていただきます。

 先ほどから泉議員がおっしゃっておりますように、当初は、道の駅第２販売所とい

うことで応募者等を募って、そして村といたしましても、応募が１者ありました。

 その中で、決定に至らなかったので、村の業者さん等にもいろいろ応募しておりま

したけれども、結果的に希望者がなかったということであります。

 そういったことで、このようなことは今回初めてでございますので、いろいろとご

指摘をいただいておりますけれども、今後はこのようなことがないようにですね、普

通財産貸付けにつきましても、慎重に行っていきたいと思っております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  村長が、今、ご答弁いただきましたようにね、それが本当ですよ。

 そういうことで、村民に募集してですね。募集がなかったら第三者を、他を入れて
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でも結構だと。

 村民の方はですね、びっくりしているんです。「あれ、何ができるんですか」、私は

頭が悪いからですね、英語で書いとるから、何ができるか、何ができるか分からんね

と、みんな小石原の人は、喫茶店とかそげなことができるなら栄えますけど、英語で

書いてあるもんやけん、何があそこはできるっちゃろうかというような、びっくりし

とるのがその有り様でございます。

 そのことはそのこととして、今、先ほど村長が言われますように、二度とそういう

ことがあってはならないと、私は思っておるところでございます。

 それでは、次に行きますがね、コンテナはね、あそこの家を貸した部分はですね、

家を貸したということで、５万２千円ぐらいが２万４千円、１棟になったと。それで、

２棟貸したということだけど、コンテナですね、コンテナ、そういうものはどういう

ことで貸したんですか。

 議  長  村長

 村  長  現在の事業者の方からのご提案等を受けておりまして、広場ですね、建物の前の広

場、そこにコンテナを置くご提案等も受け、そして平面図等も私どもは承知しており

ます。

 しかしながら、コンテナという大きさの感覚がちょっと私どもと違っておりました

ので、住民の方からのご指摘もいただきましたし、コンテナの移設、そういったとこ

ろを業者の方にお願いをいたしまして、現在のところにコンテナを移していただいた

ということになっております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  もう村長がご承知のようにですね、あそこにコンテナを持って来ましたね。

 そしたらね、あのコンテナを持って来たことによって、南の原、道の駅に多数お年

寄りの方が行くとが、見えんごとなったというんですね。

 「泉さん何とかしてくれんですか、見えんごとなって危ない」、あそこは信号が変

わるわけじゃないしね、もう押し信号やから、車の通りが危ないとね、歩道にいっぱ

い最初お出でましたから。

 そしてですね、せっかく診療所はですね、駐車場を早くつくってくれというたのは、

警察の跡地を解体してもらって広くなったんでね、そしてバス停をつくっていただい

た。今、特に高齢者の免許の問題は問題化しておりますね。

 そのバス停をつくってもらったのはいいんですね。ところが、あのコンテナを置い

て全く見えなくなった。バス停はですね、歩道から２ｍ下がっています。コンテナは

歩道いっぱいに置いています。歩道のあそこに。

 そうするとお年寄りのバス停はですね、向こうから、鼓のほうから上って来るバス

は分かります。鼓のほうから来ましてですね、小石原のバス停まで、終点まで乗るに

は、ほとんど１００％ないんです。小石原の終点から下るほうに乗る者が１００％で

すね。そうしますと全く見えないんです。

 今までバス停がなかったけど、傘さして待ったり、台風のときは傘は濡れてね、お

年寄りの方は待ってた。せっかくバス停ができて、こっちから、反対側にあってもバ

スが来よるとが見えんけん、濡れるとは走って行けばちょっとですね。

 こういうのがね、全く見えなくなった。これは、こういうところの、南の原から出

て来る、バス停が横にあるということを考えていただいたんですか、総務課長。

 全部総務課長が印鑑押して契約したというが、総務課長が答えてくださいよ。

 議  長  村長

 村  長  議員おっしゃるとおりだと思います。これにつきましても先ほどと同様に、非常に

私ども現地のほうを、やっぱり確認と言いますか、想像できなかった。そういった点
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については、深くお詫びを申し上げたいと思っております。

 先ほどの、総務課長が単独でやったのではありません。これは、普通財産貸付とい

うのは、村長の許可が要ります。

 したがいまして、事前に村長への決裁をいただいた後、総務課のほうで契約をする

という形になっているところであります。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  村長がですね、決裁した後、総務課長がしたならね、村長に責任がある。

 でもね、今まで私が聞いたとは、総務課長が１人でやったと。印鑑も預けとったか

ら総務課長が１人でやったというふうに、私は聞いております。

 これは、村長が決裁して、総務課長がやったんですか。

 議  長  村長

 村  長  あくまでも村長決裁が先であります。その後、公印、角印ですね。

 角印につきましては、総務課長が管理をしておりますので、村長決裁が終わった後

は、総務課長が角印を押して、契約等の行為は行うということになっております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  そういうことでね、この件も、確かにですね、現地を見ましてどうなのかと、ここ

に置いていいのかということをよく調べていくことが、今、先ほど私が言うごと、村

長が村民に対して、一生懸命汗を流してやっているということにはならないと思いま

す。私はね、こういうことじゃ。

 だから、これはこれで、村長がそういうことでね、今後二度と、やっぱり気を付け

てやるということだからですね、このことはこれを進めてですね。

このコンテナはですね、何のために置いたんですか。

 議  長  村長

 村  長  事業者からの説明によりますと、休憩所という形でコンテナを置かせてほしいとい

うことでしたので、休息所という形であればということで、コンテナについては設置

を認めたということになっております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  あなたはですね、休憩所とか言うけど、喫茶店をさせると、ね。喫茶店をさせてコ

ーヒーを出すと、ね。

 村長は、私に見せたのは、家族でコーヒーやら飲みよるところの写真を僕に見せた

んです、ね。うちで見せたんです。

 そして、元々きちっとしてね、契約書は喫茶店をするという、何て書いてあるんで

すか。

 議  長  村長

 村  長  契約書のほうの用途指定につきましては、観光等情報発信及び物販施設として使用

というところで書いてあります。

 （「何ですか、ちょっともう１回」の声あり）

 もう１度申し上げます。

 観光等情報発信及び物品販売施設として使用するということです。

 申し訳ありません。

 普通財産貸付の協議書のほうでは、カフェ及び観光案内所ということで使用目的。

 コンテナの部分につきましては、観光案内所及び休息施設として仮設コンテナを設

置するためということになっています。

 この一番最後に言ったことが、コンテナのほうの部分です。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  元々ね、村長自体私に言ったんですよ。
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 あそこでね、コーヒーはね、水は使えんから、あそこで作ってコーヒーを持って来

て、喫茶店をあそこですると、そういうことを村長が言われた。私は、嘘は言いませ

んね。

 特にね、私が調べたんです。県の土木事務所へ行きました。保健所も行きました。

法務局も行きました。

 ところがですね、物を出したり人を入れたりすることはできないということは、ど

ういうことでできないか、ご存じですか。

 議  長  村長

 村  長  ちょっと反問権をよろしいですか。

 議  長  再度の趣旨を聞くということですね。

 村  長  そうです。

 議  長  はい。

 村  長  もう１度、詳しくその辺りをお願いいたします。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  あのコンテナでですね、どうして村長が、考えることができないということがです

ね、なぜできないか、コンテナの辺りでそういうことができないか、ということをご

存じですかということです。

 議  長  村長

 村  長  コンテナの中で喫茶店が、なぜできないかということでしょうか。

 コンテナの中では喫茶店はやらないということを聞いて、事業者の方からは聞いて

おります。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  私はですね、あなた方のために何日か一生懸命動いて回りました。

 ところがですね、コンテナはですね、コンテナです。家じゃないんです。私のとこ

ろもね、できると思ってコンテナを買って来てやった。

そしたら役場から来て、基礎をしなきゃ食堂はできませんよということをね、役場

の方々は知っとるんですよ、それを。コンテナは家じゃないんですよ。

基礎をして、土木事務所の設計課にこういう基礎をしまして、こういうことでコン

テナをこの上に上げまして、アンカーボルトをいろいろ何本か取って、これは技術的

にですね、その基礎をしなければですね、家としてみなさないと。

人を入れたらいけないんですよ、これ、家じゃないから。ブロックでつくっとって、

それを置いとって人を入れて、ケガしたときは、もし台風やら来てひっくり返ったと

きには、どなたが責任を取りますかって、私のほうに責任がありますと、県の土木事

務所は言うんです。保健所も。

 だから、永久的にブロックとかそういうものは基礎をつくらない限り、永久的に人

を入れることも図書もできない、観光もできない。あなたたちはね、これだけおって

ね、そのくらい分からないんですか。

 僕は３日くらいかけて全部調べて、総務課長にですね、あそこは喫茶店はできんよ

と。喫茶店ができんならね、あそこで休憩所をつくると。夕方になったら図書をつく

ると、何で村の図書はあそこにあってつくるんですか。

 そしてね、人も入れられん、今後どうしていくんですか、村長。

 議  長  総務課長

 総務課長  泉議員、前もってちょっとご相談いただいたときに、保健所等には連絡をしてみま

した。

 聞いたところでは、テナントの部分とコンテナを別に考えなきゃいけないという部

分で、テナントのほうについては、喫茶店の許可の申請を出しているということで確
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認しております。

 コンテナにつきましては、事業者のほうには確認は取りました。そちらのほうにつ

いては、喫茶店としての利用はしない。休憩所と図書と言いますか、観光パンフレッ

トですね、等を置いて観光発信を行うというふうに、自分としては伺っているところ

でございます。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  元々ね、喫茶店は、あそこの家は当然できますよね、第２テナントは出せるね。し

かし、その計画自体が、あそこにね、何でそういうことをしなきゃいかんのか。計画

が違ったことについては、業者に引き取ってもらってね、置くことが大事じゃないで

すか、総務課長。

 議  長  総務課長

 総務課長  先ほどの質問の件につきましては、先ほど村長のほうが答弁いたしました。

 全体的な計画の中で、一体的な活用という形で提案をいただいていた部分のコンテ

ナを活用で、たぶん喫茶の部分と休憩、情報発信の部分と分かれていたというふうに

推察はいたします。

 その中で、村長の答弁にもありましたが、その景観上のですね、大きさ等の問題で

住民の方からいろんな意見をいただいて、ちょっと移動していただきたいという形

で、あそこに移動したという経緯につきましては、これはちょっと政治的な判断のほ

うになりますので、自分のほうからはそういう事実関係の説明等はできますが、それ

から詳しい部分につきましては、ちょっと自分のほうでは答弁をしかねるということ

で、よろしくお願いいたします。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  あなたね、そう言われるけど、今度のコンテナをあそこに、診療所の横にコンテナ

を持っていってますね。あのコンテナの中には、半分は炊事場とか全部つくっとるん

ですよ。コーヒーやら出せるごと。水は使わんでもね、つくっているんですよ。

 最初からね、あなた方が、ここでは喫茶店はできませんよと言うとけば、問題なか

ったんじゃないですか。あなた方がそれを、喫茶店をするということを認めて、あそ

こに置いたんだ。こっちで運んで来て、こっちでしますということをね。すべてあな

た方の話は聞いているんです、僕は。

 聞いた上でね、向こうに炊事場もつくって、これね、そういうのがね、あなたが言

うごと、休憩所に行って、あそこに休憩所に行く人がね、おると思いますか。

 議  長  村長

 村  長  これは、私も実際１度だけコンテナハウスのほうに入って確認をしております。

 休息ですから、くつろげるスペースと、それから東峰村のパンフレット、そういっ

た置くのが一番奥にありました。

 ただ、泉議員言われますように、水関係の炊事場ですね、そういったものについて

は、確認がしておりません。ちょっとそういうことであれば、再度確認をさせていた

だきたいと思っております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  あのね、村長ね、言い換えをしますけどね、総務課長か誰か知らんけどね、あそこ

で喫茶店をするんだと。そして水はどうするとね、水はね、こっちからホースで引っ

張っていく、ホースで引っ張っていく。それは診療所の横を通ることを許可いただい

ておりますと言った。総務課長やった。

 完全に向こうに、もう水道は引くね、結局基礎がないからそういうものはできない

と。喫茶店もできないところにですね、ブロックで置かせとる。そして例えば、そう

いうことをしよって、もし事故があったときにはどうされるんですか、村長。



8 

 議  長  村長

 村  長  許可をしたという経緯については、村のほうに責任があるかと思います。

 ただ、どういう事故が想定されるのかというところもありますけれども、いずれ事

故が起きた段階におきましては、やはり今の事業者といろいろお話をしながら、問題

解決には努めていかなければならないと思っております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  あのね、村長、ただ簡単に考えてはいけませんよ。

 今ね、コンテナを診療所の横に置いていますよね。あそこにね、東峰村の公用車を

ね、２０台ぐらいあったかな、２０台ぐらいずっと並べとると思います。小石原にお

る人は分かるけど、２０台ぐらい並べとる。並べとったでしょう、コンテナのところ

に。

 そしたら今、避難所の中央公民館の前に、全部持っていっとるですよね。回るとこ

ろはないですね、もう短いから。車持って行って回るところがないですね。選挙のと

きを見たら分かるじゃないですか。出て行ったら入れん、（     ）。先に出たら

回れん、車がケースの中に全部入っとるんだから、枠の中には役場の車が、村の車が

入っている。２０台ぐらいずっと、こっちから全部入ってますよ、入口から。

 そうしたときにですね、中央公民館はですね、避難所ですよ。

 それは前もってね、前もって何月何日に地震がありますよ、台風、雨が降りますよ

と言えばいいですよ。皆さんがね、台風、地震、いつ来るか分からない。そのときに

ですね、避難所に避難せれと言ったってね、近所のおばあちゃんを乗せて行っても、

車は入れないですよ。ふとん持って行く、車で行かな、ふとん持って行く、やっぱり

水持って行く、ちょっと生活できるような、そういう水をね、近所のおばちゃんも持

って行ってやるんです。

 降ろさせない。車がつかえて降ろされない。この場合どうするんですか。

 議  長  村長

 村  長  議員おっしゃるとおりに、そういったところが想定をできると思います。

 ただ、地震の場合、これはいつ来るか分かりません。ただ、台風、雨等につきまし

ては、事前にちょっと予測はできるかと思います。

 そういったところについては、事前に対応させていただきたいと思っております

が、議員言われるようなことにつきましても、十分考えられますので、今後について

は、そういった点は役場のほうもきっちりと認識をしながら、対応をしていきたいと

思っております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  ぜひですね、コンテナをのかしてもらうことがですね、あのコンテナを置いて価値

はないんですよ。あそこにね、散歩に来て、あそこに来たり買い物に来た人があそこ

の中に入って行けますか。若い女の人は恐ろしくて入って行けませんよ。窓は、ピシ

ャッとしたのがあるなら怖くない。窓は空気穴、鉄骨、ああいうコンテナの中にね、

休憩してゆっくりですね、休む人はまずおらないと思うんですよ。

 うち辺りの家内来た、あの中にコーヒーやら飲みよって、バーンと戸を閉められた

らそれまでやないなと。今、ちかんやらおるし、やっぱり人間というのは分からない

しですね。

 だから、そういう使い道があったとしてもね、喫茶店はできない、休息できない、

何もできない、そういう中で、ぜひとも村長にですね、どこかに移動させてほしいと

思う。いうふうに村長にお願いをしておきたいと思います。

 そして、この問題は終わりたいと思いますが、別個の問題で村長にお尋ねします。

 このコンテナを貸していただきたいということは、村会議員の誰かが業者の人と一



9 

緒に来たことはございませんか。

 議  長  村長

 村  長  業者の方と一緒に村会議員も、数回みえられたと記憶をしております。

 議  長  村長

 村  長  もう一度申し上げます。

 業者の方とですね、打ち合わせのときに数回、村会議員の方もご一緒していたと記

憶してます。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  どなたが来られたんですか。

 議  長  村長

 村  長  これは、２９年度の豪雨災害以降、つづみの里で仮設の施設等でお世話をしていた

のがきっかけでございますと思いますけれども、髙倉寛視議員が一緒に来ていただい

ていたということです。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  それはね、いろいろ村長も、用事で来られたと言われますけどね。

 やはりですね、業者とですね、他の災害のことについて来ることはないわけでして、

そのことに女の経営者とついて来られて、圧力みたいなものはなかったんですか。

 議  長  村長

 村  長  議員のほうから発言はなかったと記憶をしております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  ただですね、何も言われなくてもね、女の経営者か何か知りませんけどね、女の人

が貸してくれと言う。そこに村会議員の人がおらっしゃる。これは好ましいことじゃ

ないですね。

 後で、「あそこの業者は私の知り合いだから、村長、よろしゅう頼んどきます」と

いうようなことは、私もあったかと思う。

 しかし、何十年と私はしてきましたけども、業者がいっぱい「泉さん、村に行って

頼んでくれんですか」とか「町に行って頼んでくれんですか」とか言われることはい

っぱいあるんです。

 しかしね、業者とね、来ることは好ましくないと、いうふうに私は思っております。

村長はどのように思いますか。

 議  長  村長

 村  長  泉議員のおっしゃるとおりだと思っております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  ぜひともですね、私も時間の都合でね、時間がございませんので、胸に溜まってお

ることはいっぱいございます。

 でもね、やはり村民のために、先ほども言いましたように、私ども議員はですね、

自ら村民のためにですね、汗を流し、血を流すと言えば大げさかもしれないけどね、

汗流し、血を流し、一生懸命にやることが村会議員にもかけられた仕事でございます。

 執行部でもなお一層、このようなことについては、十分ね、いろんな問題を考えて

いただいて、ああいうものを置いていただくと笑われもんですよ、ああいうコンテナ。

ぜひとも、そして村長に、できるものならのかしていただくと。こういうことで、ぜ

ひとも努力方お願いをしたいと思います。

 次に移らせていただきます。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  いろいろ村長も努力していただくということでございますので、それでは次に移ら

せていただきたいと思います。
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 いつも黒川議員からも梶原議員からも、道の駅から皿山に行くほうの問題はです

ね、何回となく一般質問でも質問が出たかと思います。

 私も今回ですね、あそこの道路も近いうちに改善されるような話はね、一般質問で

も聞いておりますけども。

 この測量はですね、あそこの測量は平成２０年７月１４日にですね、測量しておる

と思いますが、間違いありませんか。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  登記上は平成２０年７月１４日付で登記が終えられております。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  これは法務局に行って調べたんですね。

 あそこの場所というのは、もう起点ができていますからね、道路の起点ができてい

ますから、それから３００分の１、字図が３００分の１だから３００分の１で引けば、

すぐ境は出ているんですよ。

 この境についてはですね、境についてはもう以前からそれぞれの、役場の職員の方

も知っとる方も多いかと思います。

 この点についてはどのように考えておりますか。

 議  長  村長

 村  長  この件について、私は、記憶では昨年、泉議員から聞いたのが初めてだと思ってお

ります。

 それで、一応建設水道課のほうには指示をいたしまして、はっきりさせてください

ということで、お願いをしておりました。

 また、本年３月の定例会議のときに、梶原伯夫議員のほうからも、このご質問等い

ただいておりましたので、そういったところで、本年３月に、これは地籍図とかそう

いったものがですね、完全に再測量をやりまして、場所等が分かりましたので、これ

につきましては、現在お持ちの地権者の方との話もさせていただいております。

 先ほど泉議員言われましたように、あそこの道路から一本杉という通常のところま

でのですね、道路拡張についての要望書等も２９年２月だったと思いますけれども、

要望書をいただいております。

 いずれにいたしましても、民陶祭等であそこを行き交う、それから通行する。非常

に危険な状態となっておりますので、村としても予算を議会のほうにお願いをしてで

すね、まず用地交渉、そういったところから今後進めていきたいと思っているところ

であります。

 議  長  ４番 泉 守議員

 ４  番  時間も刻々となってまいりましたのでね、やっぱり測量の起点が分かりましたらで

すね、これは石垣を村が崩す必要はないですよ。元の時点に、今の持ち主に崩させて、

それからの話です。

 あんな石垣をですね、崩すと言っても、また議会じゃね、問題になると思うんです

よ。村がですね。

 向こうがついたんだからね、向こうがついたんだから、向こうが崩さないかんでし

ょう。そして、それから改めて村がですね、どういう道をつくるのかということの話

です。

 これですね、普通の村民じゃないんですよ、彼たちね。村で飯食ってる業者じゃな

いですか。簡単じゃないですか、言うこと。こんな甘いこと言うちゃいかんですよ、

村長。仕事やらんでもね、きちっとその改善をですね、向こうがついたものは向こう

が崩さないかん。そしてこれをね、今度、今、村長が申し上げましたように、今度、

狭いからね、今度ホテルもできるようでございますし、貸し切りバス等がすぐ出入り
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ができるようするために、本来言うたら１７年から２０年ですよ。村がしょっちゅう

崩せって、１年に１回ぐらい請求出すとが当たり前なんですよ。

 なーにもしない、あんたたちは僕が言うごとね、本当に村のために血を流せ、汗を

流せってね。なってないじゃないですか、全然。こういうことじゃ今後ね、改めてで

すよ、私はね、皆さんに指摘しますけど、本当に村民のために、ね。今、こういう水

害もあったから大変だと思いますけどね、もっとこれからね、私ども、あなただけじ

ゃないですよ、私ども議員も自らですね、汗を出しながらやっぱり東峰村を良くする

というようなことにね、全力を挙げて頑張りたいと思います。

 私、これをもちましてね、長い時間ありがとうございました。

 議  長  村長

 村  長  泉議員言われるように、やっぱりこの村、子どもや孫に残せるような立派な村につ

くっていかなければなりません。

 そのために私も汗をかいておりますし、今、議員言われるように、議員の皆様方に

も汗をかいていただいて、やはり二元代表制の議会と執行部でございます。そういっ

た点については、議会の皆さん方には更なるご協力をお願いしたいと思っております

し、また、今いろいろとご指摘をいただいたところにつきましてはですね、本当に私

ども執行部としては、誠に申し訳なく思っております。

 今後こういったことがないようには、十分注意をしてですね、また、議員の皆さん

と一緒に、いいモノづくりに邁進していきたいと思っておりますので、今後ともひと

つよろしくお願いをしたいと思います。

 休  憩

 議  長  これで、一般質問を終了します。

 午後１時まで休憩をします。

（１１時４８分）

 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

 議  長  １番 梶原伯夫議員の質問を認めます。

 １  番  私は、まず、同僚議員が午前中に言ってましたように、住民の皆さんからですね、

いろいろ言われたことなどについて、自分が答えきれなかったようなこともあります

ので、そういうところについて伺います。

 まず、職員の異動について、伺います。

 職員の異動が定期的にあっているようなんですが、どのような趣旨で行っているの

か、お答えをお願いします。

 議  長  村長

 村  長  職員の人事異動につきましては、職員の今後の職務それから能力等を勘案してです

ね、適材適所で異動を行っているというところであります。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  自分がですね、ある村民から聞いたところによりますと、役場にいろんな質問事項

で電話とかをするとですね、ここは係じゃないとかいうようなことで、電話をいろい

ろ回されると、他の人にですね。だから、結局時間もかかるということで聞きました

ので、そういうふうに定期的に異動とかあってればですね、ある程度は全体のことも

分かっているのじゃないかと、私は思うんですが。専門的なことは別ですよ、ある程

度のことについては分かるかなと、自分は思うんですが。

そういうところで、全体的な仕事内容についての把握とかは、もう変わったら忘れ

ましたでいいのかどうかをお願いします。

 議  長  村長
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 村  長  言葉尻をとらえるわけじゃないですけれども、変わりました、あとは知りません。

そういう職員はですね、いないと思っています。

 やはり新しい部署にいきますと、それなりの経験があったのか、なかったのかによ

って違うかと思います。

 そういった中で、今質問を受けておりました、通常たらい回しですね、そういった

ことはぜひとも避けたいと思っております。そのために総合窓口等もつくっておるわ

けでございますけれども、その担当職員が、回された職員が、また初めての職務であ

れば、当然、前回の職務者に聞かざるを得ないと思っております。

 そういったときも、やはりそういうお断りをして、再度こちらのほうから電話をか

けるとかですね、方法等はあろうかと思いますので、住民の皆さんには迷惑をかけな

いような形で、協議それとかブレスト会議、職員等には周知徹底を図っていきたいと

思っております。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  そこのところでお伺いしたいんですが、そういうふうで質問とかして電話をしてい

ると。電話をして、後でお答えしますとか、何か答えがあっているらしいんですが、

なかなか後でとか言っとって、全然答えが返ってこんという村民の話があったんです

が、そういうところはどのように指導してますか。

 議  長  村長

 村  長  これは、後で答えますと言って、答えないということは、それは言語道断だと思い

ます。

 したがいまして、そういった点については、また、議員のほうからも、聞かれた方

にはお断りをしてほしいんですが、私としてはそのようなことがないようにはです

ね、今後、再度職員を含め指示を出していきたいと思っております。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  そこのところのご指導と言いますか、そこのあれをよろしくお願いしときます。

 それとですね、ちょっとこれ同じことで聞いていいのか分かりませんけど、動物の

死骸とかですね、あったそうです。電話したときも、片付けてほしい旨を伝えたにも

かかわらず、電話を２回か３回まわされたと。それで結局は遅れてしまってですね、

電話をした方の息子さんが後片付けをしたそうです。

 そういうことがあったと言われてるんですが、どこの課が係で、どのようにやって

いるかというのは、大体全員と言ったらおかしいんですが、ある程度の方は分かって

いなければいけないのではないかと思うんですが、いかがですか。

 議  長  村長

 村  長  先ほどの質問についてはですね、住民税務課が担当課だと思います。

 どういう具合にやっているかにつきましては、住民税務課長のほうから答弁をさせ

ます。

 議  長  住民税務課長

住民税務課長  動物死骸の処理につきましては、基本的にはですね、その土地の所有者が処理を行

うようにお願いをしております。

 また、村道とか林道にですね、その死骸につきましては住民税務課が処理を行いま

すが、死骸の処理方法としましては、死骸の連絡があった場合、その現地に行き死骸

を引き上げて、保冷庫に入れてですね、村が委託している処理業者に依頼して焼却処

分をしております。

 また、国県道の死骸につきましては、県のほうで処理を行うため、死骸を確認に行

き、交通に支障のないところに移動させて、朝倉県土整備事務所のほうに連絡をして、

処理をしていただいておるところでございます。以上です。
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 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  大体分かってはいたんですが、そういうところをですね、もう少し徹底をして、全

職員に周知のほどをよろしくお願いしたいと思います。

 だから、何と言いますかね、住民からできるだけ苦情の出ないようにですね、して

いただきたいと思います。

 職員の皆さんもですね、いろいろ災害等で疲れているとは思います。逆に村民の皆

さんもそうであるんではないかと思われますので、そこのところをよろしくお願いい

たします。

 それとですね、職員の皆さんがですね、いろんな話をしているときに、何かにつけ

何々かなと、最後に「かな」が付くそうです。いろんな話をしているときに、「こう

思います。だから、こうしました。これでいいのかな。」というような感じですね。

 だから、何と言いますか、はっきりした言い回しじゃない、なんかこうあやふやな

言い回し、という言葉を使っているそうです。

 自分も何回か聞いたことはありますけど、そこのところを村長ないし管理職の皆さ

んは、言葉遣いですね、そういうところはどうお考えですか。

 議  長  村長

 村  長  確かに、すべて把握をしているわけではありませんので、「かな」ということが出

ることはあるかも分かりませんけれども、役場職員であれば、どの業務についてはど

の課というのは、新入職員辺り以外についてはですね、把握はしていると思っており

ますので、今後そのようなご指摘を受けまして、また、指導徹底等を図っていきたい

と思います。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  できるだけさっき言いましたように、そういう苦情が出ないようにですね、指導の

ほうをよろしくお願いします。

 それと、また再雇用の話になるんですが、役場を課長職で辞められたと。またその

まんま別の課にでもですね、再雇用されたときに、課長で辞めている人は、辞めてま

た再雇用されても、まだ課長だそうです。本人がですよ。職務は違うんですけど、本

人がそう思ってやってる、職員も大変だろうと思うんですよね。課長で辞めて、ああ

スッキリしたと思いよるのに、また上から来てガンって言われるとかですね。

 そういうことも大変だと思うんですが、そういう人間性、いろいろな人がおらっし

ゃるけんですね、いろいろ見極めるのは大変だと思うんですが、もし、そういう話も

聞くから、そういう方を雇わないかんとですかね。ちょっとそこのところをお願いし

ます。

 議  長  梶原議員、質問の通告にないような質問になっておりますので、その辺は気を付け

てください。

村長

 村  長  再任用という件につきましては、これは法律で決まっているそうでございますの

で、本人の意思があれば再雇用というのは行っていかなければなりません。

 ただし、再雇用された後はですね、やはりいくら課長でありましても、ちゃんと自

分が自覚をしていただいて、その職務のほうには、やはり取り組んでいただきたいと

思っております。

 いろいろ人によっては、なかなか癖が抜けきらない等あるかと思いますけれども、

この辺りについても再度、何名か再任用している人はいますので、注意をさせていた

だきたいと思います。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  今、議長から言われましたけど、職員の異動について関係あるかなと思って、ちょ
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っと広げすぎましたが、伺いました。

 今のように、そこのところをよろしくお願いしたいんですが、次に移ります。

 村道の管理について、皿山集落の中のタイルがですね、まだ剥がれているという住

民からの指摘もあります。管理・点検はどのように、どれくらいの周期でやっている

んでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  管理・点検等につきましては、職員がその辺りを通行するときとか、それとか、あ

と地域の方からの通報とか、そういったところで行っているところであります。

 また、軽微なものにつきましては職員自らがやっておりますし、どうしても業者に

頼まないかんところは業者のほうに頼み、適宜判断をしながらやっているというとこ

ろであります。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  今、地元の方からの通報とか言われましたけどですね、そこのところの村民の方に

言わせれば、見には来ているそうですね。でも、その近くの人には聞いてないという

苦情だったんです。

 だから、いつ頃、どうして、どれぐらいの周期で見に来ているのか聞いてくれと言

われたわけなんですよね。

 だから、地元の人が言ったら、その人に聞くが一番早いと思うんですよね。

 おそらくそれをやってないと思うんですよ。言われたから行って、自分たちで探し

たと、なっているのかなと思うんですが、そこのところをちょっとお願いします。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  うちの課がそういう皿山集落であればですね、所管している課でございます。

 うちの課としましては、もちろん先ほど村長が言われましたように、軽微なものに

ついては職員自らやっていますし、また、うちの部下と言いますか、そういう常々で

すね、日々やれることはやろうということで、通報とか連絡があった場合には、個別

に対応してきていると思います。

 今、ご指摘のある方からの情報が、ちょっとうちの課の担当に来ているのか、私の

耳に来ているのかはちょっと定かではありませんけども、そういった対応をしてきて

いるというふうには、自負はしております。

 ただ、今の具体な場所がですね、ちょっと情報があがってきてないと思いたいとこ

ろなんですけど、そこのところがないようにですね、今後努めていきたいと思ってお

ります。以上です。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  分かりました。そのところを、さっきから何度も言いますように、苦情の出ないよ

うによろしくお願いします。

 次にですね、奥畑・稗畑のほうの村道ですね、あれについて伺いたいんですが。

 災害の後始末と言われればそこで終わってしまうんですが、やっぱりダンプの数が

尋常じゃないんですよね。

 あそこに、土砂捨て場にダンプが行くのをですね、もう少しどうか考えられないの

かなと。村道を通らなくても国道から、極端な話作業道をつくってもらうとか、そう

いう対策はできなかったのでしょうか。と、また、そのまんまもしやるとすればです

ね、村道はある程度簡易舗装じゃないですか、完全舗装にし直してやるとか、どちら

かできなかったんでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  議員ご指摘の土捨て場の件につきましては、４月の区長会議、それから６月の区長

会議等でも、その地区の区長さんのほうから、いろんなご指摘等はいただいていると
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ころであります。

 これが、県が許可した土捨て場という形になっております。そういった関係で県に

も伝えておりますし、それから、実際その管理をやっている村内の業者の方にも、い

ろいろとお願いはしているところであります。

 ただ、今、議員が言われるように、専用の道路をつくるのかどうかにつきましては、

これは、当然また、村が言えると言いますか、お願い等しかならないかと思っている

ところであります。

 その理由といたしましては、やはり許可をしたのは県でありますし、そういったと

ころを含めますと、業者さんがいかに地区内の方々に配慮をして通行していただくと

か、そういった処置を講じるのかなと。

 ちょっと村としては、なかなかその件については、管理者ではないというところを、

ご察知をお願いしたいと思っております。

 ただ、村の住民の方が困っているという事実はありますので、その件につきまして

は、先ほど申しましたように、業者の方それから県のほうにも、お話はさせていただ

いているというところであります。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  できるだけですね、県のほうにもそういうお願いをしていただきたいと思います。

 自分たちもですね、通るときに、大体地元車優先とか書いてあるわけですね。でも、

どんどん、どんどん続けて来るからですね、待っとく時間が長いわけですよ。行けな

いわけなんですね。

 近くには電動車椅子の方もいらっしゃるんですが、全然通れないという苦情が出て

いますので、できるだけそういうことで、県のほうにも強く指導をしてくださいとい

う要望なりをしていただきたいと思います。よろしくお願いしときます。

 そういういろんな苦情を含めてですね、この前２日の日に知事が来られてあんま

り、何と言いますか、でき上がってない遅くなっている、工事の遅いところはあんま

り見てないということがあったんですが、そういうところは、今言ったように、ダン

プの話でもですね、そういうときにでも言えたのかなとは思わんことはないんです

が、県知事の視察に関して、ちょっと違うかもしれませんが、村長はいかがお考えで

すか。

 議  長  村長

 村  長  ６月の２日だったと思います。知事がみえられました大きな目的は、被災者の仮設

住宅、その件でございました。その後、ＪＲ日田彦山線についてですね、村長室で知

事と１時間余りいろいろと話をさせていただきました。

 目的が２つでございましたし、直接知事にいろんな話をできないことはないんです

けれども、当然、この件につきましては、朝倉県土整備事務所から県のほうに、本庁

のほうに上げていただくというような対応を取られていると思っております。

 そのところについては、担当課長のほうから、ちょっとその経緯を説明させますの

で、よろしくお願いいたします。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  行政の指導という観点でいくとですね、村のほうからは、先ほど議員のほうからも

ご指摘がありました、看板を付けているけどもとあったんですけども、そういった更

なる徹底ということでですね、直接業者のほうにはですね、私のほうから申し入れて

おります。

 具体には、もちろん更なる見えやすいところに置くとか、そういったところもござ

いましょうし、あと、土捨て場を管理する側としては、いろんな工事業者がダンプで

往来して来るんですけども、そちらのほうの元請けのほうにですね、こういった地元
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が困っているという旨をちゃんと文書で伝えて、そういった低速走行または地元車優

先とか、そういったことを徹底してほしいということをですね、管理会社のほうから

元請けの運搬業者のほうに出すとかですね、そういった指導というか、そういった改

善策を行ってほしいということは、申し添えてはいるところでございます。以上です。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  だから、そこのところをですね、県のほうに要望を、できるだけ強くやっていただ

きたいと思います。

 次にですね、小石原川の復旧について、伺います。

 合坂住宅のちょっと奥になりますが、小石原川の水道の取り口のところですね、あ

そこは通称ガニが淵というんですが、あそこのところはですね、上流のほうは結構川

幅は広いんですよね。ガニが淵に落ちたら急に狭くなると。

 今度の災害にしても、そこから水がそんなふうで流れなかった、要するに水がはけ

なかったということで、元山の茶屋付近ですね、あそこが浸水をしたということなん

ですが、そこのところ、ガニが淵から下、百丁原橋って国道５００号のところにある

んですが、あそこら辺ぐらいまではちょっと川幅を広げるとか、そういう要望はでき

ないのですかね。

 上の原から奥畑、原、南の原、それから恵比須川、全部集まってガニが淵のところ

に来るわけですよね。

 だから、なかなか今言う水の量が多くて、はけきらんとは思うんですよ。だから、

そういうふうで浸水も起きるということになれば、川幅を広げるというような要望は

県にできないのか、お答えください。

 議  長  村長

 村  長  議員、先ほど言われましたように、小石原川につきましては、ほとんどの小石原地

域ですね、その水が集まって、先ほど言われましたガニが淵ですか、そこを通って流

れているというところであります。

 昨年度、国道２１１号線に架かっています吉の瀬橋ですか、これから上流につきま

しては浚渫が終わっております。今年度６月、もう終わっていると聞いておりますけ

れども、それから、吉の瀬橋から下流側についてもですね、浚渫が終わったという報

告を受けております。

 県のほうに聞いたところ、流量に対する河川の断面ですね、これは確保されている

ということであります。計画流量は流れると言っておりますので、河川改修等の計画

はないということを、報告を受けております。

 したがいまして、一昨年の豪雨災害につきましては、やはり河川の浚渫ができてな

かった。それによって流下能力が非常に低下していた。今回の場合は、それが一応解

消されて、河川の断面的にも流下能力は確保されているということであればですね、

もう少し時間をいただいて、検証なりそういったところをさせていただきたいと思っ

ています。

 また、ガニが淵ですか、そこは職員のほうも実測をしておりますけれども、やはり

狭隘になっているというところは、私どももつかんでおります。

 したがいまして、今後また同じような形になるんであればですね、県のほうにもま

たそういったところは、要望等はさせていただきたいと思っているところです。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  できるだけそこのところの計画なり、見積もりのほうとか、見積もりと言いますか、

改修のほうですね、できるのであれば、要望のほうも村からしていただきたいと、地

元に人も言ってましたので、よろしくお願いしときます。

 それとですね、結局今度こういう災害は、自分の身は、自分の命は自分で守れとい
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う、いろんな方面からも言われますし、わが身はどう行動すべきかというのは、自分

たちでやらなければいけないと思うのは分かっているんですが、何と言いますか、逃

げる訓練はやっていますよね。でも、逃げなくていいというところもあるじゃないで

すか、その場所によっては。だから、逃げなくていいとこも逃げる訓練に参加してま

すよね。

 だから、逆に言えば、逃げなくていい訓練と言ったらおかしいんですが、今言った

ように、ガニが淵のところでも広げれば、水がざぁっと行って浸水もしないと。でき

るだけそういう要望をしてくれということは、それに関連して言ったんですが、そう

いうふうになれば逃げなくてもいいわけですよね。

 だから、逃げなくていいような村をつくるということを、村長はどのようにお考え

でしょうか。

 議  長  村長

 村  長  今回、今年度からレベル１からレベル５までの基準に改正がなりました。

 それで、レベル３・４で、避難準備情報、高齢者避難、それから避難指示はレベル

５辺りで出すわけでございますけれども、やはり避難、その基準からいきますと、ち

ょっとこれは違うかなと思いますけど、安全なところに確かに住んでおられる方はい

るわけですよね。ただ、その基準からいきますと、全部避難してくださいよというこ

とになっております。

 当然、小石原地区の小石原川についての、今、質問でございますので、小石原地区

で考えますと、浸水はするけれども、土石流とかですね、そういったところについて

は、さほど深刻に考えなくてもいいんじゃないのかなと思っております。

 ただ、一昨年の豪雨災害でも、先ほど議員のほうからも申されましたように、浸水

というのは結構あっておりますので、そういったところは、今後県のほうにも要望し

ていくというのは、先ほどの質問ですが、今、今年度取り組もうとしているのがマイ

タイムラインですね。自分だったらどういうスケジュールによって、避難場所等へ避

難をするのかというところを詰めております。

 やはり先ほど議員言われますように、最終的には自分の命は自分で守るというのが

行きつくところでありますけれども、そういった促しと言いますか、そういったこと

は、やはり行政としては、きっちりとやっていかなければならないと思っております。

 そういった点から考えますと、一応基準でありますレベル４によって、全員避難と

いう形になりますと、やはり避難をしていただきたいというのが、今、行政からお願

いすることになるかと思っております。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  ちょっと広げて、災害の訓練のことにも入って申し訳ないんですが。

 確かに自分たち一人ひとりがですね、わが家の防災専門官と言いますか、になって

おけば、いろいろ近所のことも分かるし、そういうふうに村長も、安心・安全で暮ら

せる村づくりということも言っていますので、そこのところもできるだけ考えて、よ

ろしくお願いしたいと思います。

 自分としては最後の質問になるんですが、小石原庁舎のところの問題ですが、泉議

員が午前中質問をいたしました。

 私としてはですね、そこにトレーラーを置かせるということは、そのトレーラーの

置いてある部分の借地料はいただいているんですか。

 議  長  総務課長

 総務課長  コンテナのところの件だと思います。

 そこにつきましては、庁舎管理規則の中で駐車場の部分に仮設の建物を置くという

ことで、村長が特に許可するものという形で、許可を出しているところでございます。



18 

 借地料の件につきましては、庁舎内の施設を目的外利用をすることに対して、これ

まで徴収ということをやっておりません。また、流れからいって、村長、先ほどの答

弁の流れでもですね、元々の設置している場所から移動したという経緯もございまし

て、村としては、借地料はいただいていないところでございます。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  その経緯は分かるんですが、あそこに置かせて、結局泉議員が言っていたように、

元置いていた村の車が上に行っている。

 言ったように、大型バス２台分ですね、ちょうど白線２台分占領しているわけです

よね。だから、そこのところで、大きさとか、いろんな見間違いがあって、あそこに

移してもらったと言いますけど、だから、そこの契約の内容をちょっとまたお聞きし

ますけど、いつ頃までにですね、だったらトレーラーをのかしてくれと言われるんで

すかね。

 議  長  村長

 村  長  先ほど泉議員の質問のときにも若干は触れたかと思いますけれども、このコンテナ

の使用につきます契約は１年となっております。

 そういったところで、再度事業者の方とは協議をさせていただいて、方向性は決め

させていただきたいと思っております。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  さっき泉議員もおっしゃっていましたように、なんかちゃんと基礎をして動かない

ようにしないと、人は入れられないということが、もしあればですね、それは早急に

のかしていただきたいとは思うんですが。

 だから、今言ったように、１年間の契約と言われていますけど、もうこれだけいろ

いろ言われていますが、もう１年以内に、要するに更新はしないようにできますか。

 議  長  村長

 村  長  まずは事業者の方との協議をさせてください。そして可能であれば、今、議員の言

われるようなこともできるかと思っております。

 それと、あくまでも仮設的な考え方に、私は理解をしているわけでございますけれ

ども、建築基準法上ですね、そういった問題等があればですね、またそれは、県の建

築指導課等にも一応尋ねさせていただきまして、事業者の方とは協議をさせていただ

きたいと思っております。

 議  長  １番 梶原伯夫議員

 １  番  言ったように、そんなにバスが来ると、来んやったらいかんとですけどね。

 せっかくあそこに大型バスの駐車場をつくってありますので、できるだけ早急にの

かしてほしいとは思うんですが。

 言ったように、いろんな契約の縛りもありましょうし、そこのところで、どこまで

はっきり言われるか、その、のかすのがですね、どこまではっきり言われますでしょ

うか。

 議  長  村長

 村  長  やはり物事につきましては契約行為等がありますので、それは、その契約行為とい

うのは尊重しなければならないかと思っております。

 ただ、事業者の方と協議によってですね、早く撤去できるということになれば撤去

させていただきたいと思っておりますし、今のところ先ほども言いましたように、契

約期限がこのコンテナにつきましては１年でございますので、これも協議になるかと

思いますけれども、考え的にはその契約書のとおりの形で進ませていただきたいと思

っております。

 議  長  １番 梶原伯夫議員
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 １  番  その契約と言いますか、これは農林商工課が募集していたときに書いてあったんで

すが、合わなくなったら切ると。切るというよりも、何と言いますか、契約を解除で

きるというようなことも書いてあったように思うんですよね。要するに、いろんな条

件に合わない場合ですね、村の言う。

 だから、そういうことも鑑みてお話し合いと言いますか、話し合いをしていただき

たいと思いますし、実際今ですね、看板とか置いているわけですね。あれ風で飛ぶん

ですよね、おもりとか付けてないから。そういうのも含めてですね、危険でない指導

もですね、やっていただきたいと思います。

 私は、そこのところの指導とかですね、していただければいいのかなと思っている

ので、そこのところのお考えをお聞きしまして、私の質問は終わらせていただきます。

 議  長  村長

 村  長  泉議員それから梶原議員からいただきました案件等につきましては、十分事業者の

方と詰めさせていただきまして、できるだけ村民の皆様方に迷惑がかからないような

形では取り組んでいきたいと思っております。

 休  憩

 議  長  １時５０分まで休憩します。

（１３時４２分）

 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

（１３時５０分）

 議  長  ８番 大蔵久徳議員の質問を認めます。

８番 大蔵久徳議員

 ８  番  今回はですね、大きく４問について、質問いたしたいと思います。

 まず、大行司駅の建設、集落の整備、災害復旧、また商工業の振興について、質問

をしたいと思います。

 まず、大行司駅の駅舎の再建について、質問をしたいと思います。

 一昨年の豪雨災害におきまして、大行司駅舎は斜面崩落によりまして全壊いたしま

した。

 幸いなことに善意のライオンズクラブさんですかね、高額の寄附をいただいて、ま

た、保険金で再建ができるようでございますけれども、また片や、一方でＪＲ日田彦

山線は、まだ復旧が叶わない状況でございます。執行部におきましても、私たち議会

におきましても、鉄道での復旧をめざしていかなければならないと考えておるところ

でございます。

 しかしながら、ＪＲが今言うことは、赤字の自治体にですね、その赤字の補填をし

てくれとか、なかなか厳しいことを言うわけでございます。今後も交渉を続けていく

ことでございますけれども、なかなか厳しい交渉になってくるんだろうと思います。

 その中で、まだ鉄道での復旧が叶わないうちから、この駅舎の建設を行うのか、ま

ずそこをお聞きします。

 議  長  村長

 村  長  議員ご指摘のようにですね、鉄道での復旧というのは、まだ第４回の復旧会議の中

でも決まっておりません。

 当然これは、議員の皆さん方にもお願いをしているところでありますけれども、や

はり村民挙げてですね、ＪＲの復旧というのはやっぱり要求をする。当然のことであ

ると思っております。

 しかしながら、ライオンズクラブさんからご支援をいただきました寄附金等１，０

００万ありますし、保険金等も建てないと残の額しか出てきません。
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 そういった中で、ライオンズクラブさんのほうは、昨年の１０月ぐらいからですね、

本来ですと着工にかかる予定であったんですけれども、ご承知のように、裏山と言い

ますか、線路の向こうの復旧工事がなかなか終わりませんで、３月中までかかりまし

たもんですから、ライオンズクラブさんのほうも役員改選等控えてですね、やっぱり

急いでおりますので、近々中にはこの大行司駅舎、復旧の一つのシンボルとしてです

ね、そういう位置付けも私考えているわけでございますけれども、ＪＲの動向が分か

りませんけれども、この着工はやっていきたいと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ＪＲのほうとですね、鉄道での復旧を要求していくことは、私たちも当然やってい

かなければならないと思うわけでございますけれども、なんせ交渉相手が強硬という

かですね、厳しい相手だと思うところでございます。

 建物はできた、しかしながら、最終的にですね、ＪＲが鉄道では復旧できなかった

という、将来なった場合ですね、そこ辺でちょっと住民の賛同を得られるのかと思う

ところがありましてですね、こんなに早くする必要があるのかと思うわけでございま

すけれども、その辺りはどうお考えでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  ＪＲ、なかなか強硬であります。

 ただ、度々申し上げておりますように、やはりＪＲが民営化になる時点でですね、

衆議院、参議院、それぞれの国土交通委員会の中で、青柳社長が何と答弁をしてです

ね、民営化になったのか。これは、やはりきっちりと、私どもは国及び県等にはです

ね、それから、ＪＲ九州にも確認をして、今言っているところであります。

 そういった中で、このＪＲの復旧を待って、建設という形になりますと、どうして

も大きなご支援をしていただいくことになっておりますライオンズクラブさんのほ

うのことも考えますと、どうしても近々中のやっぱり発注と、この大行司駅舎を建て

替えていくということは、ちょっと避けて通れないかなと思っておりますので、これ

はまた切り離した形で、どうしても整理をしなきゃいかんというような形で思ってい

るところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  寄附をいただいたライオンズクラブさんのほう、本当にありがたいことでございま

すけれども。 やはり寄附をして、この額で最大の効果を上げていただきたいという

気持ちで出してくれているんだろうと思います。

 そういった中で、何度も言いますけれども、将来鉄道での復旧が叶わなかった場合、

そういったこともライオンズクラブさんとですね、そこ辺詳しく話をされているのか

ですね。無駄にならんように、後のほうでつくることはできませんかとかですね、そ

ういった話がライオンズクラブさんとされておったのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  ライオンズクラブさんのほうとは原形復旧をやるということで、それにおいてライ

オンズクラブさんのほうも、そういったことで支援をしていただくということでござ

いますので、現時点では、やはりそのライオンズクラブさんの意向を受けた形でです

ね、大行司駅舎というのはつくっていきたいと思っております。

 将来的にどうなるのかということがありますけれども、現在のところ、やはりＪＲ

の復旧というのが一番目的でもありますので、その件については、現在、考え的には

持っておりません。

 ただ、最悪の場合ですね、どうなるのかというのも、やっぱり今後きっちりと考え

ていかなければいけないかなと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員
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 ８  番  村長、最悪のときは考えなくちゃいけないということでございます。

 大行司地区からですね、こういった大行司駅に併設する公民館を建ててほしい要望

書を上げております。大行司公民館におきましても、一昨年の豪雨災害におきまして

公民館が全壊いたしました。

 そして今回、あそこの河川が拡張するということで、あそこの撤去は行っていただ

けるようでございます。その後から大行司地区でですね、大行司公民館建設委員会を

立ち上げまして、公民館を再建したいという話ができまして、その中で大行司駅舎に

併設するような公民館をつくれば、何ですか、有効に、駅舎でもし使われなくてもで

すね、駅舎ができてＪＲが通れば一番いいんですけれども。

そういったふうに、総合的な建物であればですね、住民の方も納得できるんじゃな

かろうかと思って、大行司としては、これには詳しく内容を書いてですね、要望書を

出しておりましたけれども、こういった大行司公民館を併設するような再建というの

は難しいんでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  区長さんはじめですね、大行司地区から数名来ていただきまして、その要望等につ

いてはお聞きをしているところであります。

 ただ、今の駅舎の大きさではですね、大行司地区の公民館としての機能にはちょっ

と不足するということでありまして、いろんな横の土地の話とかですね、いろんなご

提案をお聞きしたところであります。

 しかしながら、何せＪＲとの土地の問題等もありますしですね、それから、公民館

等の建設にあたりましては、村のほうでもほとんどの部分についてですね、支援と言

いますか、ことはできますので、実際奥畑の集会所等はですね、そういった形で土地

と、それから地域の１割負担という形でできております。

 そのときも申させていただいたんですが、まずは土地等のですね、選定をしていた

だいて、そして実際的にどのくらいかかるのか、協議等をしていただければ、早く実

現できるのではないかと思っております。

 土地の問題等が非常に難しいかと思いますけれども、まずはその辺りを、やっぱり

協議を大行司地区の方にですね、協議をしていただきたいと。これは、前時点でも申

し上げておりますけれども、そういったことで公民館等の建設については、進んでい

ただければいいなと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  公民館を建てる場合、９割が村負担で１割が地元負担、当然知っておるわけでござ

いますけれども、駅舎との併合ということになれば、若干それよりも、私たちとして

は安くできるのかなと、ちょっと思ったわけでございますけれども。

 何べんも言いますけれども、そういった２つの、何ですか、駅舎でありながら公民

館の役割を果たす総合的な建物であれば、住民からの納得が得られる。そういったこ

とで、そういった部分も先ほどのライオンズクラブにですね、こういった復興のシン

ボルとして、公民館も流れた、駅舎もつぶれたけど、ライオンズクラブさんのお金を

使わせていただきまして、その公民館のほうもですね、それは当然村のお金も入りま

すけれども、それで建てましたということになれば、大きなアピールになるんじゃな

かろうかと私は思いますけれども、村長、どうでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  再度申し上げますけれども、支援をしていただくライオンズクラブのほうのご意向

等もございまして、原形復旧という形でございますので、ちょっとそれは、確かに一

つ考える余地というのは十分ありますけれども、現在はあくまでも原形復旧という形

で進めさせていただいているところであります。
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 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ライオンズクラブさんとですね、再度そういった話で進めていただきたいと思いま

す。

 大行司としてはですね、あそこにあればですね、非常に助かると思っておるところ

でございます。

 大行司地区の人はですね、今年の６月９日にもですね、環境美化活動を行いました。

「日田彦山線の完全復旧を願って」と副題を付けてですね、４０人が集まって、あそ

この草刈り、樹木の剪定を行っております。大行司地区の人も駅舎ができてほしいと

思っているわけです。ＪＲが復旧してですね。

 そういったこともありますので、ぜひともですね、ライオンズクラブの方とも話し

ていただきまして、どうにか、今のところ原形復旧というところでございますけれど

も、公民館を併設した復元がですね、できるように要望して、次の質問に移ります。

 議  長  村長

 村  長  大行司地区の区長さん、並びにですね、来られた方々がどう受け止めたかは分かり

ませんけれども、その時点で私としては、公民館の用地をやはり確保していただいて、

そして大行司地区の公民館を新設するような形でお願いをしたいという話は、言わせ

ていただいておりました。

 実際問題、大行司の駅舎につきましても、昨日入札が終わったそうでございますの

で、ちょっともうそれは不可能だと思っておりますので、大行司地区として、まず場

所の選定をですね、再度考えていただきたいと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ちなみに、あそこに駅舎ができてもう入札しておるというなら、トイレ等々はある

んでしょうか。それと、そこの管理はどうするのか、お聞きします。

 議  長  村長

村  長  トイレは設置してないということでございます。

 また、管理につきましては、以前事業者の方も入っておられましたし、こういった

ところについては、どうするのかですね、今後検討させていただきたいと思っており

ます。

 そして昔と言いますか、災害以前のような状態にもっていこうとすれば、また公募

等を行ってですね、事業者等は決定をさせていただきたいと思っております。

議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  大行司地区、今、村の善意で森林組合を使わせていただいております。残念ながら

階段がある、トイレがないということで、大行司地区非常にお年寄りが多いわけでご

ざいますけれども、そういった活動も今なかなか行われないような状況でございま

す。次のコミュニティ関係でも言いますけれども、そういった地域の力が落ちている

んだろうと思います。

 だから将来ですね、持続可能な村のためにも、大行司地区の今から盛り上がりも考

えていくためにも、公民館の建設が急務でありまして、今、村長が言われるように、

まだライオンズクラブとの話があるということであればですね、その話を進めていた

だいて、また公民館ができれば、トイレもあるわけですしね、そういった意味で考え

ていただきたいと思います。

 これで、今回は、大行司駅についての質問は終わります。

 次のコミュニティについて、質問をいたします。

 東峰村、残念ながら人口減が続いております。防災等々も含めて地域コミュニティ

のですね、充実が図られるところでございます。図っていかなければならないと思っ

ておるところでございます。
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 村はですね、今、地域コミュニティ助成事業ですかね、いろいろありますね、ソフ

ト面、ハード面、そういったことをやっておりながら、しておりますけれども、今後、

また地域コミュニティの充実がですね、今以上に必要であろうと思うわけでございま

すけれども、今後の対策等々があるのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  議員言われますように、人口減少が続く本村においてはですね、やはり地域力の維

持、アップというのは避けて通れないところであります。

 したがいまして、地域のコミュニティをですね、どう維持または向上させていくの

かと、これは喫緊の課題でございます。

 そういった中で、地域協働の村づくりの基金等につきましてはですね、いろんな方

がご利用していただきまして、地域のために、またそしてコミュニティづくりを行っ

ていただいているところにつきましては、非常に感謝を申し上げたいと思っておりま

す。

 どのような地域コミュニティをつくったらいいのかということで、これにつきまし

ても区長会のほうでですね、やはりいろいろ問題提起なり議論等はさせていただいて

おります。

 そういった中で、昨年は鹿児島県のですね、祁答院というところに、区長さんたち

視察に行きまして、そしてここの地域コミュニティ協議会によるですね、どういう活

動をやっているのか、そういったところ予算等もつきまして、研修をしてきたところ

であります。

 近くで言えば朝倉市の旧杷木町の松末コミュニティですね、これも非常に活発に活

動されているというところでありますので、やはり行く行くはですね、私のこれは私

案なんですけれども、旧大字単位でのコミュニティをするのか、あとは神社がありま

すよね。高木神社とかいろいろありますので、そういった単位でのコミュニティを築

くのか、そういったところは、やはり地域コミュニティというのは、しっかりとつく

っていかなきゃいかんのやないかなと思っております。

 そして、そのコミュニティに対しまして資金を与えてですね、そしてコミュニティ

活動を、やっぱりそのコミュニティごとに計画を作っていただいて、やっていただく

ということが、最終的にはやはり望ましいのかなと。

 そういったところにおきましては、やはり専門の行政職員等をですね、やっぱり派

遣する、そういった形での地域コミュニティづくりをやっていく。

これは、確か議員も一緒におられたと思いますけど、島根県雲南町ですね、これは

もうかれこれ１０年近くなるんでしょうけど、取り組んでいっておりましたので、行

く行くはやはり過疎化、それから人口減少していく状況の中では、そういったコミュ

ニティが必要になるかと、これは、思っているところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  佐々木議長も含めてですね、そういったところ、雲南町ですか、視察に行きまして、

非常にすばらしいやり方をしているなと思って、今回もそれを言おうと思いましたら

村長のほうから言われましたのでですね、そういった事例がありますので、そういっ

たことができないかということで、今、行政職員がいなければ、あそこも行政職員が

入ってするようでございました。

 今回、東峰村におきましても、村長は答弁の中でよく言いますけれども、地区担当

職員が入って地域コミュニティを充実するというようなことでありますけれども、こ

の前、大行司地区環境美化活動を行いました。それとか河川愛護を行えば地区担当職

員来て、若いからですね、非常に頑張ってもらえます。

 そういったことも大事だけれども、そういったふうに村長言われたように、地域に
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入って、コミュニティの中枢に入って、そこでどういったやり方をしましょう。結局

行政職のほうが詳しいわけですね。

 そういった部分を地区担当職員が行っているのか、そういった働き具合はですね、

村として把握しておるのか、そこ辺をお聞きします。

 議  長  村長

 村  長  地区の行事等にはですね、積極的に参加をしていただいていると、これは、先ほど

議員もおっしゃったとおりでございます。

 それから、また地区の要望等ですね、こういったことについても、パソコンを打っ

て提出をする。そういったところもやっているかと思います。

 しかしながら、地区担当職員と言いましても、その地区におられる方と、それから、

居住地がどうしても村外の方ということになっております。

 今、なかなかですね、村内での職員の採用率というのはなくてですね、その辺りが

一番頭が痛いところでございますけれども、なんとか村内のほうにそういった住める

場所と言いますかね、そういったものも確保していかなければならないかなと。

 それと、やはりどうしても結婚等をやりますと、夫婦関係の仕事の関係とかですね、

いろいろありまして、なかなかこれは、強制はできないわけでございますけれども、

家がある人が外に出ているというような状況もございますので、そこら辺りについて

も、いろいろは申させていただいているんですけれども、なかなか実行ができてない

というのが現状であります。

 そういった中で、先ほどの地域コミュニティの話とも関連してきますけれども、い

ずれですね、やっぱり区長会の中でも、もう区長になられる方がですね、高齢化して、

なかなか選ぶのが大変だという地域もあります、実際。

 したがいまして、そういったことにつきましても、今後議会の皆さん方と議論をし

ながらですね、やはりそういった方向性を見出していかなければならないかと思って

おりますので、また、そういったところにつきましては、ご協力をよろしくお願いし

たいと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  地域コミュニティ、村長言われるように、若干格差があるのかなと。活発にやって

いるところとないところがある。そう言っちゃ悪いのかもしれませんけど、どうして

も人数が少なくなればできないわけですね。

 先ほど言いましたように、地区担当職員が、私、その地域の職員じゃなくて、よそ

の地区の職員が来たほうがいいと思うんですよ。こういった良いやり方をやってます

よ、よそは。こういったふうに良い前例がありますのでやりませんかとかですね、区

長とか分館長あたりにですね、言えばまた全体の底上げができるんじゃなかろうかと

思っておるところで、ぜひともその地区担当職員をですね、作業とかじゃなくて、そ

ういった中に入った計画づくりとか、そういったところにもですね、かてていただき

たいと思うところでございます。

 また、あと１つ、先ほどちょっと出しましたけれども、集落支援員、結局この人た

ちも、大体できた当初、大体仕事は何をするのかとかいう話があって、選ばれた人た

ちにとってもちょっとかわいそうなことであると思いますけれども。

 そういったふうで、地域で何をやりましょうという話にかたって、仕事をするよう

なことはできないのか、その辺をちょっとお聞きします。

 議  長  村長

 村  長  集落支援員制度につきましては、ご承知のように、国からの補助金でできます。

 そういった中で、今、５名の集落支援員がいるわけでございますけれども、極端な

言い方をすればですね、各集落に１人ずつでも集落支援員が選出できればという気持
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ちもあります。

 当然何をするにいたしましても、なかなかボランティアでですね、できるというと

ころは限りがあるかと思います。そういった中で少しでも代価が頂けるような形を取

れば、それとなかなか難しいかと思いますけれども、その地区でやはり集落支援員と

いう自負があってですね、お世話ができれば、これはまた、いい事だなと思っており

ます。

 集落支援員、今のところちょっとまだ増やす考えは持っておりませんが、いずれこ

の時代は必ずやって来るかと思っておりますので、そういった点もまた今後検討をさ

せていただきたいと思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  そういったふうで検討願いたいところと、あと１つ足しますと、いきいきサロン辺

りもですね、やっているところとやってないところがあるんだろうと思います。この

辺りもですね、行政担当者なり集落支援員なりがですね、こういったことができます

よということをですね、やっていただければありがたいのかなと思っておりますの

で、ぜひともよろしくお願いします。

 続きまして、災害復旧について、質問をいたします。

 ダンプに土砂を満載した大きなトラックが何台も連なってですね、村内を走ってい

るのを見て、村民の方から言われました。「あれは大体どこに行っているんですか」

と、「どこの土ですか」とか言われたりしました。

 中には東峰学園のところを通って、どんどん入って、山の中に入っているところも

ありましてですね、土捨て場だという話は聞きましたけれども、土捨て場が村内にど

れくらいあって、どんなふうにですね、現状としてあるのか、そしてまた安全性はあ

るのか。

 先ほど同僚議員が質問しておりましたけれども、そこの土捨て場ですね、これにつ

いて関心を持っている村民の方もあると思いますのでですね、村内に大体どのくらい

の土捨て場があって、安全性等々を把握しておるのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  土捨て場につきましては、民間の事業者がやられている土捨て場と、それから村が

設置している土捨て場という分類に分かれると思います。

 まず、民間の土捨て場でございますけれども、村内では２カ所ございます。先ほど

梶原議員のほうからも申されました小石原地区に１カ所、それから今、大蔵議員の質

問等の中でありました宝珠山地区に１カ所ということであります。

 それから、村の土捨て場につきましては岩屋地区と言いますかね、中尾土捨て場で

すね、それから、古城原のほうの土捨て場、２カ所持っておりまして、中尾地区にい

たしましては一応今、もっと捨てられるような対策を講じているところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  先ほど同僚議員の質問のときに、県の許可があれば土捨て場が開場できるわけです

ね。

 私聞きたいのは、安全性が図られておるのか、その辺りが聞きたいんですが、安全

性また運用状況、その辺りを分かれば教えてください。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  土砂処分に係る安全性につきましては、許可権者であります福岡県による土捨て場

として許可した際に、許可条件として交わした内容がきちんと対応できているか否

か、定期的に梅雨前パトロールとして現地に赴いて、実際確認しているということで

した。

 今月につきましては６月の３日の日にですね、実施されておりまして、随時現地の
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状況を確認されております。

 現地確認等の結果、許可条件に即していない場合につきましては、行政指導等やま

た防災のための停止、懲役や罰金に処されまして、悪質な場合などについてはですね、

許可取り消しなどの対応の措置を図っているということでした。

 また、定期的なパトロールだけではなくて、支障が生じているなどの通報等がござ

いましたらですね、その都度現地で確認するということもですね、要請に応じて状況

確認もしているということでございました。

 また、運営状況につきましては、運営業者のほうから６カ月、半年ごとにですね、

福岡県担当部局のほうに提出されておりまして、どのくらい土を持って来ているのか

ということは定期的に報告をしていると、報告を受けているということでした。

 村のほうには直接報告は上がってきておりませんけども、県から運営状況など逐次

情報等は得ようということはですね、大丈夫かと、得られると思っております。以上

です。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  未曾有の災害でありましたからね、たくさんの土砂があるんだろうと思います。

 そういった関係で、安全性は確保されておるんだろうと思っておりますが、こうい

った土捨て場が今後増えていくのか、その辺りが分かれば教えてください。

 議  長  村長

 村  長  民間のほうは把握をしておりませんけれども、今聞いているところではですね、２

カ所以外の話は聞いておりません。

 また、村といたしましても２カ所持っておりますけれども、これを今のところ増や

す考えは持っておりません。

 ただ、今、議員おっしゃいましたように、この九州北部豪雨災害の土捨て場につい

てですね、やはり県と言いますか、被災したところは非常に苦慮しているところは十

分周知はしております。

 しかしながら、このダンプの多さにはですね、やはり私としてもいろんな疑問等で

すね、持っているところであります。

 それと、この前もあったんですけれども、交通ルールをですね、守ってないダンプ

もいるんですよね。当然こちらは青になったんで行きますと、当然向こうは赤になっ

とろうと思うんですけれども、それを進入してくると。

 これにつきましては、私も腹立ちましたので、すぐ、県道は確か黄色ですもんね、

運転席のところ看板を付けておりますけど、それで朝倉県土の災害対策室のほうには

電話をかけさせていただいて、周知をするということだったんですけれども。

 やはり先ほど梶原議員の質問等もありましたように、地元の方を優先をしていただ

かないと、やはりこれは許されるべきことじゃないかと思っておりますので、また、

そういった点につきましては、事業者等にはですね、また話をきっちりとさせていた

だいて、そういったやむを得ない状況であってもですね、交通ルールそれから地元の

方に迷惑をかけないとか、そういったところは要請をしていきたいと思っておりま

す。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ちなみに災害の土砂は村外、村内かかわらず、どこの土砂も引き受けておるのか、

そこ辺はどうでしょうか。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  どの土砂を受け入れる、受け入れないという相談も来てないわけですけども、土捨

て場ごとに土砂だけとかですね、木片も含むとか、いろんな条件でですね、周知と言

いますか、営業と言いますか、そういったことをされていると思いますので、特に村
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内だけとか村外だけとかいうところじゃないかとは思っております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  分かりました。

 これは、村の土捨て場なのかはっきり分かりませんけども、迫から上って行ったと

ころに、城ヶ迫線がありますね。あそこの途中に土砂を捨てますね。なんか上ってい

くでしょう。そして城ヶ迫線に出ます。

 左に行ったところに捨てるところがありますね。そして、あそこに行くと土砂も捨

ててますね。あれは大体どこの土捨て場なのか、お聞きします。

 議  長  災害対策室長

災害対策室長  迫からフェンスを開けて上がって、林道の城ヶ迫線と合流接道します。そこを左に

曲がりますと、林道開設の折に広く取ったところがございまして、そこを近くの集落

の方が土砂の処理できるところというところでですね、土砂の処理として置いている

ところがあるかと思います。

 先日そこが、流木等が集積されて、そこが広く使える状態ではなかったので、そこ

の整理というようなことでございますが、関係の、近くの集落の方が快適に使ってら

っしゃるように聞いております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  心配することはですね、そこに捨てた土砂が下に、雨が降ったときに流れていかな

いか。その辺りの確認等々を行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

 議  長  災害対策室長

災害対策室長  当然下流域への影響があるようであればですね、現地を確認の上その対応は取って

いきたいと思います。

 何にせよ、現地を確認した上でやっていきたいと思います。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  そういった確認をぜひともお願いして、次の質問に行きます。

 商工業の振興について、お聞きします。

 今月の１０月にはですね、消費税の引き上げが予定されております。一部では、も

しかしたら年金もなくなるんじゃなかろうかとかいった話もありますけれども。それ

に向けて政府はカード決済とか軽減税率に合わせたレジの補助とか行っておるわけ

でございますけれども。

 今回村は、何ですかね、今回プレミアム商品券を出すようでございますけれども、

増税に合わせて村としての対応はどんなことがあるのか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  今、報告を聞いているところでは、昨日ですね、総務省、経済産業省から軽減税率

対策補助金及びＱＲコード、ポイント還元等のキャッシュレス、それから、消費還元

事業等の補助金についての説明会が開催されて、商工会のほうで対応を進めていると

いうことを聞いております。７月中にはですね、村内事業者向けの説明会を開催する

ということも聞いております。

 村といたしましては、導入する過程でどうしても費用負担等がかかってきます。そ

ういったところを調査をいたしまして、他の自治体等の動向等も勘案しながら、どの

ような助成ができるのかというのは、検討してまいりたいと思っております。

 また、詳細についてはですね、担当課長のほうに説明をさせます。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  先ほど大蔵議員のおっしゃいました国の補助金について、私のほうから把握してい

る限りでございますが、簡単にご説明したいと思います。

 まず、今回の増税では、軽減税率対象品と対象外ということで、８％、１０％の消
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費税が発生するわけですが、基本的にはですね、食料品が８％と考えてよろしいかと

思います。

 そういった複数の税率に対応するために、レジの購入があります。そもそもレジが

複数税率対応であればいいわけですが、そうでない場合には、その購入費の補助を国

が行うようになっております。今、ちょうどテレビでコマーシャルでもあっているよ

うですけど、補助の上限は１台当たり２０万円ということでございます。

 それから、軽減税率の導入によって、経理処理が煩雑になると。そういったことで、

パソコン購入とかですね、レジの購入について、税制の優遇措置や融資制度を受ける

ことができるということでございます。

 それから、もう１点のキャッシュレス、消費者還元事業、ポイントですね、そうい

った事業についても補助金があるようでございます。

 これにつきましては、キャッシュレスの決済端末、それから必要な付属機器、シス

テムの利用料、設置費用、タブレットとかスマートフォンとか、そういったものを利

用できるようにするための費用、それについて国が費用を助成するようです。

 費用負担については、国が３分の２で、残りの３分の１については決済事業者が負

担するという制度のようでございます。

 ただ、これについては、レジの購入補助を受けるか、この決済端末の補助を受ける

か、いずれかを選択するようになるということでございます。

 私も、これはホームページのほうで得た情報でございまして、昨日商工会のほうが

どういった説明を受けたかというのは、まだ把握しておりません。

 それで、村長の答弁にもありましたように、７月中に事業所向けの説明会を行うと

いうことでございますので、村内事業者の方はですね、複数税率対応等があるようで

あれば、ぜひその説明会に参加していただいて、こういった制度を利用していただけ

ればと思っております。以上です。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  大変複雑で、商工業を営んでいる人たちが若いなら対応できるのかもしれませんけ

ど、個人商店等々が果たしてレジの導入、また、キャッシュレス、そういったことを

果たして取り組んでいけるのか、ほんと弱小小売店等々にとって、この消費税アップ

というのは相当な打撃であろうと思うわけでございます。

 そういったＩＴとかですね、そういった部分じゃないアナログ的なですね、何か支

援があればいいかなと思うわけでございますけども。

 私も、村にとって財源が豊かにあるわけでなし、そんなのは難しいかもしれません

けど、村長が今後よその自治体等調べてから、何ができるかということでございます

ので、それを期待していきたいところでございます。

 そして、次の質問に移ります。

 ５月２４日に商工会の総会がありました。私も商工会員でありますので、ずっと見

るわけでございますけれども、もうギリギリのところでですね、活動をやっておると

思うわけでございます。こうした商工会の運営が厳しい中で、何か支援施策があるの

か、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  商工会の支援と言いますか、助成等につきましては、２６年度から申し上げますと、

２６年度では６６０万、２７年度でも５６０万、２８年度が６５０万ということで、

また、プレミアム商品券の手数料等、２８年には６４０万、２９年度には６１０万、

それから、ちょっとさかのぼりますが、２７年度からは操業塾ということでですね、

５０万ずつ補助等を出しているわけでございます。

 議員ご承知のように、少子高齢化の中でですね、どのところにつきましても、やは
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り売り上げが減ってきたりとかですね、それから、やっぱり後継者不足、商工会もた

ぶんそうでございましょうけど、会員の減少とかですね、いろんな問題等が今後もま

た出てくることは、これは否定できないと思っております。

 そういった中で、まずはこちら執行部のほうからお願いいたしますのは、やはり自

主努力をまずはやっていただいて、それでもどうしてもということであればですね、

また、協議等もさせていただきたいと思っております。

 まずは自主努力をやっていただきたいというのが、今のところの考えであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  商工会に対する補助金、毎年多額の現金が出ております。また、プレミアムでは年

に２回やってますので、本当にありがたいことであろうと思いますけれども。いかん

せん会員数もどんどん減っている。全体的に商工会として衰退しているのかなと思っ

ております。

 そしてこの前、総会の中の監査の報告の中でですね、こういった言葉がありました。

 事業遂行に係る運営資金は借入金で実施されているため、無駄な利子の発生が続い

ている。今後の対応として、商工会運営資金の確保に伴う検討を速やかに実施してい

くことを求める。ということでございまして、そもそも１年間活動するにあたって、

当然補助金は出ますけれども、それが何回かに分かれて出るんでしょう。そういった

関係で借入金から運営をしていく。

 これは会計上できるかどうか分かりませんけれども、もし可能であるならば、前倒

しで補助金が出せるのかとか、例えば積立金みたいに、積立金がそもそもあれば借入

金する必要もないわけでございまして、そういった積立金、いずれ返してもらわない

かん部分ですけど、そういった会計上できるのかできないのか、ちょっと急ですけれ

ども、そういったことはできるか、ちょっとできれば答弁を。

 議  長  総務課長

 総務課長  補助金等の交付につきましては、補助金交付規則また個別の要綱においてやってお

ります。その中で概算払いという方法もございますので、事業計画等合わせて概算払

いの請求をいただいたら、その設定は協議によりますが、どれぐらいという形で年度

当初にお支払いをするとかいうことは可能だと思います。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  私は総会に出て、商工会の担当の方と話したわけではありませんけども、もしそう

いったことができてですね、借入金を借りる必要がなければ、監査が言っているよう

に、無駄な利子がなければ健全な運営ができるんだろうと思いますのでですね、ぜひ

とも担当課と商工会で話をしていただいて、そういったことができればやっていただ

きたいと思うところでございます。

 続きまして、商工会から以前言われておりました集団店舗ですね、今、高齢化等々

もありまして、経営者のですね。今、何軒かある生鮮食品店等々も将来なくなってい

くんじゃなかろうかと心配しておるところでございますけれども。

 こういった商工会から提案された集合店舗、これは、その後検討されておるのか、

お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  平成２８年２月に商工会のほうから、「東峰村の活性化は商工振興から」との題目

でですね、提言をいただいているところであります。

 ナガノ木工の跡地にですね、集団店舗をというような提案を受けていたわけでござ

いますけれども、その当時ですね、私も事業者の方にお聞きをいたしました。

 そうしましたら、もう先がないと。それから、やはりもう変わりたくはないと、い

うようなこともお聞きいたしておりましたので、提案は受けて、３０年度のですね、
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予算審議の中でも議論をさせていただきましたが、やはりちょっと、また大きな業者

の方が辞める辞めないの話も、その時期ぐらいから出ておりまして、これは、現在の

ところ検討をやっているというか、検討はやっていないというところであります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  住民はですね、若い人たちなんかはコンビニも欲しいとかいう話もあります。その

集合店舗の中にコンビニと何かいろいろあればですね、本当にいいのかなと思います

けれども、いかんせん経営する人が誰なのか、村営でするのかとか、そういったこと

も将来考えていかなくちゃいけないと思いますけれども、そういったことの検討をで

すね、今後お願いして、私の質問を終わります。

 休  憩

 議  長  ２時５０分まで休憩します。

（１４時４３分）

 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、３番 黒川隆康議員の一般質問を認めます。

（１４時５０分）

 議  長  ３番 黒川隆康議員

 ３  番  私は、イッピンプロジェクト事業について、この１点だけ質問したいと思います。

 現在、観光プロモーション、そしてトーキコーディネーター事業のようにですね、

小石原地区の特性を生かした事業の取り組みがなされております。このように地域の

資源を活用していくことは、大変重要なことだというふうに考えております。

 そうした中、まち・ひと・しごと創生総合戦略におけるイッピンプロジェクト事業

でありますが、六次産業化と合わせて新商品の開発や既存商品の改良等を目指したイ

ッピンプロジェクト事業は、現在ストップしたままであります。

 特に宝珠山地域は、小石原地域の陶器産業のような観光資源が少なく、宝珠山地域

の活性化のためには、イッピンプロジェクト事業は必要な事業であると考えておりま

す。

 この事業について、どのようにこれから取り組んでいかれるおつもりがあるのかど

うか、このことについてお尋ねしたいと思います。

 議  長  村長

 村  長  議員言われますように、観光プロモーション、トーキコーディネーター、これにつ

きましては、小石原地区の特性を生かしてですね、やっていこうという形で、現在進

めているところであります。

 そういった中で２９年度、イッピンプロジェクトということで１２品目の試作品等

も作りですね、さあ、これからやっていこうかといったところに、平成２９年度の九

州北部豪雨災害に遭い、この事業等は中断をしているというところであります。

 今年度の予算組みにおきましても、このことは十分意識をしておいたわけでござい

ますけれども、宝珠山地区のですね、やはり災害の状況も大きかったし、農地等の回

復等もまだまだでありますし、そういったことも鑑みて、今年度の予算の中には盛り

込めなかったというところであります。

 しかし、今、議員言われるように、東峰村は旧宝珠山村と旧小石原と合併した新し

い自治体でありますけれども、当然小石原地区におきましては、小石原焼をはじめで

すね、やっぱり高冷地栽培とか、そういった農産物等につきましても、トマトなんか

特にですね、ブランド力があってやっております。

 そういったところに反して、旧宝珠山村のほうを考えてみますと、なかなか特産品

的なこともありません。しかしながら、美しい景観、風景等は残っておりますし、そ

ういったところで、現在、ゲストハウス等のですね、建設等もまち・ひと・しごと創
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生総合戦略の中でやってきているわけでございます。

 しかしながら、農産品の特産品を開発しようとしていることにつきましては、やは

りこれはですね、この宝珠山地区を残していくためには、絶対やらなければならない

仕事だと思っております。

 当然そういったことも考えまして、以前、旧宝珠山小学校跡地の給食の場所、それ

から筑前岩屋駅のところの加工場、そういった２点を考えておりましたけれども、今

回の災害後ですね、筑前岩屋駅の橋も７ｍ道路、大型車が入れるような拡張した道路

もつくることができるようになりましたし、そうしますと岩屋の湧水等も使いまし

て、筑前岩屋駅の加工場ですね、この辺りをなんとか特産品の開発拠点にしたいと、

今思っているところであります。

 村の持ち物でありますところにつきましては、本定例会において指定管理者のです

ね、変更等もお願いするようになりますけれども、もう１つ、一番大きい建物は、土

地は村でございますけれども、建物はＪＡというような話を伺っております。

 先般ＪＡの佐々木支店長のほうともいろんな話をしていただきまして、結論的に言

えば、何かやっぱり東峰村でも、宝珠山地区においても特産品開発というのは重要で

すというところでは、一致をさせていただいておるところであります。

 そういった中で、何がじゃあ、宝珠山地区において、何と言いますか、武器になる

のかということでありますけれども、これは、以前から申し上げておりますように、

宝珠山地区におきましては、米それと柚子、それから岩屋の湧水それと胡椒、そうい

ったところの地区で一番強い物をもってですね、特産品開発をやっていきたいなと考

えているところであります。

 米につきましても、今幅広くできますよね、お酒からパン、もっと言えば、もっと

いろんな商品開発もできると思いますし、柚子につきましても、やっぱりジャムから

いろんな形での、当然柚子胡椒とか、そういったところにもできるかと思います。

 そういったところを、平成の名水であります岩屋湧水で作った、こういった物語等

も、やはり考えやすいのかなと思っております。

 今後この地方創生総合戦略の中でのイッピンプロジェクト、これは当然動かしてい

きたいと思っておりますし、また、そういったときになりましたら、議員の皆さん方

の協力もひとつよろしくお願いをしたいと思っておるところであります。

 前ちょっと申したかと思いますけれども、やはりこの地区をこういう具合にしてい

きたいんだということにつきましてはですね、マップ等を作りまして、そういったも

のをまずは議会の皆さんに叩いていただきまして、それでまた村民の方にもいろんな

意見を徴収して、それで、やはり村民全体がこの村の将来像を描けていくような、方

策というのは今後取っていきますので、そういった中で、またいいアイデアとかです

ね、いろんなご意見をいただいた上で、本当に村民の方一丸となって、この東峰村の

将来像を描いていく、そういったことになればと思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思っております。

 議  長  ３番 黒川隆康議員

 ３  番  今ですね、縷々取り組んでいきたいというお話を聞きました。これを取り組んでい

く上ではですね、やっぱりしっかりした計画の中で、協議しながらいく必要があると

思うんですね。どういう形で取り組んでいくのか、まだ姿が見えないんですよね。

 だから、例えば法人をつくっていくとか、組合みたいなものをですね、設立して、

そこで、その中で検討しながらやっていくとか、いろいろあると思うんですね。

 その中でもですね、今まで加工に携わってきた皆さん、それから農協も含めてです

けども、その人たちも入れてですね、やっぱり長年培ってきたいろんな考え方、技術

等もありますので、そういうことをやっていくお考えはあるのかどうか、ちょっとお
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尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  議員ご指摘のとおり、まずはどのように立ち上げていくかというのが、やっぱり重

要なことだと思っておりますし、今まで培ってきた技術の伝承等もですね、やっぱり

やっていかなければならないかと思っております。

 ますは産業建設委員会の中でもですね、先にお話をさせていただいて、そして、こ

ういった計画で進んでいきたいというようなこともご説明を申し上げる中でですね、

どうしてもやはり委員会等立ち上げて、進まなければならないかと思っております。

 やはり地方創生のお金を使うにいたしましても、失敗は許されませんので、それは

また国の資金を使いながら、そしてこの村の、特に宝珠山地区の活性化のためにはで

すね、いろんな知恵を出しながら皆さんと協議し、やっていきたいと思っております。

 議  長  ３番 黒川隆康議員

 ３  番  いろんな委員会立ち上げて、検討していくということであります。

 ただ、これだけは言っておきたいと思うんですが、運営等に関してはですね、やは

り失敗は許されないと思うんです。これを取りかかる以上はですね、やっぱり黒字経

営ということが必要になってきます。あくまでもやっぱり黒字経営を目指してやって

いくということが必要でありますけれども。

 でも、それをやっていくにはですね、やっぱり経営ノウハウを持った、きちっとし

たですね、経験者がやっぱり必要になってくると思うんですね。

 ですから、そういったところのお考えは、どういうふうにお持ちなのか、ちょっと

お尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  宝珠山地区に限って申しますと、宝珠山地区には株式会社ふるさと村という団体と

言いますか、会社があります。それも視野に入れながら、先ほど議員言われますよう

に、経営能力とかノウハウとかですね、いろんな点で考えるところもあります。

 そういった中で、私ども通常地域おこし協力隊を雇っているわけでございますけれ

ども、企業のほうからのですね、そういった企業地域おこし協力隊という制度があり

ます。

 これは、その企業に在籍をしたまま地域おこし協力隊として、例えば東峰村に来て

いただいて、そういった特産品の開発、それから販売ルートの確保、そういったとこ

ろ辺りまで支援をしてくれる制度があります。

 そういったものも視野に入れながらですね、どちらかと言いますと、やはりそうい

った人たちのノウハウを使う中でやっぱりやっていかないとですね、議員が言われま

すように、黒字経営をやっていくためには、ちょっと難しいのかなというのが正直な

思いです。

 そして、企業地域おこし協力隊につきましては、そこでやっていく自信があれば、

派遣された会社を辞めて独立をするということも、できるようなシステムということ

でございますので、いろんな可能性を探りながら、何としてでもやっぱり黒字経営で

やっていける。そして、日本の国、増しては世界に誇れるような特産品が開発できれ

ばと思っているところであります。

 なかなか言うは易く行うは難しでございますけれども、やはり前を向いて一歩一歩

ですね、そういったところは詰めていかないと、これは人口減少若しくは地域活性化、

そういったところの対策が取れないような状態に、いずれかはなると思いますので、

そういった時点におきましても、また、議員の皆様方のご協力をよろしくお願いした

いと思っております。

 議  長  ３番 黒川隆康議員
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 ３  番  今おっしゃったようにですね、企業地域協力隊みたいな形でですね、そういうふう

な経営ノウハウを持った、しっかり持った方が来て経営していただければ、いいのか

なというふうに思います。

 しっかりとした将来を見つめて、取り組んでいっていただきたいというふうに思っ

ております。

 これで、私の質問を終わります。

 散  会

 議  長  これをもちまして、本日の会議を終了します。

 明日１９日は、午前９時３０分から開会をします。

 本日は、これにて散会いたします。

（１５時０５分）
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 開  議

 議  長  おはようございます。

 ただ今の出席議員数は、９名です。

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

 議事日程は、お手元に配布のとおりであります。

（９時３０分）

 日程第１

 議  長  日程第１ 昨日に引き続き、一般質問を行います。

 ６番 髙倉寛視議員の質問を認めます。

６番 髙倉寛視議員

 ６  番  私はですね、まず、最初に岩屋キャンプ場の運営について、ということから質問を

させていただきます。

 １番に、管理運営を村で行うようにということでございましたけど、先日の全協で

説明がありましたので、ちょっと変えて質問させていただきます。

 岩屋キャンプ場の管理運営を、以前はふるさと村が運営やっていたと思います。先

日の全協で、４月からは一般社団法人竹棚田が運営をしていくということでございま

すが、なぜふるさと村から切り離したのか、そこをまずお伺いしたいと思います。

 議  長  村長

 村  長  岩屋キャンプ場の運営につきましては、いろいろと運営形態が変わっております。

 そういった中で、直近ではふるさと村がやっていたというところでございます。

 そういった中でコテージの、地方創生によるコテージの問題等もありまして、それ

で、竹の棚田地区の方々の管理という形で、コテージも含めた一緒の管理をやってい

ただくということで、竹棚田のほうにお願いをするというような形で、今進んでいる

ところであります。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  コテージとバンガロー、何と言うんですかねあれは、宿泊施設のほうがあるから、

法人のほうにお願いするということでございますけど、これは、どういうことでそう

いうふうな考えになるわけですか。これは、ふるさと村ではできないからということ

になるわけですか。

 議  長  村長

 村  長  ゲストハウスの関連も含めて岩屋キャンプ場のほうも、竹地区の設立いたしました

一般法人のほうにお願いをすると。つまりゲストハウスと一緒の括りで、今考えてい

るところであります。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  こういうふうにキャンプ運営体制ということで、一般社団法人竹棚田というふうに

なっております。

 一般社団法人というのは、営利を目的としない非営利法人であることとありますけ

れども、岩屋キャンプ場、また、先ほど言われたゲストハウス、利益は出さなくてい

いと思っているんでしょうか。これは、どのように考えておりますか。

 議  長  村長

 村  長  一般社団法人は、利益は出してもいいかと私は理解しております。

 ＮＰＯ法人とは、そこが違うんじゃないかと思っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  ではですね、再度伺いますけれども、どのような運営を考えているのか。

 まず、新しい施設になれば、中身の皿とか何とか、どういうふうな形になるのか分

かりませんけれども、そういったものの備品、そういったものはどこから出すのでし
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ょうか。当初予算はどこから出すんですか。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  備品等につきましては当初の予算のほうでですね、村のほうで準備をしておりま

す。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  これは副村長にお伺いいたします。

 先日の全協でですね、私の言葉の捉え方が少し違うのかもしれませんが、副村長は、

今まで指定管理料を出してきたので、当然出すものと考えておると、確か発言したと

思います。

 これからですね、再出発をしようとしている中でですね、そんな話を聞いたら、利

益を上げようとする向上心も努力することも考えないのではないでしょうかね。

 本当に指定管理料ありきの考えはですね、行政として正しいのですか。

 議  長  副村長

 副 村 長  先日、指定管理料を払うといったような発言をした記憶はですね、ちょっと今、な

いんですけれども。

 指定管理という方法で行うということはですね、申し上げたかとは思います。

 指定管理料についてはですね、基本的には支払わないという形での指定管理を、今、

考えているところです。以上です。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  私の言ったことがですね、ちょっと間違っていたら謝罪をいたしますが、今、副村

長が言われたように、指定管理料は出さない方向で考えているということでしたので

ですね、ぜひ、これからもそのようにやっていただきたい。必ずすぐ赤字になったら

すぐ指定管理料というふうなことを言っております。

 こういった法人をつくってやるんであれば、やはりそういったことはですね、十二

分に考えていただきたいと思います。

 それと、次にですね、先日の全協で４年後までの試算の説明がありましたが、今一

度ご説明をお願いいたします。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  前回の資料をご覧いただいているというようなところで、説明をしたいと思いま

す。

 まず２０１９年度、今年度でございますが、収入が３９４万６千円、支出が２６４

万１，４００円、収支の利益が１３０万４，６００円。

 ２０２０年、収入が７７５万円、支出が８４１万５，６００円、差し引きが６６万

５，６００円。

 ２０２１年度、収入が１，１００万９千円、支出が９４４万７，５００円、差し引

きが１５６万１，５００円。

 ２０２２年、収入が１，３８０万３，５００円、支出が１，２７０万３，３００円、

差し引きが１１０万２００円です。

 ２０２０年度が、単年度利益がマイナスとなっておりますが、繰越し計上しますと、

プラスの６３万９千円となっております。以上です。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  まず、一番最初に聞きます。

 ２０１９年度、今年度ですね、これがプラスになるという要因は何ですか。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  まず、キャンプ場の売り上げが３００万、それから、レンタル品が６３万２千円、

それと体験プログラムで２４万と計上しております。
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 あとは支出については、消耗品とか光熱費、浄化槽、あと役員報酬等と人件費等で

ございます。

 キャンプ場売り上げにつきましても、以前の実績に基づきまして、それの５０％以

下での試算としております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  今年度がプラス、来年度はマイナス、この要因は何ですか。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  人件費の中で、事務局長というのを設けております。そのスタッフが今年につきま

しては、シンカのほうの委託事業の中でそれを見ておりますが、来年度からそういっ

た委託事業がなくなりますので、その分でマイナスが出ております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  どこの施設もですね、非常に苦しい状態ではございます。ですけどもね、やはりほ

んと一般社団法人というのがちょっと引っかかるんですけど、やはり儲けると言った

ら非常に言葉は悪いんですけど、やはり利益を上げて、なるべく村からの一般財源と

かをつぎ込まないでいいようなやり方をやっていただきたいと考えております。

 次の質問に入らせていただきます。

 つづみの里の管理運営について、ということで質問いたします。

 つづみの里の管理運営は、以前より民間でやってきました。昨今に経営はですね、

大変厳しい状況でございます。

 今年の前半はですね、国道の改修が４月の中旬頃まで行われていたためですね、お

客さんの出入りが非常に入りにくい状況でございました。そのため売り上げがです

ね、前年に比べ極端に減少しております。

 このような状態でございます。ですので、やはり指定管理料の見直しはできないの

だろうかということを考えてですね、村に相談いたしましたが、結果は昨年同様でご

ざいました。

 このようにですね、店側に一方的な責任がない場合ですね、やはり村として少しは

考えていただけるのが当然ではないかと、私は考えておりますが、そこのところはど

のように思っておりますか。

 議  長  村長

 村  長  指定管理料の算定につきましては、村の指定管理料の算出の方法等は、すべて横並

びに一昨年辺りからさせていただいた次第であります。

 そういった中で以前は、つづみの里には指定管理料は出てなかったわけなんですけ

れども、そういった形でつづみの里のほうにも、現在２３０万強の指定管理料を、支

払いをさせていただいております。

 そういったところで、先ほどの議員の発言等もありましたけれども、やはりどの施

設におきましても、利潤を上げないと、これは大変なことでございますし、また、地

域の活性化にも繋がらないと思っております。

 そういった中で、できるだけつづみの里も有限会社でございますので、そういった

面では利潤を追求していただき、体制等もそのような形で頑張っていただければと思

っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  頑張っていただければということでございますけどですね、つづみの里はですね、

新しい館長さんが来てくれて、非常にですね、いろいろ頑張っております。

 本当に、我々もその中にちょっと入ってお手伝いはしておりますが、こればっかり

はお客さんが来ていただかないとことには、どうにもならないわけですよね。

 その中で、これをちょっと昔に戻って申し訳ないんですけど、ポーン太の森、あそ
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こに災害の後、派遣の職員さんがずっと泊まりましたよね。非常に安い値段で確か借

りておられたと思います。

 そういったことを考えたらですね、やはりポーン太の森とつづみの里と２カ所ある

わけですよね。やはりそういうことを考えた場合に、やはり指定管理料が他の施設と

同じものでいいのかというのはちょっと考えるところなんですけど。

 また、先ほどもちょっと言いましたけど、４月まで工事で、本当にお客さんが入り

にくい状態で、本当に悲惨な状態でございました。

 こういったものはですね、補償金というものは発生しないのかなと、ちょっと私考

えたわけですけど、そこのところはどのようなものでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  議員おっしゃいますように、一昨年の豪雨災害以降ですね、どの施設につきまして

も、やはり来店者の数というのは、減っているというのは事実でございます。

 また、先ほどのポーン太の森の宿泊料の件につきましても、これはつづみの里のほ

うと打ち合わせの上、行っているということでございますので、災害復興のための緊

急的な処置であったと思っていますので、その辺りはご理解をお願いしたいと思って

おります。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  続いてですね、その指定管理料について、ちょっと伺います。

 こんなこと言うと宝珠山の方に怒られるかもしれませんけど、宝珠山施設はです

ね、非常に金額が、いぶき館で５７０万、親水公園３６５万、この他ふるさと村とか

にも払われていると思います。

 しかし、先ほど言ったように、つづみの里、ポーン太の森２カ所で２３１万、これ

は、合併浄化槽の処理代それだけなんですね。

 ちょっとここで伺いますけれども、いぶき館の５７０万というのは、どういう支出

の仕方をしているのか、内容が分かれば教えていただきたいと思います。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  いぶき館の、まず５７０万の算定基礎でございますが、２８年から３２年度までの

指定管理料を見直した際に、歳入と歳出を比較し、歳出がオーバーする分を指定管理

料として算出した結果なんで、その結果、歳入のほうがですね、約１００万弱を３年

平均で見ております。

 また、歳出のほうでは、給料・手当３００万強、法定福利費５０万程度ですね、あ

と通信費と水道光熱費で１００万ほど、あと衛生管理費などが合わせて１００万程度

ございます。

 そうした場合に、歳出のほうの総額が６４４万ほどになります。それを差し引いて、

５４７万という数字を３０年度まで指定管理料として支払っております。

 本年度につきましては、当初予算の説明でも申し上げましたが、消費増税にあわせ

て半年分、１０月以降の分で約１％のプラスをしておるところでございます。

 その計算の結果、５７０万が算出されております。以上です。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  今ですね、課長が説明していただきました。

 これはもういぶき館の場合、ほとんど人件費とか光熱費とか、そういったもので支

払われておりますよね。

 であるならばですよ、つづみの里とかポーン太の森、それは当てはまらないですか。

 議  長  村長

 村  長  先ほども申しましたように、この指定管理料の算出基準というのは、一応統一した

算式で行っております。
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 そういった中で、この指定管理料等が決まっていると承知しております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  非常に統一したというけど、ちょっと私、これは納得できないような説明でござい

ます。つづみの里と単純にいぶき館と比べた場合に、統一しているような算出の仕方

ではないかなと考えております。

 今となってですね、小石原とか宝珠山とか、そういったことは言いたくありません。

でも明らかに宝珠山の施設のほうに大きな指定管理料を拠出しております。

 つづみの里、ポーン太の森はですね、せっかく今まで村からの支援も受けずに頑張

ってきた施設でもあります。やはりこれからのことを考えて、指定管理料を見直して

いただきたいと私は考えておりますが、どうしてもやっぱり村長が先ほどから言われ

ておりますように、もう決まっておるからこれ以上は出せない、というふうな考えな

のでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  つづみの里は指定管理料なしで、今までやってきてたわけでございます。

 そういった中で統一した指定管理料の考えのもと、２８年から１２０万、それから

順次上がりまして、３１年度では２３１万まで上がってきているわけでございます。

 以前はですね、私もつづみの里の会計等を担当しておりました。非常に経営的には

厳しいというのは分かります。しかし、そういった中で、やはり役員自らがいろいろ

と努力をいたしまして、人件費の削減等には取り組んできたわけでございます。

 現在では、つづみの里の駅長と言いましょうか、の方も常駐しておられる。それか

ら、焼物販売のところの人も常駐をされている。そういった収支等もですね、やはり

今後考慮していただければよろしいのかなと思っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  次に行きます。

 村がつづみの里を管理運営する考えはありませんか。

 村長、先ほどあなたは、以前つづみの里で会計をしておられたということでござい

ました。会計状況を見られてですね、法人、これは又聞きですので、間違っていたら

訂正してください。

 こんな施設は村に返したほうがいいというようなことを話していたそうですが、そ

れは事実でしょうか。

 議  長  村長

 村  長  記憶にございません。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  分かりました。

 それで、非常に苦しいというふうなことで、やっておるわけでございますけどです

ね。もし、あそこを、今の経営を今の人たちが辞めた場合、これは、あくまで仮定の

話ではございますが、仮定の話ではございますが、もしあそこを辞めた場合、村とし

てどのように対処するつもりでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  仮定の話でございますので、仮定の話でさせていただきますと、当然、村の施設で

ございますので、村のほうが管理をするというところになるかと思います。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  最後の質問に行きます。 

 国道沿いの支障木について。

 今現在、災害復旧で、国道の工事があっちこっち行われております。

 以前からですね、これは、私が言いたいのは、ちょっと写真とか撮ってくればよか
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ったんですけど、ちょっとそういったこともありませんけども、自分方の上のほうの

黒谷に入るところから小野政司氏、あの直線のところにですね、本当に大きな木が何

本ぐらいあるのかな、７、８本あるんじゃないかな。ああいうのは伐採するというこ

とはできないでしょうか。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  村内の主要国道、今おっしゃられました２１１号につきましては、道路管理者はご

存じのように福岡県となっております。

 福岡県のほうにお尋ねと言いますか、聞いたところですね、国道沿いの支障木につ

きましては、道路敷地から出ているものと民地から出ているものがございます。

 県では、路面の変状把握の他、通行に支障がないかどうか、定期的なパトロールも

実施されているところであります。

 今回ご指摘の、道路敷地内から出ていると言いますか、そういった支障木につきま

しては、通行に支障があるものがありましたら、道路パトロール時に枝打ちするなど

逐次対応しているということでございました。

 また、民地から道路に出ている支障木につきましては、所有者に対して注意、指導

及び伐採等の対応を依頼していると伺っているところでございます。以上でございま

す。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  枝打ちをしていただくのはありがたいんですけど、あれ本当にもうかなり大きな木

になっておるわけですよね。やはりああいうのはもう根元からバッサリ切るというふ

うなわけにはいかないのでしょうか。そういったことは県にお願いできないのです

か。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  個別のですね、そういった場所と言いますか、そういったところがありましたらで

すね、お伝えすることは問題なくできます。要望という形でですね、お伝えすること

はできます。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  そういうことができるということであればですね、ぜひとも働きかけをお願いした

いと思っております。

 これで、私の質問を終わります。

 休  憩

 議  長  １０時５分まで休憩します。

（９時５９分）

 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、一般質問を行います。

（１０時０５分）

 議  長  ５番 高橋弘展議員の質問を認めます。

５番 高橋弘展議員

 ５  番  私、３問質問をさせていただきます。

 まず、１問目に関しましては、東峰村保育所・保育園のあり方について、お尋ねし

てまいります。

 平成２９年度において、平成３１年度に、社会福祉法人越原会の解散に伴い、小石

原保育園が閉園するということで、東峰村保育所審議委員会が立ち上がっていたかと

思います。その中で、これからの東峰村のあり方が検討されてきたかと思います。

 幸いにも小石原、ひいては東峰村の保育事情を鑑み、この社会福祉法人越原会を引

き継いでいただく方々が手を挙げていただいて、理事交代ということでですね、存続
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が可能になっているかと思います。本当にありがたい限りです。

 しかしながら、越原会解散及び小石原保育園閉園という話がですね、子育て世代の

方々や地域住民の方々の多くが聞かれて不安になられたかと思います。

 その一方で、小石原保育園がですね、結果的に存続できるようになったことが、ま

だまだしっかりと村内また地域の方々、子育て世代の方々にアナウンスされていない

のではないかな、広報であったりそういった部分でですね。

 というところもありまして、今一度この保育所審議委員会の結果がどういう形にな

ったのか、そして、小石原保育園がどのようにして存続が可能になったのか、村当局

からですね、ご説明をお願いいたします。

 議  長  村長

 村  長  先ほど議員が述べられましたように、平成２９年度、児童数が、元々２０名定員が

ですね、１１、２名ということで、それから、それ以降については、一桁台辺りにな

るというような話をお聞きをしております。

 そういった中で、小石原保育所をどうするのかというのは、非常に大きな課題であ

りまして、越原会のほうとですね、いろいろ協議等はさせていただいていたところで

あります。

 そういった中で、平成３０年におきましては、第１回保育所審議会を開催をしてい

ただきまして、答申が出されたわけでございますけれども。

 答申の内容といたしましては、当面の間２カ所の保育所を残すこと、運営としては、

民営化を目指すものとする。それから３点目が、園児の減少によっては１園化を行う。

ただし、民営化ができない場合は村営とする。そういった答申がなされております。

 そういった中で、村といたしましても、当然、１つは村営の保育園、１つは民営の

保育所という形でありますけれども、０歳児から５歳児までを預かる保育所につきま

して、やはり１０ｋありますので、この距離感というのはですね、非常にやはり配慮

しなければいけないものと思っておりました。

 そういった中で私としても、村が支援をするにしても１村１園１所の体制は確保し

ていきたいという旨は、越原会のほうにもお伝えをさせていただいていたところであ

ります。

 しかしながら、今でいうと来年度ですか、来年度につきましては、２０人の保育の

予定に対して一桁、６、７名になるというよう予想も出ておりまして、今回もまた補

正のほうで、今年度中にはお願いをすると思いますけれども、当然それだけ村からの

ですね、補助金等も増やさざるを得ない。しかしながら、今からこの村をつくってい

く子どもたちでございますので、そういった面においては、村のほうといたしまして

も、十分な支援等はしていきたいと思っているところであります。

 第１回の保育所審議会の結論を得まして、その後いろんな、小石原保育所のほうと

も詰めさせていただいて、そういった中で今言われました、地域外のですね、支援者

の方からいろんなご支援をいただいて、小石原保育所が当面継続できるような状態に

なっているというところについては、非常に支援をしてくれる方々に対しては感謝を

申し上げたいと思っております。

 ただ、この答申にもありますように、最終的には民営化をやっぱり目指していかな

ければ、村のほうの負担等が相当大きくなってきますので、そういったところの審議

等についても、やはり今後再度検討をしていかなければならないのではないかと思っ

ているところであります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  通告書のすべてをなんかお答えいただいた感じになってしまったんですけれども、

整理しながらお尋ねしていきたいんですけれども。
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 村長言われるように、今回、理事さんや評議員さんですね、交代することによって、

この越原会、小石原保育園存続が可能になったということですが、２０人定員の保育

園の中で、実際今１２人程度ですかね、平成３１年、令和元年度がそれぐらいで、来

年度が７名という予測も出てきております。

 やはり定員いっぱい、定員に近い経営でですね、大体保育園というのはようやく経

営が成り立つようなシステムと言いますか、運営状況になるかと思います。

 という中においては、やはりこの先においても、この小石原保育園の運営、経営に

おいては厳しい部分が続くというのは、言わなくても分かる部分なのではないかなと

思います。

 この検討委員会、審議会の答申報告書についても、この平成３０年、２９年度に検

討されてきた答申においては、先ほど村長が言われたような、当面は２園を残す、民

営化を目指す、児童減少によっては１園化、あと職員給与の均一化などが方針として

打ち出されております。

 しかしながら、今度の平成３１年３月に出てきた、この東峰村保育所運営検討委員

会の中の報告書の中では、民営１カ所に統合した場合が最も運営が安定することを確

認、今後の村内保育所の状況を注視しながら必要に応じて改めて検討すると、いうよ

うな報告が上がってきております。

 最初の答申書に比べると、何かちょっと緩いと言いますか、なんか今後の方向性が

すごいうやむやした感じに聞こえてしまいます。

最初の時点のときはですね、２９年度のときは、もう越原会の解散というのがです

ね、もう目前に迫っているという中だったので、やはり方向性というのがはっきりと

示さないといけない状況だったけれども、いざ存続が決まってしまうと２歩、３歩後

退した形でですね、なってしまっているのかなと。喉元過ぎれば熱さを忘れるような

感じにちょっと聞こえてしまいます。

 今、村長からもですね、少しいろいろ方針等が示された形には聞こえますけれども、

やはり当面の間、当面という言葉を残したままでは、やはり地域の住民の方々、子育

て世代の方々にとっては、いざ預ける保育所が近所にない、近くにないということは、

そこで定住ということを考えることは難しいのかなという部分を考えると、やはり村

で安心して定住できる環境のためには、この保育所というのは社会的インフラにもな

るかと思います。

 そこで、今後の村として、村長の口からはっきりと、もしよければ方向性というの

を、今公言できる範囲で示していただきながら、ぜひ検討を進めていただきたいなと

思うんですけれども、今後の村内の保育園のあり方について、１村２園・所ですかね、

１村１園１所、園になるか所になるか分かりませんが、どのような方向性、村内に何

カ所の保育園が適切なのか、適当なのか、方向性をお持ちでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  私の考え方は変わっておりませんで、１村１園１所ですか、この方針は従前から変

わっておりません。

 それで、この理由につきましては、先ほど言った距離感の問題とか、やっぱり今、

議員おっしゃるように、預けられる方ですね、そういった方のことを考えますと、そ

れはなかなか１０ｋというのは難しい。それから、子育てというのは、何と言いまし

てもこの村の大きな財産でございますので、それにつきましては現在のところ、そう

いったところを変える考えはありません。

 ただし、運営の方法についてはですね、村営がいいのか、民営がいいのか、これは

今からの議論になるかと思っております。

 当然民営化になりますと、村のほうからの負担がですね、軽減できるという最大の
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メリットはありますけれども、それによって園のほうの、何と言いますか、園児等に

対する、表現がちょっと悪いんですけれども、十分でないようなですね、園を運営し

ていっても、これはだめだと思っておりますので、今までどおりの園若しくは所の運

営を維持しながら民営化できるのが一番いいのかなと思っております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  次の質問をお答えいただいた形にはなるかと思うんですけれども、民営か村営かと

いうことで、それについては、今後検討していく課題だということではあります。

 おいて、今は民営と村営が並立している形になりますが、民・民になるか村・村と

なるかという話だと思いますが、これは、経営を統合するという考えでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  経営を逆に統合しないとですね、端的に言いますと、小石原保育所のほうはですね、

これは、民営にしてもやっていけないと思っております。

 したがいまして、経営母体は１つで、２カ所の民営の保育というのが一番望ましい

のかなと思っているところです。

 昨年度末にですね、答申をまたいただいておりますし、まだ答申をいただいた期間

から時間的にですね、まだ過ぎておりませんが、やはりもう来年小石原保育所７名と

いうような数字が出ている以上ですね、これは、やはりもっと真剣に、今後村の保育

をどうしていくのか、それからまた消費税の１０％になりますと、保育料辺りまで無

料になると言っております。

 そういった条件等の変更等もありますので、できればですね、今年度の中旬以降と

言いますか、秋以降ぐらいにはですね、これはもう結論的には、今年度出してもらわ

なくても構わないと思っています。いろいろ議論をしていただいて、継続的でも来年

度辺りに向けてですね、しっかりとした保護者も含めた協議をする中で、この保育所

の問題をどうするのか、全体的なものとして取り組んでいかなければならないのかな

と思っておるところであります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  いつ、どのような場で方針を定めるのか、という次の質問についてもお答えいただ

いた形になるかと思いますが、改めて、今まで２年間続いてきたこういう審議会のほ

うを、再度立ち上げ直すということでよろしいのでしょうか。

 というのと、あと立ち上げる時期ですね。まず、それがいつになるか、まず、はっ

きりとお答えをできればお願いいたします。

 議  長  村長

 村  長  早ければ秋口ぐらいには再度ですね、立ち上げたいなと思っております。

 そして、先ほども言いましたように、年度内での答申というのは時間的に議論が足

りないのかと思いますので、来年度に向けた形でもきっちりとした保育問題について

の議論をしていただき、そして、答申を得たいなと思っているところであります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  ちょっと秋口という緩い部分ではあるんですけれども、大体９月、１０月ぐらいを

想定しておいていいのかなという、少し確認と、あとこの決ですよね、いつになった

らこの方針がきちっと確定するのかという部分が少しあやふやかなと。

 ただ、村長が懸念されるように、早急に結論を出してしまうことも、逆に保護者の

方々にとって不安をあおる結果になるのじゃないか。それもよく分かる部分でありま

す。

 ただ、大枠の方針というのはいち早く決めていかないと、要は、各論である経営を

統合するであったり、保育園、保育所の先生たちがどうなっていくのかという問題も

含んでいるかと思います。
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 そういった部分で、段階的に、例えば今年度は大枠の大綱と言いますか、方針を決

定し、それが民営なのか、村営なのか辺りですね、その後どういうスケジュールでや

っていくかは、また来年度でもいいのかなと。

 そういうふうな段階を経て、まず、今年度にある程度の方針を決めるという部分は

可能じゃないかなと思いますが、もう一度村長のお答えをお願いします。

 議  長  村長

 村  長  なぜ、こういうことを言うかといいますと、小石原保育所が来年度７名になりまし

てもですね、これは、村のほうがきっちりとこれは支援をしていきたい。この考えに

は変わりはありませんので、現状のまま推移をしていけるのかなと思っているところ

です。

 そういった中で、やはり中間報告的なことでもいいかと思いますけれども、まずは

民営化をするという結論を出すにしてもですね、今の雇用体系辺りをどうするのか

と、いろいろな議論をしていかなければならないかと思っております。

 したがって、まず、民営ありきの話から始まると予想できるんですけれども、それ

が村営になった場合、そこら辺りは単純に、言い方は悪いですけれども、金額的な比

較で、どうしても民営化というような形になっていこうかと思います。

 しかしながら、保育の質をですね、落としてまでも民営化をしなきゃいかんのかと

いう問題等もあるかと思います。

 これにつきましては、やはり今の保育の質は確保しつつ民営化になって運営できれ

ば、これが最高の目指す到達点かなとは思っているところであります。

 そういった関係で、いずれにいたしましても、そういった議論をする中で、しかも

議員言われますように、保護者の方との意見調整と、それからまた保育所の先生方と

の意見調整とかですね、これはやはりいろんな面で難しい話になるのではないかと思

っておりますので、先ほども言いましたように、７名になろうが村としては今の体制

は堅持していきたい考えでございますので、そういった形で２年間でもかけてです

ね、結論を見出していければと思っています。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  村長から２年間というお言葉が今出まして、大体それぐらいを目安に出るというこ

とを、想定をさせていただければなと思います。

 その中で、今後秋口にこの委員会が立ち上がるということで、時間もまだ３カ月程

度ですね、ありますので、そういったところで、この小規模保育園がどうすれば経営

が安定して成り立っていくのか、こういう経営統合のパターンであったり事例等です

ね、調べる時間も十分あるかと思います。両保育所もいろいろネットワークをお持ち

だと思いますので、ぜひ協力してですね、この運営委員会が最初から議論が活発にで

すね、行えるような準備を整えていただきたいなと思います。

 最後の質問ではありますが、先ほど村長も言明されましたと思いますので、いいか

なと思いますが、ぜひ、この厳しい経営状況の中で小石原保育園、まだ方向性が定ま

らずに存続していく形になるかと思います。そこへの運営面的サポート、財政的補助

ですね、そういった部分がしっかりと確保されるのかどうか、村長からお答えをお願

いいたします。

 議  長  村長

 村  長  先ほど述べましたように、この保育所の運営等についてはですね、しっかりと村の

ほうではサポートしていきたいと考えております。

 また、議員各位におかれましても事情察知の上ですね、ご協力をお願いしたいと思

っているところであります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員
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 ５  番  次の質問にまいらせてもらいます。

 次の質問は、宝珠山ふるさと村元専務住宅の売却について、お伺いいたします。

 宝珠山ふるさと村の資本金については、９９．７％が村からの出資金であり、合併

前の旧宝珠山村時代に出資されたものでもありますので、ぜひ、今回の住宅売却につ

いても明瞭明確な住民への説明が必要であると思いますので、この質問をさせていた

だきます。

 今回、この事案について取り上げさせていただいたのは、大まかな概略を説明させ

ていただきますと、昨年１１月にこのふるさと村所有の元専務住宅が売却されたかと

思います。その購入された方よりも前に豪雨災害により被災し、河川回復工事により

家を立ち退かなければならなくなったために、購入を希望された村民の方がおられ、

その旨を村長、ふるさと村の社長になりますね、に伝えられていたものの黙殺、要は、

その話が全く通じていなかったという事件と申しましょうか、事案ということで、概

略説明させていただきます。

 予め申し上げておきますが、購入を希望されていた方及びその代理をされた方も、

現在購入された方に対して、何の悪い感情も持っておられないということで、そうい

ったことを事情配慮していただきながら、ご質問させていただきたいと思います。

 この事の発端自体はですね、豪雨災害が発生した２０１７年１１月２８日に、購入

を希望されていた方の代理人からメールを村長宛、そして当時の岩橋副村長宛に送ら

れ、要望されることから始まります。

 そのメールを一旦読み上げさせていただきます。個人名等が出てくる部分に関して

は、ちょっと伏せさせていただきながら、その辺かいつまんで説明をさせていただき

ます。

 澁谷村長様、岩橋副村長様。

 前略、毎日お疲れ様です。

 住宅のお問い合わせになりますが、先般の災害により被災しました宝珠山大字福井

の、購入希望者の自宅が危険区域の河川に面していまして、この購入希望者のお宅と

他の２軒と川に面して３軒の住宅が並んで建っております。上側２軒の河川の擁壁が

今回の水害で大きく倒壊し、購入希望者の隣のお家ですね、が一部が被災し、現在住

宅は解体されました。

 川の上下流は直線で、この場所だけ川がＳ字カーブしているため、この３つの住宅

に向かって激流がまともに突き当たります。購入希望者宅の護岸が崩壊しなかったの

も不思議なくらいで、そうでなかったら家ごと流されていたことになります。

 現場視察に来られた土木事務所や専門家の意見は、次の集中豪雨時には非常に危険

との指摘を受けております。そこで、本人は現在の住宅に安心して暮らせないので、

住み慣れた地区内で優先的に住宅を探しているところです。

 一方で、地域おこし協力隊２名と他１名が、ふるさと村元専務住宅を年内の１２月

に退去しますと私に報告がありました。購入希望者の希望は、２人が退去して空き家

になった時点で、現在の自宅から約５０ｍのこの住宅に住めればお願いしたいこと

と、あと将来的に村が払下げしてもらえるのかを聞いてもらいたいと、私に相談があ

りました。

 本人としては将来を考えたとき、日田市や杷木町等のほうが便利が良いが、お母さ

んも一緒なので住み慣れた村で安心できる家があればそれでも良いということです。

村内で移住促進活動に取り組んでいる私としては、なんとか村の留まってもらいたい

と思っております。

 今後災害復旧について、購入希望者本人と私で、過日県土と立会いましたところ、

県土木事務所としては、年度内に調査の結果を報告にあがりますが、状況見通しとし
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て、今後の国の方針に従って、１、川幅を広げる、２、護岸の強化、３、護岸の嵩上

げにこの場所が該当するので、用地賠償含めてご相談させてもらう可能性が大きいよ

うです。年度末の３月末は目前のことなので、購入希望者としては村外を含めて土地、

住宅物件を探し始めたところです。希望する該当住宅は、株式会社宝珠山ふるさと村

の元専務が不祥事により、債務弁済上やむを得ず村が引き取った経緯の物件ですの

で、前向きに検討していただきたいと思います。

 村内になければやむを得ず村から出なければなりませんので、ぜひ、速やかな対応

と回答をお願いします。２０１７年１１月２８日。

 この購入希望者の代理人の方からのメールになります。

 このメールが送られた後、澁谷村長から、代理人のこのメールを送られた方に電話

があり、問い合わせの物件は村の所有ではなく株式会社ふるさと村の所有物件となっ

ているということの報告があり、代理人の方は、そのときに澁谷村長が社長を務めて

いるので、払下げができるかどうか調べて返事を下さいとお願いしたそうです。

 その後、一切の返事がなかったそうです。

 質問にまいらさせていただきますが、該当する住宅に、現在売却された方、この方

は時系列的に言うと、昨年の３月に希望を出されたそうです。

 ということで、現在売却された方よりも先に購入希望の申し出を、村長に対し行わ

れていましたが、なぜ、ふるさと村の役員会で取り上げられることがなかったのか、

協議されることがなかったのか、お尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  この件に関しましては、代理人の方からそういう話を聞いておったことは事実でご

ざいます。

 しかしながら、いろんなことがこの災害後ありまして、失念をしていたということ

で、本当に申し訳なく思っているところであります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  結果的に、役員会では一切取り上げられなかったということでよろしいでしょう

か。

 議  長  村長

 村  長  役員会でも取り上げてはいないと思っております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  今年の３月２１日に、代理人の方からふるさと村、社長に対してもなんですけれど

も、どうなっているのかのお尋ねの文書を送られております。その後も何回かやり取

り行われていると思いますが、そのときの回答がこちらです。

 延田住宅について、社長がこの購入希望者に２度ほどお会いしたときに、ご本人か

ら正式な意思表示がなかったことから、正式に申し込みを受けた、現在購入された方

と交渉を進め、役員会、株主説明会の承認を得て、売買契約に至りました。

 この件については社長も、貴殿から相談を受けていた中で配慮が足りなかったこと

を大変反省していますし、誠に申し訳ないと述べておりました。

 失念していましたという部分はありましたけれども、２度ほど確認も行っているん

ですよね。確認を行っているということは覚えていたということでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  この、もう１人の方からの申し込みにつきましては、ふるさと村の専務であります

大坪専務のほうにお話が上がっていたということでございまして、そういったところ

につきましても、役員会の中では話があっておりました。

 それと本人にお会いしたというところでございますけれども、初盆を参りに行った

ときにですね、直接本人とはお話をさせていただいていたわけでございますけれど
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も、この延田住宅と言いますか、今問題になっていることについての含みもありまし

て、話をしていたわけでございますけれども、そういった後にですね、またいろんな

こともありまして、失念をしておいたということであります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  この初盆のときには、今あるその延田の住宅のことを知ってて、その購入希望者の

方に聞かれたわけなんですよね。

 じゃあ、なぜ、役員会にそのことを挙げなかったんですか。

 議  長  村長

 村  長  その後ですね、私が失念をしていたということでございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  失念して、思い出して、また失念するという、ちょっとあんまり理解ができないん

ですけれども。

 この初盆のときに伺ったという時点では、もう売却の流れは進んでおりましたよ

ね。株主説明会等の資料を少し拝見させていただきましたところ、５月の半ばには株

主説明会が行われて、そのときに報告を行い、今、購入された方へ、要は、売買の契

約を進めていくということの承認を取られているかと思います。

 もうその時点で話は進んでいたかと思うんですよね。それを知っているにもかかわ

らず、購入希望者の方に、初盆を迎えたときにお伺いして、どうなったかと聞くのは、

ちょっと後々これを聞いたときに、どういう意味でそれを聞かれたんですかと、僕も

耳を疑いましたけれども。どういう意味合いでそれ、そのときに聞かれたんですか。

 議  長  村長

 村  長  記憶は定かでございませんけれども、そういった災害によって家の立ち退き等があ

るということは、その当時の当人の家に限らず、その３軒ぐらいですね、そういった

形については記憶をしておりましたので、そういった関係で家が、今後どのようにな

るのですか、というような話をしたかと思います。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  先ほどの答弁と辻褄がよく合わないんですけれども。

 村長は先ほど、延田の住宅、要は、ふるさと村元専務の住宅を念頭に置いても話を

したということだったと思うですけれども、もうこの時点では契約に向けて進んでい

るのであるから、もうその部分、思い出しているのであれば、お断りというか謝罪と

いうか、何なりと時系列を説明せざるを得なかったんじゃないですかね。そういうこ

ともなぜされなかったんでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  時系列等ちょっと持ち合わせていませんので分かりませんが、先ほどからも申しま

したように、この件については失念をしてたということで、大変申し訳なく思ってい

るところであります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  村のほうにちょっと話を戻してお聞きしたいんですけれども。

 村民の方々には災害復旧工事に際しては、県や村から、用地買収に応じる必要があ

ったときは、ぜひとも応じていただきたいと、お願いしたいということを村民の方々

に、説明会があるたびにおっしゃられているかと思います。

 そういうことがある中で、一番にこの話を聞いたときに、何かしらか対応を考えな

いといけない。要は、村民の流出、村に住みたいという方が村に住めない状況になる

ということが考えられる中で、何か村長は手を打たれたのでしょうか。その話を聞い

たとき。

 議  長  村長
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 村  長  ちょっともう一度説明をお願いいたします。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  村民の方々には、用地買収に応じていただきたいという部分でおっしゃってきてい

るかと思います。村としても用地買収を進める。要は、工事に係る部分については、

村民の方にお願いというかですね、協力を求めている立場かと思います。

 その上で、この案件に関しては、もう家を移らなければならないという、一番ケー

スが難しい、悪いと言ったらあれですけども、パターンだと思います。 

 そういった部分で村としては、やはり村民の生命・財産、そういった部分をしっか

りと確保するために、やはり一緒になって検討しなければならない立場ではないのか

なという中で、村長はこの話、ふるさと村の話として受け取ったかもしれませんが、

村長の話でもあるかと思います。

 そこで、何か災害が起きた年の１１月にこのメールを受けて、何か動かれましたで

しょうか。

 議  長  村長

 村  長  災害の年の１１月に、このようなメールを受け取っているわけでございますけれど

も、その後ですね、やっぱりいろんな災害復旧に関しての行事等いろいろありまして、

先ほどから申し上げておりますように、この問題に関しましては本当に、この問題に

限らず他のこともあるかと思いますけれども、すべてに対して対応できていないとい

うことにつきましては、大変申し訳なく思っているところです。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  いろんなたぶん解決法もあったかと思うんですが。

 職員の方々、副村長以下ですね、この案件というのは情報として共有されていたの

かどうか、用地買収もかかわる、県との絡みもあることかと思います。

 そういった中で、村長も常々報連相ということで、報告、連絡、相談、そういった

部分重要だとおっしゃっておりますが、その部分はできていたのでしょうか。

 副村長にもご回答をお願いしたいと思いますが、岩橋副村長にもこのメールが送ら

れております。そういった部分は引き継がれておるのでしょうか、お尋ねします。

 議  長  副村長

 副 村 長  引継ぎがあったかどうかということですけれども、私としましては、この件につい

てはですね、詳細な部分は把握をしていなかったというところが実際でございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  もう一度村長にお尋ねします。

 この案件に関しては、副村長以下、他の職員の方に何か相談、要は、こういう案件

があっているということはお伝えされたりはしたんでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  たぶんですね、してないんじゃないかと思っております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  村長、ずっと申し訳ないという部分で、一点張りなんですけれども。

 もう少し、この案件がなぜこういう形で進んだのかの部分について、お尋ねしてい

きたい部分があるのですが。

 まず、今回売却されたことについては、もう異論ないところですけれども、村が９

９．７％支出する第３セクターが土地所有、家を売却ということであります。

 そういった部分で、公募であったり公表であったり、そういった部分が明確に行わ

れるべきではなかったのかなという部分があります。

 なぜ、こういうふうな売却の経緯を進むことになったのか、なぜ、公募やそういっ

た入札等がふるさと村で行わなかったのか、お尋ねします。
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 議  長  村長

 村  長  言い訳になるかと思いますけれども、ふるさと村、２人の取締役がいるわけでござ

います。９９．７％ですか、村のほうが株を持っているということで、歴代村長のほ

うが社長という職を預かっているわけでございますけれども、実質的な運営は代表取

締役専務のほうがやっているというところでございます。

 当然役員会等やっておりますので、報告等は受けているというところであります

が、この問題に関しまして、村の施設だから公募云々ということは、当然、やはりや

らなければいけなかったのかなと思っておりますが、専務のほうがこの話は、別件の

話ですね、現在の話は進めておりましたので、株式会社であるふるさと村としての、

専務のそれが考え方ではなかったのかなと、想像をする次第であります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  結論の最後のほうにまいりたいと思いますけれども。

 村長が配慮不足、要は、失念していたということで、先の購入希望者においては、

該当する住宅取得の機会を失ったことになるかと思います。それを失念、配慮不足と

いうのは、大きなやはり責任があるのかなと思わざるを得ませんし、その案件自体が、

村長１人のみですべてが抱えられていたということで、誰も、それを村長が失念した

ら対処できないような状況で、なおかつ公平なる入札であったり、そういう開かれた

公募という部分もない中で、購入希望者の希望自体はすべて失われたことになりま

す。

 ちょっと代理人の方の思いと文章を少し読み上げさせていただきますと、問い合わ

せをした私には回答が一切なく、購入希望者に対して曖昧な回答を続ける澁谷村長

に、私が改めて質問状を出したところ、納得いくような具体的な説明は今もってない

状態です。村を代表する村長とも言える人物が、村民にとって信用しえない、できな

い態度を取りつづけることはとても容認できません。

 一番手に売却の申し入れをした人を無視し、二番手の申し入れの人には速やかに対

応して売却譲渡が決定され、そのことについての説明が依頼人と本人にも言わなけれ

ばなされず、責任逃れとしか思えないような言動を繰り返す澁谷村長は、それで済ま

されると考えているように感じると。

 本来一般公募すべき内容の物件のはず、村の中でこういうことが起きていることを

住民は誰も知らない。私や、議員の私ですね。購入希望者さんは泣き寝入りしてしま

うことになるでしょう。結局購入希望者さんは、今年の９月を期限に、現在の自宅を

立ち退きしなければならないので、やむなく日田市、吉井町、小郡市等の住宅物件の

現地見学、調査、交渉に動いています。

 購入希望者さんが、澁谷村長の過失によって受けた被害については、澁谷村長に何

らかの形で責任をもって弁済すべき内容のものと考えております。

 そこで購入希望者の方としても、ぜとひもやはり村内に残りたいということで、こ

の弁済という部分、宝珠山ふるさと村、村長筆頭にしてですね、同様の住宅いろいろ

探していただいたり何なりして提供される、そういう責任の取り方は考えていないで

しょうか。

 議  長  村長

 村  長  再度改めてですね、本当に申し訳なく思っておりますし、また、当該者の方とはで

すね、今後話をまた、させていただきたいと思っておりますし、ぜひとも、また購入

希望者の方が村内に残っていただけるような方策等についてもですね、含めまして話

をさせていただきたいと思っているところであります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  村長にもう１つ、くどくどになりますけれども、申し上げさせていただきたいのは、
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もちろん購入希望者に対しての謝罪、そして対応というのはしていただかなければな

りません。

 もう１つは、やはり代理人の方が一生懸命になってこれ動かれています。いろんな

調査であったりですね、住めるような形で購入希望者の方と動かれてきたと思いま

す。その部分に対して、全く１年半近くに渡って回答がない中で、勝手にと言います

か、知らない間に決まっていたということ、かなり失望されております。

 昨日の同僚議員の一般質問を引用する形で非常に申し訳ありませんが、やはりそう

いう電話や相談が役場にあって、職員の方がそれに対して返信しない、返答しない、

そういうことがあったら村長どうですかと言ったら、そのときは言語道断だという

話、それは、村長が一番今分かっていただかなければならないのかなと、いう部分を

感じます。

 ぜひとも、その代理人の方を含め、再度どういう方向に持っていくのか、検討して

いただきたいと思いますが、よしいでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  代理人の方からはですね、いろいろと今まで提案、それからご支援を受けていた中

で、このような結果になったことにつきましては、本当に、誠に申し訳なく思ってい

るところであります。今後ですね、また代理人の方も含め話をさせていただきたいと

思っています。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  ぜひ、この購入希望者の方が村外に出ないような形で、やはりこの責任を取って、

しっかりと村長動いていただくことをご期待いたします。

 最後の質問にまいります。

 暴力団等反社会的勢力の排除の取り組みについて、お伺いいたします。

 近年、暴力団排除の動きがですね、県警を中心に福岡県の中でもですね、大きく行

われているおかげもあってですね、すごく安全・安心な町という部分広がって、住み

やすい町に繋がっていっている中で、今、この暴力団だけではなく反社会的勢力と言

われる、例えばの言うところであると、振り込め詐欺グループであったり、そういっ

た新たな勢力も出てきております。

 最近のところで言うと、芸能人の方々がその反社会的勢力のグループの宴会に出席

をしていたという問題も取り沙汰されている中で、東峰村においても、なかなか今ま

でそういう事案というのは発生してこなかった現状もありますが、この災害以降、や

はり多くの方にご支援、ご協力をいただく中で、たくさんの人が東峰村に協力、応援

をしていただいているかと思います。

 多くの方々は善意で行っていただいているので、やはりその意をくむ部分もあるか

と思いますが、逆にそういう部分を狙ってですね、心の隙をついての部分、狙ってく

る悪い方々もいらっしゃるということを、同時に考えておかなければなりません。

 ということで、東峰村の取り組みについて、改めてお伺いしたいんですけれども、

東峰村暴力団排除条例に基づく誓約書等があるかと思います。この誓約書等はどうい

った事案、例えば契約であったり委託事業であったり請負、どういった部分でこの誓

約書を記入していただいているのか、お尋ねします。

 議  長  総務課長

 総務課長  契約等の案件の所管は総務課になりますので、答弁させていただきます。

 誓約書につきましては、契約等について、また暴力団の勢力等につきましては、工

事関係、業界に入り込む事例が多いというふうに、警察等の協議の中にも伺っており

ます。

 その中で、暴力団排除条例の第６条の規定によります措置として、工事請負契約ま
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た業務委託契約を締結するにあたりまして、必ず必須の書類として提出をいただいて

いるところでございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

５  番  一般的市町村の対応という部分ではあるかと思いますし、概ねどの市町村もそうい

う対応にはなっているかと思います。

 工事であったり委託業務という部分が、今までそういう方々が入り込みやすいとい

うかですね、部分であったかと思うんですけれども、今はなかなかそういう部分が目

に見えないというかですね、分からない部分も多々発生してきている部分もあるかと

思います。

 私もボランティアグループのですね、福岡県の補助金を得る際に、そういう助成金

を申請する中でも、実はそういう反社会的勢力、暴力団ではありません、関係しませ

んという部分の誓約書を記入させられた覚えがあります。

 副村長に少しお尋ねします。 

 県としても、そういった今の市町村の、東峰村の条例で定めているような公共工事

であったり、委託業務の契約以外にも幅広くそういった部分取り組みをされていると

思いますが、分かる範囲でお答えいただけますでしょうか。

議  長  副村長

副 村 長  私、県にいたときに分かる範囲でお答えいたします。

 東峰村と同じようにですね、契約を結ぶ際にはですね、そういった形で誓約書を提

出していただいているということでございます。以上です。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  たぶんいろんな契約と言いますか、今たぶん、おそらく村の中でも業者と委託契約

であったり工事請負契約で、そういった部分での誓約書が多くなっているかと思うん

ですが。

 今、先ほど申し上げたように、なかなか個人的な部分であったり、そういった部分

では見えなくなっている。契約する部分に関しても、例えば賃貸借の契約であったり、

個人の方が何か役職を任命、それが特に村内の方であったりですね、そういった部分

も多々出てくるかと思います。

 なかなか村外の方々等に関しては分別つかない部分、そこまで調査できるのかとい

う部分ございますので、その法人や団体登録以外、法人ですね、以外にもやはりこう

いう個人の方々と契約する部分であったり任意団体ですね、そういった部分に関して

も、しっかりとこの誓約書等をですね、交わして、まず村として、何かあったときに

対処できるような対策を得る必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょ

うか。

 議  長  村長

 村  長  先ほど総務課長、副村長答えましたように、一応工事関係、主契約者についてので

すね、反社会的行為の条文等につきましては、交わしていたかと思います。

 そういった中で、今、言われるように、俗に言います元請の下の子会社等について

もですね、案件等につきましては、これはたぶんやってないと思いますので、そうい

った点も含めて、親会社のほうで何か縛りができないかどうか、ちょっとその辺りは

調査をさせていただき、そして、また他の自治体等を参考にしながらですね、東峰村

での取り組みと言いますか、そういったものは決めていきたいと思っております。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  確認になりますけれども、今、工事請負契約であったり、そういう事業関係の契約

に関しては取られているということだったですけども。

 例えば、土地の賃貸借であったり建物の使用許可、そういった少し大がかりなもの
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に関しても誓約書を取られているのか。

 もう１つ、さっき言いました、村外の方を何かの役職等に任命する際にも、そうい

う誓約が取られているのか、お尋ねします。

 議  長  総務課長

 総務課長  補助金等またそういった賃貸借契約等に係ります部分につきまして、村外の新規事

業所と言いますか、新しい事業所等ですね、また伝え聞きますと、住宅の入居申請等

があった場合とかですね、そういった場合には、後の質問にもあると思いますが、警

察との協定の中で、そういった法人やそういう代表者に対して、そういうような反社

会的団体の登録がないかという確認はですね、取っているところでございます。

 誓約書という形での書面は、取り交わしてないというのが実情でございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  行政のやはり健全な執行を守るためには、ある程度この誓約書という部分は、後々

効いてくる部分もあるかと思います。個人とのですね、関係性を悪くしない程度に、

ある程度、これが今の社会の現実なんだという部分を受け入れて、そういう誓約書を

書いてもらうのも、もう行政の仕事の一部として捉えてもいいのかなとは思いますの

で、ぜひ、その検討を行っていただきたいのと、朝倉警察署と協定書を結ばれている

ということで、村民の方がそういう事案、そういう情報を聞いたり、そういう相談を

受けたりする場合に、村にはどういうふうな形で相談をさせていただければいいの

か、村を通して警察署に聞いていただければいいのか、最後にお尋ねいたします。

 議  長  総務課長

 総務課長  そういった事例がですね、村のほうから、これまでそういう情報を受けたという事

案はございませんが、電話等ででもですね、総務課のほうが、そういった窓口になっ

ておりますので、相談を受けましたら、その案件を総務課のほうでお尋ねをして、そ

の情報をですね、警察署のほうに上げて、警察と情報を共有しながら、その事例に対

処するという形に立てつけ上はなっておりますので、そういう形になると思いますの

で、直接警察に電話してくださいという形にはならないというふうには考えておりま

す。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  ぜひ、その際には、個人の秘匿は確実にしていただきたいのと、あとは、先ほど言

わせていただいた誓約書の件に関しては、再度その条例部分かかわる部分、いろんな、

要は、個人、団体とかかわる部分ございますので、ぜひ、課内、庁内の中でも再検討

いただきたいと思います。

 以上で終わります。

 議  長  以上で、一般質問を終わります。

 散  会

 議  長  これをもちまして、本日の会議を終了いたします。

 明日２０日は、午前９時３０分から再開します。

 本日は、これにて散会いたします。

（１１時０５分）
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 開  議

 議  長  おはようございます。

 ただ今の出席議員数は、９名です。

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

 議事日程は、お手元に配布のとおりであります。

（９時３０分）

 議  長  これより各議案の質疑、討論、採決を行います。

 日程第１

 議  長  日程第１ 議案第２２号「東峰村森林環境譲与税基金条例の制定について」を、議

題といたします。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 （質疑なし）

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 反対討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  討論がないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第２２号「東峰村森林環境譲与税基金条例の制定について」を、お諮りいたし

ます。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

 日程第２

 議  長  日程第２ 議案第２３号「東峰村定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を、議題といたします。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

５番 高橋弘展議員

 ５  番  条例に関するところとしまして、今度この中原団地建設されて１６棟ですかね、建

設されておりますが、村民の方が少し疑問に思われているのが、今回長屋形式にされ

ていることです。

 お尋ねしたいのが、村民の人も疑問に思っていて、ちょっと長屋形式というのが今

のライフスタイルを考える上で、やはりプライバシーの問題であったりそういった問

題で、ふさわしいのかどうかという部分、すごく多くの方疑問に思われたり、何でだ

ろうね、ということで聞かれたりします。

 なぜ、今回この中原団地が長屋形式で設計、建築が進んでいったのか、経緯のご説

明をお願いいたします。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  長屋形式につきましては、元の用地の範囲もありましたけども、用地と、あと希望

される、入居される予定の方の戸数を勘案しまして、長屋形式としております。

 また、長屋形式につきましては、説明会のときにもですね、そういったご意見をい

ただいておりましたけども、どんどん２つの、二戸一と言いますか、上町住宅のよう

なイメージをしていたというご意見もいただいておりましたけども、そういう事情
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と、あとプライバシーの問題もありましたけども、福岡県のほうとも話をしまして、

長屋形式が今のご時世に合わないわけではなくてですね、県としても長屋形式をつく

っている事例もあるということもお聞きしておりまして、その旨説明会のときでもご

説明さしあげて、最終的にはご理解いただいたというところでございます。

 議  長  他に、質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 反対討論はありませんか。

 （反対討論なし）

 議  長  賛成討論、ありませんね。

 ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第２３号「東峰村定住促進住宅条例の一部を改正する条例の制定について」を、

お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

 日程第３

 議  長  日程第３ 議案第２４号「東峰村簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を、議題といたします。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

６番 髙倉寛視議員

 ６  番  ちょっと伺いたいんですけど、この改正案のところでですね、給水人口は少なくな

っているのに、１日当たりの給水量が増えているというのは、これはどういうことで

こういうふうになるのか、教えてください。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  今の数値のところにつきましては、過去１０カ年の実際の給水量と、あと今後１０

年間の時系列、人口がどのくらい増えていくとか、そういったことを勘案して決めて

おります。

 なので、一概に減ったから増える、減ったから減るということではなくてですね、

過去の給水量の実態と、あと将来予測を踏まえてトレンド法と言われるもので推測、

設定しているものでございます。

 議  長  ９番 伊藤均議員

 ９  番  この中のですね、竹浄水場系統につきましてですが、給水人口並びにこの給水量が

減ってますよね。これ自体は竹の浄水場のタンク自体が故障して、今、水源の取り方

が変わっとるという形になっておるかと思います。

 この関係でこの数字が変わってきたのか、それとも減らしているものが、先ほど説

明があった、人口的な要因でしているのか、その辺りのところをお教えいただきたい

んですが。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  取水位置の変更に伴うものではなくて、先ほどご指摘のとおり、ご指摘に即してご

説明さしあげましたけども、過去の給水量の実態と、あと将来予測を踏まえて設定し

たものでございます。

 議  長  ９番 伊藤均議員
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 ９  番  そうしますと、取水口の変更ですね、これによって問題が生じるということは、全

く考えなくていいということで判断していいんですかね。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  はい、そのようにご理解いただければと思います。

 議  長  他に、質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 反対討論はありませんか。

 （反対討論なし）

 議  長  賛成討論はありませんか。

 （賛成討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第２４号「東峰村簡易水道設置条例の一部を改正する条例の制定について」を、

お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

 日程第４

 議  長  日程第４ 議案第２５号「東峰村特産物加工施設の指定管理者の指定について」を、

議題といたします。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

８番 大蔵久徳議員

 ８  番  今回、指定管理者が満了前に辞めたということでございますけども、この契約の満

了前に辞めなければならない特別の理由があったのか、お聞きします。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  岩屋の特産物加工施設につきましては、岩屋地区の方々とＪＡとで、柚子胡椒等の

ですね、生産を行っておったわけでございますが、その方たちが高齢者になったとい

うことで、事業を撤退したいと申しますか、縮小していきたいと、そういう申し出を

ＪＡのほうが受けまして、ＪＡの管理だけでいくとＪＡの負担が大きいと、電気代、

水道代、そういったところの負担が大きいので、ＪＡのほうは撤退したいと、そうい

うことでございました。

 それで、今回新たな指定管理者を募集したということでございます。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  関連でございますけど、ということはですね、農業がちょっと資金的にも無理があ

るということで、撤退したということでございますと、ということは、また、ここに

も指定管理料が入るようになるわけですか。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  この施設につきましては、以前から指定管理料は無料でございました。今後におき

ましても指定管理料の支払いはございません。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  今度この東峰村農業生産組合ということに、議案としてはなっておりますが、この

方々はどういったものを生産予定ということで、指定管理を請けられる予定でありま

しょうか。
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 議  長  農林観光課長

農林観光課長  今回、農業生産組合のほうから提案いただいておりますのが、味噌の生産とですね、

柚子胡椒、柚子ペースト、そういったところを主に生産加工を行うようでございます。

 議  長  他に、質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 反対討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第２５号「東峰村特産物加工施設の指定管理者の指定について」を、お諮りい

たします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

 日程第５

 議  長  日程第５ 議案第２６号「村道路線区域の変更について」を、議題といたします。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 （質疑なし）

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第２６号「村道路線区域の変更について」を、お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

 日程第６

 議  長  日程第６ 議案第２７号「令和元年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第１号）」

を、議題といたします。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

６番 髙倉寛視議員

 ６  番  ３６ページ、８款土木費の中で委託料が、その他委託料で６９０万ほど上がってお

ります。このその他委託料というのは、どういうふうなことを委託しておるのでしょ

うか。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  その他委託料につきましては、工事請負の分と監理委託の分の２つを合わせて、そ

の他委託料として計上しております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  監理委託というのは、どういうことなんですか。委託料を２つ、今。
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 どういうふうなことをするための委託なのかを、ちょっと詳しく教えていただけま

すか。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  監理委託というのは、工事進捗に伴いまして、これは福岡県に委託して、うちが出

しているんですけども、工事施工業者の調整等の取りまとめ、あとは工事監督の分を

委託して、福岡県から委託している分でございます。それを監理委託としております。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ８款１項１目土木総務費、その１９節の部分で、がけ地近接等危険住宅移転補助金

ですね、これは、土砂災害防止法の特別警戒区域ですか、そこ辺になっているんだろ

うと思いますけれども。

 実際、今までこういった予算を使ったことがあるのか。それと、村が移転地を斡旋

するようなことがあるのか、お聞きします。

 議  長  建設水道課長

建設水道課長  実績としては、ございません。

 あと、村が場所を考えるというところも、そういった事象がなかったのがあります

けれども、今のところ考えてはおりません。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  ３５ページの２款１項３１目プレミアム付商品券事業、及び３６ページの７款１項

１目商工振興費のプレミアム商品券のほうの、どちらについてもお尋ねいたします。

 この両方につきましては、完全に同じ時期、同じタイミングでこの商品券の販売と

いうか交付と言いますか、が始まるということでよろしいんでしょうか。

 議  長  住民税務課長

住民税務課長  ２款１項３１目のですね、プレミアム付商品券のほうの販売につきましては、１０

月から翌年の３月までの販売を考えております。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  商工費で組んでおりますプレミアム商品券につきましても、利用期間は１０月から

来年の３月まででございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  この商品券、用途と言いますか、目的となる部分が、意味合いが違う商品券かと思

います。

 今、住民税務課長が述べられた部分に関しては低所得者向けというふうに聞いてお

りますし、従来の部分に関しては、農林観光課長の分は商工振興にあたる部分だと思

いますが。

 なかなかこのプレミアム商品券というものが出るということ自体は、やはり住民に

とってはかなり恩恵があるというかですね、ものなので、特に低所得者の方は、今回

どちらも購入ということで聞いているので、じゃあ、要は低所得者向けのほうを購入

して、さらにまた振興向けのほうもチャンスがあるけれども、そっちも購入という、

同時期にですね、購入の機会ができるというのは、少しなんかタイミングとしてどう

なのかなと、どうなのかなというかですね、その公平性というかですね、がちょっと

疑義を感じるんですが、その辺の調整というのは何かできなかったんでしょうか。

 議  長  住民税務課長

住民税務課長  ２款１項３１目のほうのプレミアム付商品券につきましては、対象者のほうがです

ね、低所得者とですね、平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までの間に生ま

れた子どもが属する世帯が対象となっておりまして、販売の期間についてはですね、

国のほうからですね、そういった指示のほう、両方とも買ってはいけないとかですね、

対象ということでですね、国のほうからは説明を受けておるわけでしてですね、両方
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とも買えるとかですね、そういうところのまだ説明のほうはですね、国のほうからは

聞いていませんけど、ということで、すみませんが。

 議  長  住民課長、もう少し明瞭な説明をしないと。

農林観光課長

農林観光課長  商工費のプレミアム商品券につきましては、従来どおりの商品券ということで１割

のプレミアムでございます。１人当たり５万円の購入限度額を設定して、今回も販売

することになろうと思いますし、期間につきましては、福岡県のほうより、１０月か

ら３月を基本的に実施機関としてくださいということの説明は受けております。

 理由につきましては、補足説明で行いましたように、消費増税前の駆け込み需要を

防ぐためということで、１０月から３月を設定しているものでございます。以上です。

 議  長  住民税務課長

住民税務課長  住民税務課の分もですね、県のほうからですね、販売としましては１０月から３月

までを販売の期間としてくださいということと、また、子育てにあたる支援というこ

とで、低所得者と子育て世代の支援という説明もあっておりますので、その期間中に

買えるということでございます。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  前の答弁のところで、どちらも購入できるのかというのは、分からないというのは、

それはまだ指針が全く示されていないということでしょうかということと、今回のど

ちらもあるということ自体は、低所得者、子育て世代の方々はプレミアム商品券のほ

うを主に使っていただいて、それ以外の方は従来どおりのを使ってくれというふうな

形の、その仕分け方になっているんでしょうか。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  商工費におけるプレミアム商品券についてはですね、購入者の制限を特に設けよう

としているものではございません。以上です。

 議  長  住民税務課長

住民税務課長  こちらのほうですね、対象者が決まっておりますので、その方が購入できるという

ことで、２つの制度が違いますので、別々というふうに考えていただければいいと思

います。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  最初のほうに聞いた、要は、どちらも購入できるという指針に関しては、国等から

は、県等からは全く出てないということでしょうか。

 議  長  住民税務課長

住民税務課長  議員が言われますようにですね、別制度ですので、そういった指針のほうはですね、

国から示されてないところでございまして、制度が違うということでですね、両方と

も購入できるということになると思います。

 議  長  もう１問認めます。

５番 高橋弘展議員

 ５  番  何が聞きたいかというと、同じ時期によく似たというかですね、同じタイプの形の

商品券が出るので、片方は対象者が決まっている。片方は無制限というかですね、対

象者がないということで、その対象者がある方にとっては、対象がない部分の機会も

若干損失というか、同じ支出するタイミングで、なんかもったいないなというような

感じを受けるんですね。同時期に機会の損失と言いますか、というのもあって、最後

の質問なんですけども、この対象者のほうが決まっている低所得者、子育て世代の部

分に関しては、完全にもう対象者が決まった部分で額が設定されて、期間中であれば

いつでも、その方は対象分購入ができるということでよろしいんでしょうか。

 議  長  住民税務課長
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住民税務課長  議員さん言われますとおりですね、対象者が金額分購入ができるということになり

ます。

 議  長  他に。

９番 伊藤均議員

 ９  番  ３５ページ、６款２項８目の荒廃森林整備事業、この中で、今回８４３万というよ

うなことで補正が上がっております。

 それで、これについて事業がですね、予想されるという形で補正を上げられてある

かと思います。

 ただ、これ今、ちょっと資料がないんで言えないところがあるんですが、数年前は、

この森林整備事業の中で予算を組んどって、予算を使えなかったというか使いきれな

かった。例えば、森林組合さんのほうが、事業が手一杯でもう事業はできませんよと、

いったような案件があったと思うんですよ。

 それで今回について、荒廃森林は大事なことなんですけど、元々４，４００万程度

のですね、予算を組んでおって、また、この分について補正をすると。

 このものについては、しっかり年度内に荒廃森林をやっていくということになるの

かと思いますけれども、その辺りのところは、予算は組んだけど森林整備が、人が足

りなくてできなかったというようなことが今までありましたんで、この辺りのところ

をしっかりできるのか、というところを含んでですね、お答えいただきたいと思いま

すが。

 議  長  農林観光課長

農林観光課長  この８目の荒廃森林整備事業、元々４，４７５万あるわけですが、この事業費につ

きましては、２９年の北部九州豪雨災害による流木等の整備、そういったものをです

ね、東峰村と朝倉市、両市村には特別枠というような形でですね、事業費を付けても

らっております。この事業費については、概ね現時点でですね、見積もり等を取った

ところ利用ができそうでございます。

 それから、今回補正いたします８４３万でございますが、結果的に８４３万という

数字になりますが、これは積立金と委託料と。これは１回積立を行い、そして繰入れ

をした後に委託料を出すということですので、実質お金が動くのは４２１万５千円に

なるわけでございます。

 それで、この４２１万５千円につきましては、荒廃森林整備事業の事業内容と若干

異なりまして、森林経営管理法に基づく事業。これについては、村が林地台帳と申し

ますか、そういったものを２年かけて整理したわけですが、その事業者のほうにです

ね、今回、森林経営管理法を進めるがための準備作業を委託する費用に充てるもので

ございます。

 委託内容といたしましては、樹種、流木の密度、樹高の分布、材積の算定、収量比

数、傾斜区分とか、そういったものをですね、山そのものの林層の調査をですね、ま

ず行ってもらうための委託料でございます。以上です。

 議  長  他に、質疑はありませんか。

９番 伊藤均議員

 ９  番  ３６ページの１１款災害復旧費、この関係なんですが、繰越しまた事故繰越しとい

ったような災害復旧費、たくさんあります。

 確かにこれは、目的別に繰り越しておりますので、その中で受け入れ業者というか、

そういうものがなかなか決まらないために、こういう形で繰越しが出ておるというこ

とは、承知はしておるんですが、そうした場合にですね、小規模災害自体が、今度ま

た４，２００万という形で補正を上げられております。

 全部が乗らない分とか、いろいろあるかと思いますが、じゃあ、この金額がですね、
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補正で上げるものなのか、当初予算でなぜできなかったのかと、この辺りのところを

ですね、お聞かせ願いたい。金額的にも大変大きゅうございますので、そういうとこ

ろの要因をですね、教えていただきたいと思いますが。

 議  長  災害対策室長

災害対策室長  まず、単災、この事業につきましては、当初災害の査定に乗らなかったもの、もし

くは応急的に行うべきものを財源としてですね、起債として手当するものということ

でご理解いただきたいと思います。

 公共災につきましては６０万以上が査定の対象と、それから河川につきましては、

河床とか川底から１ｍ以上とか、車道とか道路とかですね、いろんな規定がございま

す。

 こちらにつきましては、候補地というか、単災のですね、今現在１８０カ所ござい

まして、これを計画的に進めておるところではございますが、この単災の査定と申し

ますか、事務的な審査が年に２回行われます。５月と１０月の２回でございますが。

 予算編成の時期では見込みのですね、当初は３，０００万ですね、を計上させてい

ただいておりました。

 今回、災害査定の５月の審査におきまして認められたもの、できるだけ計画的に計

上はさせていただいておりますが、それが実施という段階に入ってきますので、その

設計委託料ということで、多額の委託料の計上ということでご理解いただきたいと思

います。

 議  長  ９番 伊藤均議員

 ９  番  ５月に査定があったということでお話があってるんですが、実質言って、災害をで

すね、早く進めるということになれば、ある程度のものは設計委託ですから、設計業

者がですね、忙しくてできないという理由はあるかと思うんですよ。

 ただ、やはり補正でどうしても上げなきゃいけないという要因にはですね、なかな

か納得しにくいところがあるのかなと。

 じゃあ、計画的なですね、災害復旧ということがなされないということは、言い過

ぎになるかと思います。ただ、遅れる要因にもなるんではないかというところは、出

てくるんではないかと思いますので、もう一度その辺りのところをお聞かせいただき

たいと思います。

 議  長  災害対策室長

災害対策室長  今現在、災害の公共災の対象としてはですね、９５％を超える発注率ということに

なっております。

 この単災事業につきましては、先ほどの答弁のとおり１８０カ所、こちらは対象と

なるべきものなのかどうかということで、その１８０カ所のうち、昨年の１０月から

ですね、今年の５月、２回目の審査を受けております。

 ですので、予算編成が１２月という時期もございまして、この金額を把握すること

がちょっと足りなかったという部分は申し上げておきたいと思いますが、ぜひ、この

事業をですね、次の１０月には工事のほうの審査もございますので、そのための実施

設計ということであります。ご理解いただきたいと思います。

 議  長  質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 反対討論はありませんか。

 （反対討論なし）

 議  長  賛成討論はありませんか。

 （賛成討論なし）
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 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第２７号「令和元年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第１号）」を、お諮

りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

 日程第７

 議  長  日程第７ 報告第１号「平成３０年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告」を、議題

といたします。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 （質疑なし）

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。

 報告第１号「平成３０年度東峰村繰越明許費繰越計算書報告」を、終了します。

 日程第８

 議  長  日程第８ 報告第２号「平成３０年度東峰村事故繰越し繰越計算書報告」を、議題

といたします。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

５番 高橋弘展議員

 ５  番  事故繰越しということで、予算上に関しては最終年という形になるかと思います。

 災害復旧関連について、お尋ねいたします。

 農地・農業用施設、林道施設、地がけのほうが今回事故繰越しで上がってきており

ますが、工事、ぜひとも完了していただかなければならないんですけれども。

 この３件について、未だ工事業者が決まっていないとか、そういった案件は今のと

ころあるのかないのか、お尋ねいたします。

 議  長  災害対策室長

災害対策室長  すべて契約相手決定しております。

 議  長  他に、質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑をこれで終結します。

 報告第２号「平成３０年度東峰村事故繰越し繰越計算書報告」を、これで終了しま

す。

 日程第９

 議  長  日程第９ 同意第３号「東峰村教育委員会委員の任命について」を、議題といたし

ます。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 （質疑なし）

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 同意第３号「東峰村教育委員会委員の任命について」を、お諮りいたします。
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 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、同意することに決定しました。

日程第１０

 議  長  日程第１０ 請願第１号「建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決と被害者

救済基金の設立を検討することを国に働きかける意見書提出を求める請願書」を、議

題といたします。

 紹介議員、長澤議員の説明を求めます。

７番 長澤貞義議員

 ７  番  請願第１号「建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決と被害者救済基金の設

立を検討することを国に働きかける意見書提出を求める請願書」の説明につきまして

は、意見書の朗読をもって代えたいと思います。

 まず、請願者を紹介しておきます。

 住所は、福岡県久留米市東合川町１４１－１。

 請願者は、福岡県建設労働組合北筑後支部 支部長 下川 博己です。

 それでは、意見書の朗読をいたします。

 建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決と被害者救済基金の設立を検討する

ことを求める意見書

 宛先、東峰村議会議長宛になっています。

 趣旨を朗読いたします。

 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト被害は多くの国民に広がって

います。

 アスベスト被害について、欧米諸国においては、製造業の従事者に多くの被害者が

出ているのに比べ、日本では建設業従事者に最も多くの被害者が生まれていることが

特徴です。それはアスベストのほとんどが建設資材などとして建設現場で使用され、

そして国においても建築基準法などで不燃化、耐火工法としてアスベストの使用を進

めたことに大きな原因があります。特に建設業は重層下請構造や「従事者が数多くの

現場に渡って就労する」ことから、労働災害として認定されることにも多くの困難が

伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もありません。

 また、被害者の多くが高齢化し、それに伴う病状の進行を考慮すれば、被害者の救

済に向けて速やかな対処が求められます。

 よって、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の

拡大を根絶する対策及びアスベストの拡散を防止する対策を直ちにとり、アスベスト

問題が早期に解決されることが求められています。

 また、こうした被害者を速やかに、また被害者の負担をできる限り少なくして救済

するためには「被害者救済基金」の設立が望まれます。

 建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を

根絶する対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期の解決が急務となっていることに

鑑みて、意見書を提出いたします。

 送付先がですね、紹介しときます。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、環境大臣、

以上でございます。

 議  長  以上で、説明が終わりました。

 これより質疑を行います。

 質疑のある方は。
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 （質疑なし）

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結します。

 採決します。

 請願第１号「建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決と被害者救済基金の設

立を検討することを国に働きかける意見書提出を求める請願書」を、お諮りいたしま

す。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、採択することに決定をいたしました。

 この意見書につきましては、後日、関係省庁に提出をいたします。

日程第１１

 議  長  日程第１１ 発議第２号「天皇陛下御即位を祝す賀詞について」を、議題といたし

ます。

 補足説明を伊藤議員に求めます。

９番 伊藤均議員

 ９  番  発議第２号、東峰村議長 佐々木紀嘉殿。 

「天皇陛下御即位を祝す賀詞について」

上記議案を別紙のとおり提出する。

 令和元年６月１８日提出、議会運営委員長 伊藤均名です。

 理由、天皇陛下御即位にあたり東峰村民を代表して、謹んで慶賀の意を表するため。

 天皇陛下御即位を祝す賀詞

 天皇陛下におかせられましては、御即位なされましたことは、東峰村民等しく慶賀

にたえないところであります。ここに東峰村議会は、村民を代表して天皇皇后両陛下

の益々の御健勝をお祈りするとともに、謹んでお祝いを申し上げます。

 東峰村議会

 以上でございます。

 議  長  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 （質疑なし）

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 発議第２号「天皇陛下御即位を祝す賀詞について」を、お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

 議  長  追加日程について、お諮りをいたします。
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 本日、村長から、議案第２８号「東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の

指定について」、議案第２９号「工事請負契約の締結について」、議案第３０号「損害

賠償の額を定めることについて」、議案第３１号「損害賠償の額を定めることについ

て」が提出されております。

 これを日程に追加し、追加日程第１から追加日程第４として議題にしたいと思いま

す。

 ご異議ありませんか。

 （異議なし）

 議  長  異議なしと認めます。

 議案第２８号「東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の指定について」を

日程に追加し、追加日程第１、

 議案第２９号「工事請負契約の締結について」を日程に追加し、追加日程第２、

 議案第３０号「損害賠償の額を定めることについて」を日程に追加し、追加日程第

３、

 議案第３１号「損害賠償の額を定めることについて」を日程に追加し、追加日程第

４として議題とすることに決定をしました。

 休  憩

 議  長  １０時２５分まで休憩します。

（１０時１５分）

 再  開

 議  長  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

（１０時２５分）

 議  長  村長に提案理由の説明を求めます。

村長

 村  長  追加議案の説明をさせていただきます。

 議案第２８号、東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の指定につきまして

は、岩屋キャンプ場コテージ等の一部改修を終えましたので、新たに指定管理者を指

定するものであります。

 議案第２９号、工事請負契約の締結につきましては、古民家ゲストハウス建築工事

の工事請負契約を締結するにあたりまして、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。

 前回、臨時議会の中で出させていただいたものを、再提案をしております。

 議案第３０号、損害賠償の額を定めることにつきましては、次のとおり自動車事故

の損害賠償の額を、決定通知が来ましたので、これに基づきまして地方自治法第９６

条第１項１３号の規定により、議会の議決を求めるものであります。

 議案第３１号、損害賠償の額を定めることにつきましても自動車事故でございます

けれども、これにつきましても地方自治法第９６条第１項１３号の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。

 以上、提案を申し上げます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。

追加日程第１

 議  長  追加日程第１ 議案第２８号「東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の指

定について」を、議題といたします。

 補足説明を担当課長に求めます。

企画政策課長

企画政策課長  議案第２８号「東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の指定について」
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 次のとおり東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者を指定したいので、地方

自治法第２４４条の２第６項及び東峰村公の施設に係る指定管理者の指定手続きに

関する条例の規定により議会の議決を求める。

 令和元年６月２０日提出、東峰村長名。

 １、指定管理施設の名称及び所在

 名称 東峰村岩屋キャンプ場・山村広場

 所在 東峰村大字宝珠山４１７１番地 他２１筆

 ２、指定管理者

 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山５４５３番地

 一般社団法人 竹棚田 代表理事 伊藤英紀

 指定期間 令和元年７月１日から令和６年３月３１日まで

 提案理由、岩屋キャンプ場コテージ等の一部改修工事を終えたので、新たに指定管

理者を指定するものです。

 当岩屋キャンプ場のコテージは７棟ありますが、内４棟の改修工事を終えました。

７月１日よりオープンを予定しております。

 残り３棟につきましては、今年度工事を行うところです。

 一般社団法人につきましては、竹棚田保全委員会、棚田守り隊、シンカ、村で組織

されております。以上です。

 議  長  以上、説明が終わりました。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

６番 髙倉寛視議員

 ６  番  こういうふうにですね、法人をつくられております。

 それで、昨日の説明会の中でも、指定管理料は発生しないということでございまし

たので、これを重々守るように。そこのところのお約束を、ここでしていただきたい

んですけど。

 議  長  村長

 村  長  全協それと今回の議員の質問を受けましたとおり、この件につきましては、指定管

理料は払わないということを申し上げておきたいと思います。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  この指定管理を行う法人について、少しお尋ねしたいんですけれども。

 この理事の中に副村長が入られる形になるかと思います。

 今、副村長に関しましては、県からの出向という形で、大体２年間で来られている

と思いますが、副村長が代わられるごとにこの理事というのが、村から出る理事のポ

ストと言いますか、代わっていくのか。それごとにまた登記を毎回やり直すのか、と

いうことをお尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  ご質問のとおり、副村長は２年間ということで来ておりますので、副村長が代わる

たびに登記の再登録、そういったことは必要になるかと思います。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  その際の登記変更に対する費用というのは、村が拠出するのでしょうか、それとも

竹棚田の方々が拠出するということでよろしいでしょうか。

 議  長  村長

 村  長  あくまでも法人の関係でございますので、法人のほうでしていただきたいと思って

おります。

 議  長  ５番 高橋弘展議員
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 ５  番  昨日、全員協議会で質問していて、数名から、調べておきますといった事項があっ

たかと思いますが、その辺の説明をお願いいたします。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  昨日の質問、リネン費はどこに計上されているかという件だと思いますが、昨日の

資料のほうのですね、消耗品、こちらの中で計上しております。

 リネン費につきましては、布団、シーツ等ありますが、布団につきましては購入を

するところでございます。シーツにつきましては、リースという形で行いたいと思っ

ております。

 シーツレンタル料が約３００円程度かかるということでございますので、その試算

でいきますと、消耗品の以内で収まるというところで試算しております。

 議  長  企画政策課長

企画政策課長  伊藤議員のほうから質問がございました。

 人件費の内訳はということでございます。

 コテージの清掃スタッフということで、コテージの清掃につきましては、１棟につ

きまして、２名で、１時間で清掃をするというところで試算をしております。

 ２０１９年度利用棟数としましては、１６８で試算をしております。それで２名で

１時間、３３６時間になります。これを１日８時間で換算して割返しますと、４２日

間のスタッフが必要というところでございます。

 議  長  質問はありませんか。

 ないようですから、質問を終結いたします。

 これより討論を行います。

 反対討論はありませんか。

 （反対討論なし）

 議  長  賛成討論はありませんか。

 （賛成討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第２８号「東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の指定について」を、

お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

追加日程第２

 議  長  追加日程第２ 議案第２９号「工事請負契約の締結について」を、議題といたしま

す。

 補足説明を担当課長に求めます。

企画政策課長

企画政策課長  議案第２９号「工事請負契約の締結について」

 古民家ゲストハウス建築工事について、下記のとおり工事請負契約を締結する。よ

って、東峰村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により議会の議決を求める。

 令和元年６月２０日提出、東峰村長名。

 契約の目的 古民家ゲストハウス建築工事

 契約の方法 一般競争入札

 契約の金額 ６，４９０万円
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 契約の相手方 福岡県飯塚市有井３５４－２１庄内ビル１階

        株式会社 南里住建 代表取締役 南里一仁

 備考に、工期、工事の場所、工事の概要等明記しております。以上です。

 議  長  説明が終わりました。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

５番 高橋弘展議員

 ５  番  お尋ねしたいのが、先般５月３１日の臨時会において否決されました。その際にも

何点か質疑が上がっていたかと思いますが、その１つで、同僚議員のほうから、この

工事入札の予定価格と入札価格の差である部分の疑義について、質問があっておった

かと思います。そういった部分に関して、何か不正的なことが働いたのではないかと

いう疑問が投げかけられていたかと思います。

 そういったところで、東峰村にも東峰村公正入札調査委員会等が、設置要領等が決

まっておるかと思いますが、その疑義に対して、そういった部分設置されたのか、あ

るいはそういうふうな調査が行われたのか、お尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  ただ今の質問につきましては、そういった委員会等の設置、それから審議等はして

おりません。

 議  長  ５番 高橋弘展議員

 ５  番  なぜ、行わないんでしょう。

 議  長  村長

 村  長  あくまでも一般競争入札でございますので、その請負比率等につきましては、幅が

いろいろとあります。類似の案件等もございましたし、今まではそういったことをや

ってきておりません。適正に応札をされたと解釈しております。

 議  長  ５番 高橋議員、３回目です。

 ５  番  議場にて疑義が生じ、ましてや議案が否決され、その契約そのものについてが、否

決という部分にあっているにもかかわらず、そういった疑義に対して対処されないこ

とに対して、すごく疑問に感じます。

 そういう疑義に対して、もう一度お尋ねしますが、なぜ対処されなかったのか。対

処されることによって疑問が晴れ、よりこの契約が正しいという部分が証明されるの

ではないかなと思うのですが、そういった部分に関して、なぜ対応されなかったのか、

再度お尋ねします。

 議  長  村長

 村  長  東峰村公正入札調査委員会設置要領の中に「入札談合に関する情報等があった場

合」、そういったところのことが要綱の中にあります。

 そういった情報等はございませんので、入札調査委員会の設置は行わなかったとい

うことです。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  前回の臨時会において、一般競争入札が公平に行われたか疑問の余地があるという

ところで、否決がされたわけでございます。

 それから全協を行いまして、説明がありましたけれども、その説明で村長は十分だ

とお考えか、お聞きします。

 議  長  村長

 村  長  先ほども申しましたように、これの談合の情報とかですね、そういった情報等があ

れば当然調査委員会等を設置し、そして調査をいたしますけれども、ご承知のように、

一般競争入札で応札をされた方、それにつきましては、極端に言えば、予定価格どお
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りであっても、そういった事実がない限りはですね、適正だと考えておるところであ

ります。

 議  長  ８番 大蔵久徳議員

 ８  番  ゲストハウスはですね、昨年不落が続きましたね。返納して、また補正予算債です

かね、それによって特別な計らいで予算付けができております。こういった意味でも、

実際これを返すわけにはいかんわけですね。

 その意味でもネックになったのが入札であったと、私は思うわけです。だから、今

後継続した調査をしてもらいたいし、村長、何もなかったと言います。しかしながら、

そういった調査を続けていただければいいかなと思います。

 また、今後の、他の入札においても、改革を行っていただくべきだと思いますけど、

そういった検討はできませんか。

 議  長  村長

 村  長  議員の提案のとおりですね、そういったことがなかったのかというのは、やはり内

部的にですね、まず調査をさせていただきたいと思います。

 当然、談合とかですね、そういった情報等があれば、これは当然要綱に基づいた処

置は取らせていただきたいと思っております。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  先ほどの高橋議員のときに、何も情報はなかったということでございましたけれど

も、この間の議会のときに、私たちがこれは疑わしいんではないかと、いうふうな情

報は与えているはずなんですけど、そういうのは情報にはならんわけですか。

 議  長  村長

 村  長  一般にですね、そういった入札前とか、そういった情報等につきましては、第三者

の方からの情報等により、これは、この東峰村役場の組織がどういう具合かというの

は、一度ありましたですね。

 それは、東峰学園の入札に関して談合の情報等があって、それは対処したと思いま

すけれども、今回の場合につきましては、そういう情報はありませんでしたので、適

正に入札が行われたと解釈をしています。

 議  長  ６番 髙倉寛視議員

 ６  番  第三者ということでございます。

 我々議員は、そういった情報をもし出したとして、村としては、もし出した場合で

すね、村としては、別に第三者じゃないから何もしないということなんでしょうか。

 議  長  副村長

 副 村 長  入札調査委員会につきましては、委員長が副村長ということになっておりますの

で、私からご説明させていただきます。

 当然ですね、基本的には第三者からの談合に関する情報を想定しているわけでござ

いますけれども、議員の皆様からですね、具体的な談合に関する情報があった場合に

つきましては、当然ですね、入札調査委員会の審議の対象にはなるだろうというふう

には思っておりますけれども、今回の件につきましてはですね、落札率が高かったと

いうようなお話はございましたけれども、具体的に、では談合に関する情報があった

というふうにはですね、こちらとしては考えていなかったところでございます。以上

です。

 議  長  他に、質疑。

７番 長澤貞義議員

 ７  番  今回、再提案ということでございますが、再議と再提案と違いですね、これの説明

ができましたらお願いします。 

 議  長  副村長



17 

 副 村 長  再議につきましてはですね、同一の会期の中でですね、同一の内容について再び提

案をすることについては、再議ということで考えております。

 今回につきましてはですね、前回の臨時議会とはまた別の、今回の定例会で改めて

提案するということで、再議ではなく再度の提案であるというふうに考えておるとこ

ろでございます。

 議  長  他に、質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 まず、反対討論はありませんか。

５番 高橋弘展議員

 ５  番  反対の立場から討論させていただきます。

 先ほどからこの入札に関しての公平性について、質疑が数名の議員から上がってお

ります。５月３１日の臨時会においても、その部分があったかと思います。

 それに対して、やはり納得のいく答弁というのが選られてないという部分で、先ほ

どの大蔵議員の質問に対しての答弁の中でも、今後もそういった部分については調査

をしていく、調査をしていかなければならないといった部分も発言しているにも関わ

らず、今回の部分に関してはないという部分、調査をしていないのにも、ないと言い

きれる部分に関しては、一切説明がつかないのかなと感じざるを得ません。

 否決という５月３１日の結果をもって、この再提案の前にやはり調査、そういった

部分で、何もないという部分で、公正であったという部分が証明されてから、やはり

こういった再提案はなされるべきかなという部分で、今回、反対の討論とさせていた

だきます。

 議  長  賛成討論はありませんか。

３番 黒川隆康議員

 ３  番  私は、賛成の立場から討論を行います。

 この事業につきましては、当初の計画より大幅に建築内容の変更とともに、事業費

も合わせて低減されております。また、工事費は予定価格内に収まっており、工事請

負契約は妥当であると考えております。

 よって、この議案については、賛成をいたします。

 また、この事業については、竹地区の皆さんが長期にわたり協議を重ね、取り組む

ことを決断したもので、この事業を行うことによって、地域の振興に寄与していただ

くものと期待をしておるところであります。以上です。

 議  長  討論はありませんか。

１番 梶原伯夫議員

 １  番  私も賛成の立場で討論させていただきます。

 さっき同僚議員の黒川議員が申しましたように、いろいろそこのところも一緒であ

りますが、竹地区の方、また地元の議員さんですね、一生懸命これを、地元活性化の

ためにやっていこうと、一般社団法人までつくって頑張っていくということでありま

すので、私は、これは本村のためにも大いに役に立つと信じておりますので、賛成を

したいと思います。

 議  長  討論はありませんか。

７番 長澤貞義議員

 ７  番  私は、反対の立場で討論いたします。

 この入札の件に関してですね、全体を否定するわけではございませんので、今日の

工事請負契約の件に関して反対でございます。

 議  長  討論はありませんか。
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 ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第２９号「工事請負契約を締結について」を、お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  賛成多数と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

追加日程第３

 議  長  追加日程第３ 議案第３０号「損害賠償の額を定めることについて」を、議題とい

たします。

 補足説明を担当課長に求めます。

総務課長

 総務課長  追加日程の３ページをお願いいたします。

 議案第３０号「損害賠償の額を定めることについて」

 次のとおり損害賠償の額を決定することについて、地方自治法第９６条第１項１３

号の規定により議会の議決を求める。

 令和元年６月２０日提出、東峰村長名でございます。

 内容につきましては、東峰村は、次のとおり損害を賠償する。

 損害賠償額 ７４万７，２１５円

 賠償の相手方 福岡県うきは市に在住する方で、議案にお示しのとおりでございま

す。

 事故の概要につきましては、平成３０年８月３０日午後３時５６分頃、東峰村「食」

の自立支援事業の受託事業所である、東峰村社会福祉協議会職員が運転する村所有の

公有自動車が、東峰村大字宝珠山２９７番地付近の県道において接触した事故の、損

害賠償に関する分の件でございます。

 説明は以上です。

 議  長  以上、説明が終わりました。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

８番 大蔵久徳議員

 ８  番  事故の内容を聞きますと、一時停止をしないで、そのままトラックにぶつかったと

いう話を聞いております。人身事故にならなくてよかったと思いますけれども、こう

いった事故の再発防止等々はどんなふうに考えておるのか、お聞きします。

 議  長  総務課長

 総務課長  公用車の運転につきましてですね、昨年いろいろ災害復旧等で現場も多かったとは

思いますが、接触とかですね、現場を誤って路側にタイヤをぶつけたとかですね、そ

ういう事例がございました。

 庁議と課長会等で集まったときにですね、そういった公用車の安全運転について

は、十分注意をして運転をするようにというふうに、課長会の中でですね、共有の認

識を数度にわたってですね、会議のときにもったというところで、ちょっと研修とか

まではですね、まだできてないというところでございます。

 議  長  ９番 伊藤均議員

 ９  番  もうこの事故についてはですね、いろいろ質疑をするところではありません。

 先ほど同僚議員がですね、じゃあ、どういうふうに指示をしているのかと、いう意

見がありました。

 今、実質災害復旧の中で小石原等たくさん通っております。残念ながら、ここ数年
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が事故がずっとあっとると、その前までは全く事故というものがなかったというか、

非常に少なかったと。

 じゃあ、これは意識的なものがですね、やっぱ欠けとるんじゃないかと。

 今、総務課長のほうから指示、そういった課長会でやったということではあります

が、指示徹底がなされてないと考えざるを得ないと、私は思うところです。

 ですからもう一度ですね、この再発防止に関して、職員にしっかり指示徹底をして

いただくようなですね、方策を取っていただくことはできないのか。

 それから、じゃあ、どうやったらできると。先ほどの答弁の中ではですね、ちょっ

と足りないのかなという気がいたしております。

 今までの中身等を踏まえてですね、もう一度お答えをいただきたいと思いますが。

 議  長  村長

 村  長  全員の職員の方々には、なかなか行き渡っていなかったというようなご質問だと思

います。

 朝倉警察署等のですね、要請にお願いをいたしまして計画を、事故再発防止、交通

運転等のですね、やはり講習会等を開きたいと思っております。

 議  長  他に質疑はありませんか。

４番 泉 守議員

 ４  番  ちょっとお尋ねしますがね、この損害賠償につきましてはですね、保険、我々は事

故やったときに、損害賠償保険にかたっておるんですけどね、だから、自分が手出し

をしないで済むわけですけど、この点についてはどういうふうになっておるんです

か。保険にかたってないわけですか。

 議  長  総務課長

 総務課長  失礼いたしました。

 昨日説明いたしておりましたので、抜けておりました。

 この損害賠償額につきましては、町村会の保険にかたっておりますので、全額保険

のほうから支払われるということを申し添えておきます。

 議  長  他に、質疑はありませんか。

 ないようですから、質疑を終結します。

 これから、討論を行います。

 討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第３０号「損害賠償の額を定めることについて」を、お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

追加日程第４

 議  長  追加日程第４ 議案第３１号「損害賠償の額を定めることについて」を、議題とい

たします。

 補足説明を担当課長に求めます。

総務課長

 総務課長  ４ページをお願いいたします。

 議案第３１号「損害賠償の額を定めることについて」

 次のとおり損害賠償の額を決定することについて、地方自治法第９６条第１項１３
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号の規定により議会の議決を求める。

 令和元年６月２０日提出、東峰村長名でございます。

 内容につきましては、東峰村は次のとおり損害を賠償する。

 損害賠償額 ３万２，５１１円

 賠償の相手方 朝倉郡東峰村大字小石原鼓にお住いの、議案に記載のとおりの方で

ございます。

 事故の概要といたしまして、平成３１年４月１５日午後４時３０分頃、東峰村住民

税務課職員が運転する公有自動車が、被害者宅の敷地内に車両を進入させたところ、

有害鳥獣侵入防止網の支持ロープに車両上部のルーフキャリアに接触し、家の雨どい

と支柱を破損させた件でございます。

 先ほどと同様、これにも保険に入っておりましたので、全額保険のほうからですね、

支払われるということで申し添えておきます。

 説明は、以上です。

 議  長  以上、説明が終わりました。

 これより質疑を行います。

 質疑はありませんか。

 （質疑なし）

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。

 これから、討論を行います。

 討論はありませんか。

 （討論なし）

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。

 採決します。

 議案第３１号「損害賠償の額を定めることについて」を、お諮りいたします。

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。

 （賛成者挙手）

 議  長  全員賛成と認めます。

 よって、本案は、原案どおり可決されました。

日程第１２

 議  長  日程第１２ 「閉会中の継続調査申出書」を、議題といたします。

 本件につきましては、議会運営委員会、各常任委員会、議会広報特別委員会、地方

創生検証特別、少しお待ちください。

 暫時休憩します。

 議  長  会議を再開します。

 失礼しました。

 地方創生検証特別委員会から閉会中の継続調査申出書が出されております。

 お諮りいたします。

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご異議ありませんか。

 （異議なし）

 議  長  異議なしと認めます。

 したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。

 閉  会

 議  長  以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。

 村長よりあいさつの申し出があっております。これを許可します。
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村長

 村  長  閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。

 今月１８日から本日までの第４回定例会におきましては、議員の皆様の慎重審議を

いただき、原案どおりご可決をいただきましたことにつきまして、衷心より厚く御礼

を申し上げます。ありがとうございました。

 さて、今月１日のほたる祭り、８日の棚田の火祭りには、村内外からたくさんの方々

に来ていただき大盛会に終えることができました。祭りの開催にご尽力をいただいた

方々に心から感謝を申し上げます。

 また、今後とも本村の発展のために、継続的な交流人口の増加を図り、地域の活性

化にしっかりと取り組んでいきますので、関係者の皆様方のご尽力を重ねてお願いを

する次第であります。

 来月の７月５日には、一昨年の豪雨災害で尊い命を亡くされた方々に対し、福岡県

知事をはじめ関係機関の皆様のご出席により、追悼式典を挙行いたします。

 九州北部はまだ梅雨に入っておりませんが、今後全国的にこれから梅雨末期の季節

となります。６月２３日に防災訓練を行いますが、本年の梅雨を安全・安心で、村民

挙げて乗り切りたいと思うところです。

 農繁期も終わり、これから夏本番のうだるような季節となりますので、議員の皆様

におかれましては、お体をご自愛され、さらなるご活躍を祈念申し上げますとともに、

今後とも私が進める持続可能な村づくりに、より一層のご理解とご協力をお願いし、

私の閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。

 議  長  これをもちまして、令和元年第４回東峰村議会定例会の全日程を終了いたします。

（１１時０５分）

上記会議の経過を記載し、その相違ないことを

証するために署名する。

議  長

議  員

議  員


